
４７ 

 1

上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、新規上場申請者（国内の他

の証券取引所に上場されている株券の発行者及

びこれらに準じる者として当取引所が定める者

並びに外国会社を除く。以下同じ。）の発行す

る株券（優先出資証券を含む。以下同じ。）の

上場に係る株式公開の公正を確保するため、上

場前に行われる公募又は売出し、株式（優先出

資を含む。以下同じ。）の譲受け又は譲渡及び

第三者割当等による募集株式の割当等につい

て、必要な事項を定める。 

 

第１条 この規則は、新規上場申請者（国内の他

の証券取引所に上場されている株券の発行者及

びこれらに準じる者として当取引所が定める者

並びに外国会社を除く。以下同じ。）の発行す

る株券（優先出資証券を含む。以下同じ。）の

上場に係る株式公開の公正を確保するため、上

場前に行われる公募又は売出し、株券の譲受け

又は譲渡及び第三者割当等による新株発行等に

ついて、必要な事項を定める。 

（公募又は売出実施通知書等の提出） 

第７条 （略） 

２ 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込

期間終了の日から５年間、当該上場前の公募等

に係る株式の取得者の住所、氏名及び株式数等

についての記録を保存するものとし、当該記録

につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求

又は検査に応じなければならない。 

 

（公募又は売出実施通知書等の提出） 

第７条 （略） 

２ 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込

期間終了の日から５年間、当該上場前の公募等

に係る株式（優先出資を含む。以下同じ。）の

取得者の住所、氏名及び株式数等についての記

録を保存するものとし、当該記録につき、当取

引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応

じなければならない。 

  

第３章 上場前の株式等の譲受け又は譲渡 

 

（上場前の株式等の移動の状況に関する記載） 

第２３条 新規上場申請者は、第１８条第３項第

１号、第２号及び第４号に掲げる者並びに新規

上場申請者の人的関係会社及び資本的関係会社

並びにこれらの役員（以下「特別利害関係者

等」という。）が、上場申請日の直前事業年度

の末日の２年前の日から上場日の前日までの期

間において、新規上場申請者の発行する株式又

は新株予約権の譲受け又は譲渡（新株予約権の

第３章 上場前の株券等の譲受け又は譲渡 

 

（上場前の株券等の移動の状況に関する記載） 

第２３条 新規上場申請者は、第１８条第３項第

１号、第２号及び第４号に掲げる者並びに新規

上場申請者の人的関係会社及び資本的関係会社

並びにこれらの役員（以下「特別利害関係者

等」という。）が、上場申請日の直前事業年度

の末日の２年前の日から上場日の前日までの期

間において、新規上場申請者の発行する株券、

新株予約権証券又は新株予約権付社債券の譲受
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行使を含む。以下「株式等の移動」という。）

を行っている場合には、当該株式等の移動の状

況を当取引所が適当と認める書類に記載するも

のとする。ただし、新規上場申請者の発行する

株式が、日本証券業協会が指定するグリーンシ

ート銘柄である場合は、この限りでない。 

 

け又は譲渡（新株予約権の行使を含む。以下

「株券等の移動」という。）を行っている場合

には、当該株券等の移動の状況を当取引所が適

当と認める書類に記載するものとする。ただ

し、新規上場申請者の発行する株券が、日本証

券業協会が指定するグリーンシート銘柄である

場合は、この限りでない。 

 

（上場前の株式等の移動に関する記録の保存等）

第２４条 新規上場申請者は、上場日から５年

間、前条の規定に基づく株式等の移動の状況に

係る記載内容についての記録を保存するものと

する。この場合において、幹事取引参加者は、

新規上場申請者が当該記録を把握し、かつ、保

存するための事務組織を適切に整備している状

況にあることを確認するものとする。 

２・３ （略） 

４ 当取引所は、第２項の規定により提出された

記録を検討した結果、前条の規定に基づく株式

等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確

でなかったと認められる場合には、当該新規上

場申請者及び幹事取引参加者の名称並びに当該

記載内容が正確でなかったと認められる旨を公

表することができる。 

（上場前の株券等の移動に関する記録の保存等）

第２４条 新規上場申請者は、上場日から５年

間、前条の規定に基づく株券等の移動の状況に

係る記載内容についての記録を保存するものと

する。この場合において、幹事取引参加者は、

新規上場申請者が当該記録を把握し、かつ、保

存するための事務組織を適切に整備している状

況にあることを確認するものとする。 

２・３ （略） 

４ 当取引所は、第２項の規定により提出された

記録を検討した結果、前条の規定に基づく株券

等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確

でなかったと認められる場合には、当該新規上

場申請者及び幹事取引参加者の名称並びに当該

記載内容が正確でなかったと認められる旨を公

表することができる。 

  

第４章 上場前の第三者割当等による募集株式の

割当等 

第４章 上場前の第三者割当等による新株発行等

  

（第三者割当等による募集株式の割当に関する規

制） 

（第三者割当等による新株発行に関する規制） 

第２５条 新規上場申請者が、上場申請日の直前

事業年度の末日の１年前の日以後において、株

主割当又は優先出資者割当その他当取引所が適

当と認める方法以外の方法（以下「第三者割当

等」という。）による募集株式（会社法第１９

９条第１項に規定する募集株式及び優先出資法

第２５条 新規上場申請者が、上場申請日の直前

事業年度の末日の１年前の日以後において、株

主割当又は優先出資者割当その他当取引所が適

当と認める方法以外の方法（以下「第三者割当

等」という。）による新株発行を行っている場

合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた
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に規定する募集優先出資をいう。以下同じ。）

の割当を行っている場合には、当該新規上場申

請者は、割当を受けた者との間で、書面により

募集株式の継続所有、譲渡時及び当取引所から

の当該所有状況に係る照会時の当取引所への報

告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その

他の当取引所が必要と認める事項について確約

を行うものとし、当該書面を当取引所が定める

ところにより提出するものとする。 

者との間で、書面により新株の継続所有、譲渡

時及び当取引所からの当該所有状況に係る照会

時の当取引所への報告並びに当該書面及び報告

内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認め

る事項について確約を行うものとし、当該書面

を当取引所が定めるところにより提出するもの

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（所有に関する規制） （所有に関する規制） 

第２７条 第三者割当等による募集株式の割当を

受けた者が、第２５条第１項に規定する確約に

基づく所有を現に行っていない場合には、当取

引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措

置をとるものとする。ただし、当取引所が正当

な理由があるものとして認める場合は、この限

りでない。 

第２７条 第三者割当等による新株の割当を受け

た者が、第２５条第１項に規定する確約に基づ

く所有を現に行っていない場合には、当取引所

は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置を

とるものとする。ただし、当取引所が正当な理

由があるものとして認める場合は、この限りで

ない。 

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による募集

株式の割当を受けた者が第２５条第１項に規定

する確約に定める期間内において当該募集株式

の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載し

た書面を当取引所に提出するものとし、当該書

面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意

するものとする。 

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による新株

の割当を受けた者が第２５条第１項に規定する

確約に定める期間内において当該新株の譲渡を

行った場合には、必要な事項を記載した書面を

当取引所に提出するものとし、当該書面を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

３ 新規上場申請者は、第三者割当等による募集

株式の割当を受けた者の当該募集株式の所有状

況に関して当取引所から照会を受けた場合に

は、当該募集株式の所有状況に係る報告を当取

引所に行うものとする。 

３ 新規上場申請者は、第三者割当等による新株

の割当を受けた者の当該新株の所有状況に関し

て当取引所から照会を受けた場合には、当該新

株の所有状況に係る報告を当取引所に行うもの

とする。 

  

（第三者割当等による募集株式の割当等に関する

規定の準用） 

（第三者割当等による新株発行等に関する規定の

準用） 

第２８条 第２５条及び前条の規定は、上場申請

日の直前事業年度の末日の１年前の日以後にお

第２８条 第２５条及び前条の規定は、上場申請

日の直前事業年度の末日の１年前の日以後にお
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いて第三者割当等による募集新株予約権（会社

法第２３８条第１項に規定する募集新株予約権

をいい、次条に規定する新株予約権を除く。）

の割当（募集新株予約権の割当と同様の効果を

有すると認められる自己新株予約権（次条に規

定する新株予約権を除く。）の割当を含む。以

下同じ。）を行っている場合について準用す

る。 

いて第三者割当等による新株予約権（次条に規

定する新株予約権を除く。）又は新株予約権付

社債の発行を行っている場合について準用す

る。 

  

（ストックオプションとしての新株予約権の所有

に関する規制） 

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

所有に関する規制） 

第２９条 新規上場申請者が、その役員又は従業

員その他の当取引所が定める者であって、か

つ、当取引所が適当と認めるもの（以下「役員

又は従業員等」という。）に報酬として割り当

てた新株予約権（上場申請日の直前事業年度の

末日の１年前の日以後に割り当てられたものに

限る。）であって、新規上場申請者と割当を受

けた役員又は従業員等との間で書面により第２

５条第１項に規定する事項（報告内容の公衆縦

覧に係る部分を除く。）を内容とする確約を行

っており、かつ、当取引所が定めるところによ

り当取引所が必要と認める書面が当取引所に提

出されている新株予約権（当該確約が行われて

いる部分に限る。）については、第２７条第１

項本文の規定を準用する。この場合において、

第２７条第１項中「第三者割当等による募集株

式の割当を受けた者」とあるのは「第２９条の

規定の適用を受ける新株予約権を新規上場申請

者から割り当てられた役員又は従業員等」と、

「第２５条第１項」とあるのは「第２９条」

と、「所有を現に行っていない場合」とあるの

は「所有を現に行っていない場合（当取引所が

適当と認める場合を除く。）」と読み替えるも

のとする。 

第２９条 新規上場申請者が、その役員又は従業

員その他の当取引所が定める者であって、か

つ、当取引所が適当と認めるもの（以下「役員

又は従業員等」という。）に報酬として発行し

た新株予約権（上場申請日の直前事業年度の末

日の１年前の日以後に発行されたものに限

る。）であって、その新株予約権証券が次の各

号に適合し、かつ、当取引所が定めるところに

より当取引所が必要と認める書面が当取引所に

提出されている新株予約権証券（第２号の確約

が行われている部分に限る。）については、第

２７条第１項本文の規定を準用する。この場合

において、第２７条第１項中「第三者割当等に

よる新株の割当を受けた者」とあるのは「第２

９条の規定の適用を受ける新株予約権証券を新

規上場申請者から割り当てられた役員又は従業

員等」と、「第２５条第１項」とあるのは「第

２９条第２号」と、「所有を現に行っていない

場合」とあるのは「所有を現に行っていない場

合（当取引所が適当と認める場合を除く。）」

と読み替えるものとする。 

（削る） （１） 新規上場申請者が、新株予約権の発行
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によりその新株予約権証券を役員又は従業員

等に取得させていること。 

（削る） （２） 新規上場申請者が前号の規定により役

員又は従業員等に発行した新株予約権証券に

ついて、新規上場申請者と前号の規定により

新株予約権証券の割当を受けた役員又は従業

員等との間で、書面により第２５条第１項に

規定する事項（報告内容の公衆縦覧に係る部

分を除く。）を内容とする確約を行っている

こと。 

  

（ストックオプションとしての新株予約権の行使

等により取得した株式等に関する規制） 

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式に関する規

制） 

第３０条 新規上場申請者が、上場申請日の直前

事業年度の末日の１年前の日から上場日の前日

までの期間において前条に規定する新株予約権

の行使又は転換（その発行する新株予約権を取

得するのと引換えに株式又は新株予約権を交付

することをいう。）による株式又は新株予約権

の交付（上場申請日の直前事業年度の末日の１

年前の日以後に割り当てられた新株予約権に係

るものに限る。）を行っている場合には、当該

上場申請者は、交付を受けた者との間で、当該

株式又は新株予約権につき、書面により第２５

条第１項に規定する事項について確約を行うも

のとし、当該書面を当取引所が定めるところに

より提出するものとする。 

第３０条 新規上場申請者が、上場申請日の直前

事業年度の末日の１年前の日から上場日の前日

までの期間において前条に規定する新株予約権

の行使による株式の発行又は移転（上場申請日

の直前事業年度の末日の１年前の日以後に発行

された新株予約権に係るものに限る。）を行っ

ている場合には、当該上場申請者は、行使を行

った者との間で、当該株式につき、書面により

第２５条第１項に規定する事項について確約を

行うものとし、当該書面を当取引所が定めると

ころにより提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（ストックオプションとしての新株予約権の行使

等により取得した株式等の所有に関する規制） 

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式の所有に関す

る規制） 

第３０条の２ 第２７条の規定は、前条第１項に

規定する交付を受けた者について準用する。こ

の場合において、第２７条中「募集株式」とあ

第３０条の２ 第２７条の規定は、前条第１項に

規定する行使を行った者について準用する。こ

の場合において、第２７条中「新株」とあるの
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るのは「株式又は新株予約権」と読み替えるも

のとする。 

は「株式」と読み替えるものとする。 

  

（第三者割当等による募集株式等の割当の状況に

関する記載） 

（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記載） 

第３１条 新規上場申請者は、上場申請日の直前

事業年度の末日の２年前の日から上場日の前日

までの期間において、第三者割当等による募集

株式又は新株予約権の割当（以下「第三者割当

等による募集株式等の割当」という。）を行っ

ている場合には、当該第三者割当等による募集

株式等の割当の状況を当取引所が適当と認める

書類に記載するものとする。ただし、新規上場

申請者の発行する株券が、日本証券業協会が指

定するグリーンシート銘柄である場合は、この

限りでない。 

第３１条 新規上場申請者は、上場申請日の直前

事業年度の末日の２年前の日から上場日の前日

までの期間において、第三者割当等による新株

発行又は新株予約権若しくは新株予約権付社債

の発行（以下「第三者割当等による新株等の発

行」という。）を行っている場合には、当該第

三者割当等による新株等の発行の状況を当取引

所が適当と認める書類に記載するものとする。

ただし、新規上場申請者の発行する株券が、日

本証券業協会が指定するグリーンシート銘柄で

ある場合は、この限りでない。 

  

（上場前の株式等の移動に関する記録の保存等に

関する規定の準用） 

第３２条 （略） 

（上場前の株券等の移動に関する記録の保存等に

関する規定の準用） 

第３２条 （略） 

 

平成１３年９月４日改正付則 

１・２ （略） 

平成１３年９月４日改正付則 

１・２ （略） 

３ この改正規定施行の日から当分の間、改正後

の第３０条の規定の適用については、同条第１

項中「前条に規定する新株予約権の行使又は転

換（その発行する新株予約権を取得するのと引

換えに株式又は新株予約権を交付することをい

う。）による」とあるのは「前条に規定する新

株予約権の行使若しくは転換（その発行する新

株予約権を取得するのと引換えに株式又は新株

予約権を交付することをいう。）による又は商

法の一部を改正する法律（平成９年法律第５６

号）附則第９条若しくは商法等の一部を改正す

る法律（平成１３年法律第１２８号）附則第１

０条による改正前の商法の一部を改正する法律

３ この改正規定施行の日から当分の間、改正後

の第３０条の規定の適用については、同条第１

項中「前条に規定する新株予約権の行使によ

る」とあるのは「前条に規定する新株予約権の

行使により又は商法の一部を改正する法律（平

成９年法律第５６号）附則第９条若しくは商法

等の一部を改正する法律（平成１３年法律第１

２８号）附則第１０条による改正前の商法の一

部を改正する法律（平成９年法律第５６号）附

則第１１条の規定による改正前の特定新規事業

実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第５９

号。以下「新規事業法」という。）第８条第１

項若しくは改正前の特定通信・放送開発事業実
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（平成９年法律第５６号）附則第１１条の規定

による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措

置法（平成元年法律第５９号。以下「新規事業

法」という。）第８条第１項若しくは改正前の

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２

年法律第３５号。以下「通信・放送事業法」と

いう。）第８条第１項の規定による決議（以下

「改正前の新規事業法等の規定による決議」と

いう。）に基づき」と、「割り当てられた新株

予約権」とあるのは「割り当てられた新株予約

権又は改正前の新規事業法等の規定による決

議」とする。 

施円滑化法（平成２年法律第３５号。以下「通

信・放送事業法」という。）第８条第１項の規

定による決議（以下「改正前の新規事業法等の

規定による決議」という。）に基づき」と、

「発行された新株予約権」とあるのは「発行さ

れた新株予約権又は改正前の新規事業法等の規

定による決議」とする。 

 

４ （略） ４ （略） 

 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

し、同日前に行われた自己株式及び自己新株予約

権の処分については、なお従前の例による。 

 

 

  

 



４８ 

 1

上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（競争入札による公募等に係る株式数） （競争入札による公募等に係る株式数） 

第１１条 上場前公募等規則第１６条第１項に規

定する「当取引所が定める数量」は、新規上場

申請者の上場前の公募等に係る総株式数に１０

０分の５０を乗じて得た株式数以上の数量とす

る。ただし、当該数量が１，０００単位（１単

位は、単元株式数を定める場合には当該単元株

式数をいい、単元株式数を定めない場合には１

株をいう。）の株式数未満となる場合には、１，

０００単位の株式数とする。 

第１１条 上場前公募等規則第１６条第１項に規

定する「当取引所が定める数量」は、新規上場

申請者の上場前の公募等に係る総株式数に１０

０分の５０を乗じて得た株式数以上の数量とす

る。ただし、当該数量が１，０００単位（１単

位は、単元株制度を採用する場合には１単元の

株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合

には１株をいう。）の株式数未満となる場合に

は、１，０００単位の株式数とする。 

２（略） ２（略） 

  

（上場前の株式等の移動の状況に関する記載の取

扱い） 

（上場前の株券等の移動の状況に関する記載の取

扱い） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

  

（上場前の株式等の移動に関する記録の保存等の

取扱い） 

第２０条 （略） 

（上場前の株券等の移動に関する記録の保存等の

取扱い） 

第２０条 （略） 

  

（第三者割当等による募集株式の割当に関する規

制の取扱い） 

（第三者割当等による新株発行に関する規制の取

扱い） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「募集株式の割当を行っている」かどうかの認

定は、募集株式に係る払込期日又は払込期間の

最終日を基準として行うものとする。 

２ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「新株発行を行っている」かどうかの認定は、

新株発行の効力発生日を基準として行うものと

する。 

３ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「募集株式の継続所有、譲渡時及び当取引所か

らの当該所有状況に係る照会時の当取引所への

報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧そ

の他の当取引所が必要と認める事項」とは、次

の各号に掲げる事項をいうものとする。 

３ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「新株の継続所有、譲渡時及び当取引所からの

当該所有状況に係る照会時の当取引所への報告

並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他

の当取引所が必要と認める事項」とは、次の各

号に掲げる事項をいうものとする。 



４８ 

 2

（１） 割当を受けた者は、割当を受けた株式

（以下「割当株式」という。）を、原則とし

て、割当を受けた日から上場日以後６か月間

を経過する日（当該日において割当株式に係

る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間

を経過していない場合には、割当株式に係る

払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を

経過する日）まで所有すること。この場合に

おいて、割当株式について株式分割、株式無

償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種

類の株式等への転換（株式については会社が

その発行する株式を取得するのと引換えに他

の株式又は新株予約権を交付すること、新株

予約権については会社がその発行する新株予

約権を取得するのと引換えに株式又は他の新

株予約権を交付することをいう。以下同じ。）

が行われたときには、当該株式分割、株式無

償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種

類の株式等への転換により取得した株式又は

新株予約権（以下「取得株式等」という。）

についても同日まで所有すること。 

（１） 割当を受けた者は、割当を受けた新株

（以下「割当新株」という。）を、原則とし

て、新株発行の効力発生日から上場日以後６

か月間を経過する日（当該日において新株発

行の効力発生日以後１年間を経過していない

場合には、新株発行の効力発生日以後１年間

を経過する日）まで所有すること。この場合

において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、

当該株式分割又は他の種類の株式への転換に

より取得した株式（以下「取得株式」という。）

についても同日まで所有すること。 

（２） 割当を受けた者は、割当株式又は取得

株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新

規上場申請者に書面により通知するととも

に、事後において新規上場申請者にその内容

を報告すること。 

（２） 割当を受けた者は、割当新株又は取得

株式の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規

上場申請者に書面により通知するとともに、

事後において新規上場申請者にその内容を報

告すること。 

（３） 新規上場申請者は、割当を受けた者が

割当株式又は取得株式等の譲渡を行った場合

には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者

の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに

理由その他必要な事項を記載した書面を、当

該譲渡が上場申請日前に行われたときには上

場申請のときに、上場申請日以後に行われた

ときには譲渡後直ちに、当取引所に提出する

こと。 

（３） 新規上場申請者は、割当を受けた者が

割当新株又は取得株式の譲渡を行った場合に

は当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の

氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理

由その他必要な事項を記載した書面を、当該

譲渡が上場申請日前に行われたときには上場

申請のときに、上場申請日以後に行われたと

きには譲渡後直ちに、当取引所に提出するこ

と。 

（４） 新規上場申請者は、割当株式又は取得 （４） 新規上場申請者は、割当新株又は取得
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株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認

めて照会を行った場合には、必要に応じて割

当を受けた者に対し割当株式又は取得株式等

の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞な

く割当株式又は取得株式等の所有状況を当取

引所に報告すること。 

株式の所有状況に関し当取引所が必要と認め

て照会を行った場合には、必要に応じて割当

を受けた者に対し割当新株又は取得株式の所

有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割

当新株又は取得株式の所有状況を当取引所に

報告すること。 

（５） 割当を受けた者は、新規上場申請者か

ら前号に規定する割当株式又は取得株式等の

所有状況に係る確認を受けた場合には、直ち

にその内容を新規上場申請者に報告するこ

と。 

（５） 割当を受けた者は、新規上場申請者か

ら前号に規定する割当新株又は取得株式の所

有状況に係る確認を受けた場合には、直ちに

その内容を新規上場申請者に報告すること。

（６） 割当を受けた者は、上場前公募等規則

第２５条第１項に規定する書面に記載する本

項各号に掲げる内容及び割当株式又は取得株

式等の譲渡を行った場合にはその内容が、公

衆縦覧に供されることに同意すること。 

（６） 割当を受けた者は、上場前公募等規則

第２５条第１項に規定する書面に記載する本

項各号に掲げる内容及び割当新株又は取得株

式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆

縦覧に供されることに同意すること。 

（７） （略） （７） （略） 

４ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「当取引所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 

４ 上場前公募等規則第２５条第１項に規定する

「当取引所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 

（１） 上場申請日前に同項の募集株式の割当

を行っている場合 上場申請日に提出するも

のとする。 

（１） 上場申請日前に同項の新株発行を行っ

ている場合 上場申請日に提出するものとす

る。 

（２） 上場申請日以後に同項の募集株式の割

当を行っている場合 当該割当後遅滞なく提

出するものとする。ただし、当取引所が上場

を承認する日の前日を超えてはならない。 

（２） 上場申請日以後に同項の新株発行を行

っている場合 当該新株発行後遅滞なく提出

するものとする。ただし、当取引所が上場を

承認する日の前日を超えてはならない。 

  

（所有に関する規制の取扱い） （所有に関する規制の取扱い） 

第２３条 上場前公募等規則第２７条第１項ただ

し書に規定する「当取引所が正当な理由がある

ものとして認める場合」とは、次の各号のいず

れかに該当する場合であって、かつ、所有を行

っていないことが適当であると認められるもの

をいうものとする。 

第２３条 上場前公募等規則第２７条第１項ただ

し書に規定する「当取引所が正当な理由がある

ものとして認める場合」とは、次の各号のいず

れかに該当する場合であって、かつ、所有を行

っていないことが適当であると認められるもの

をいうものとする。 

（１） 割当を受けた者がその経営の著しい不 （１） 割当を受けた者がその経営の著しい不
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振により割当株式又は取得株式等の譲渡を行

う場合 

振により割当新株又は取得株式の譲渡を行う

場合 

（２） （略） （２） （略） 

２ 上場前公募等規則第２７条第２項に規定する

書面は、当該第三者割当等による割当株式又は

取得株式等の譲渡が上場申請日前に行われた場

合には上場申請日に、上場申請日以後に行われ

た場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出する

ものとする。 

２ 上場前公募等規則第２７条第２項に規定する

書面は、当該第三者割当等による割当新株又は

取得株式の譲渡が上場申請日前に行われた場合

には上場申請日に、上場申請日以後に行われた

場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するも

のとする。 

３ 上場前公募等規則第２７条第３項に規定する

報告は、新規上場申請者が必要に応じて割当を

受けた者に対し割当株式又は取得株式等の所有

状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引

所に報告するものとする。 

３ 上場前公募等規則第２７条第３項に規定する

報告は、新規上場申請者が必要に応じて割当を

受けた者に対し割当新株又は取得株式の所有状

況に係る確認を行った上で、遅滞なく当取引所

に報告するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（第三者割当等による新株予約権の割当等に関す

る規制の取扱い） 

（第三者割当等による新株予約権付社債の発行等

に関する規制の取扱い） 

第２４条 上場前公募等規則第２８条において準

用する同第２５条第１項に規定する「募集新株

予約権の割当を行っている」かどうかの認定は、

割当日を基準として行うものとする。 

第２４条 上場前公募等規則第２８条において準

用する同第２５条第１項に規定する「新株予約

権又は新株予約権付社債の発行を行っている」

かどうかの認定は、払込期日（無償にて新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを除

く。）を発行する場合にはこれを発行する日。

以下同じ。）を基準として行うものとする。 

２ 第２１条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２５条第１項に

規定する「募集新株予約権の継続所有、譲渡時

及び当取引所からの当該所有状況に係る照会時

の当取引所への報告並びに当該書面及び報告内

容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認める

事項」について準用する。この場合において、

第２１条第３項第１号中「割当を受けた株式（以

下「割当株式」という。）」とあるのは「割当

を受けた募集新株予約権（以下「割当新株予約

権」という。）」と、「割当株式に係る払込期

２ 第２１条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２５条第１項に

規定する「新株予約権証券又は新株予約権付社

債券の継続所有、譲渡時及び当取引所からの当

該所有状況に係る照会時の当取引所への報告並

びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の

当取引所が必要と認める事項」について準用す

る。この場合において、第２１条第３項第１号

中「割当を受けた新株（以下「割当新株」とい

う。）」とあるのは「割当を受けた新株予約権

証券及び新株予約権付社債券（以下「割当新株
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日又は払込期間の最終日」とあるのは「割当新

株予約権の割当日」と、「割当株式について株

式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当

て又は他の種類の株式等への転換（株式につい

ては会社がその発行する株式を取得するのと引

換えに他の株式又は新株予約権を交付するこ

と、新株予約権については会社がその発行する

新株予約権を取得するのと引換えに株式又は他

の新株予約権を交付することをいう。以下同

じ。）が行われたときには、当該株式分割、株式

無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種

類の株式等への転換により取得した株式又は新

株予約権（以下「取得株式等」という。）」と

あるのは「割当新株予約権について他の種類の

株式等への転換（株式については会社がその発

行する株式を取得するのと引換えに他の株式又

は新株予約権を交付すること、新株予約権につ

いては会社がその発行する新株予約権を取得す

るのと引換えに株式又は他の新株予約権を交付

することをいう。以下同じ。）又は行使が行われ

たときには、当該転換又は行使により取得した

株式及び新株予約権並びに当該株式に係る株式

分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て

等により取得した株式又は新株予約権（以下「取

得株式等」という。）」と読み替えるものとす

る。 

予約権証券等」という。）」と、「新株発行の

効力発生日」とあるのは「新株予約権又は新株

予約権付社債の発行に係る払込期日」と、「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで」とあるのは「上場日

以後６か月間を経過する日（当該日において新

株予約権又は新株予約権付社債の発行に係る払

込期日以後１年間を経過していない場合には、

新株予約権又は新株予約権付社債の発行に係る

払込期日以後１年間を経過する日）まで」と、

「割当新株について株式分割又は他の種類の株

式への転換が行われたときには、当該株式分割

又は他の種類の株式への転換により取得した株

式（以下「取得株式」という。）」とあるのは

「割当新株予約権証券等について新株予約権の

行使が行われたときには、当該行使により取得

した株式及び当該株式の株式分割又は他の種類

の株式への転換により取得した株式（以下「取

得株式」という。）」と読み替えるものとする。

３ 第２１条第４項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２５条第１項に

規定する「当取引所が定めるところにより提出

する」場合について準用する。 

３ 第２１条第４項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２５条第１項に

規定する「当取引所が定めるところにより提出

する」場合について準用する。この場合におい

て、第２１条第４項中「新株発行」とあるのは

「新株予約権又は新株予約権付社債の発行」と

読み替えるものとする。 

４ 第２３条第１項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第１項た

だし書に規定する「当取引所が正当な理由があ

４ 第２３条第１項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第１項た

だし書に規定する「当取引所が正当な理由があ
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るものとして認める場合」について準用する。

この場合において、第２３条第１項第１号中「割

当株式又は取得株式等」とあるのは「割当新株

予約権、当該割当新株予約権の行使若しくは他

の種類の株式等への転換により取得した株式若

しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分

割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等

により取得した株式若しくは新株予約権」と読

み替えるものとする。 

るものとして認める場合」について準用する。

この場合において、第２３条第１項第１号中「割

当新株又は取得株式」とあるのは「割当新株予

約権証券等、当該新株予約権の行使により取得

した株式又は当該株式の株式分割若しくは他の

種類の株式への転換により取得した株式」と読

み替えるものとする。 

５ 第２３条第２項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第２３条第２項中「割当株式又は取得株

式等」とあるのは「割当新株予約権、当該割当

新株予約権の行使若しくは他の種類の株式等へ

の転換により取得した株式若しくは新株予約権

又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、

新株予約権無償割当て等により取得した株式若

しくは新株予約権」と読み替えるものとする。

５ 第２３条第２項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第２３条第２項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当新株予約権、当該新株予

約権の行使により取得した株式又は当該株式の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 

６ 第２３条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第３項に

規定する報告について準用する。この場合にお

いて、第２３条第３項中「割当株式又は取得株

式等」とあるのは「割当新株予約権、当該割当

新株予約権の行使若しくは他の種類の株式等へ

の転換により取得した株式若しくは新株予約権

又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、

新株予約権無償割当て等により取得した株式若

しくは新株予約権」と読み替えるものとする。

６ 第２３条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２８条において準用する同第２７条第３項に

規定する報告について準用する。この場合にお

いて、第２３条第３項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当新株予約権証券等、当該

新株予約権の行使により取得した株式又は当該

株式の株式分割若しくは他の種類の株式への転

換により取得した株式」と読み替えるものとす

る。 

７ （略） ７ （略） 

  

（ストックオプションとしての新株予約権の所有

に関する規制の取扱い） 

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

所有に関する規制の取扱い） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 上場前公募等規則第２９条の報酬としての割

当には、役員又は従業員等に新株予約権の発行

２ 上場前公募等規則第２９条の報酬としての発

行には、役員又は従業員等に新株予約権証券の
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価格に相当する額の金銭を支給し、当該役員又

は従業員等に新株予約権を有償で割り当てる場

合その他の有償で割り当てる場合を含むものと

する。 

発行価格に相当する額の金銭を支給し、当該役

員又は従業員等に新株予約権証券を有償で発行

する場合その他の有償で発行する場合を含むも

のとする。 

３ 上場前公募等規則第２９条に規定する「当取

引所が定めるところにより」とは、次の各号に

定めるところによるものとする。 

３ 上場前公募等規則第２９条に規定する「当取

引所が定めるところにより」とは、次の各号に

定めるところによるものとする。 

（１） 上場申請日前において上場前公募等規

則第２９条の新株予約権の割当を行っている

場合 上場申請日に提出するものとする。 

（１） 上場申請日前において上場前公募等規

則第２９条の新株予約権の発行を行っている

場合 上場申請日に提出するものとする。 

（２） 上場申請日の後に上場前公募等規則第

２９条の新株予約権の割当を行っている場合

当該新株予約権割当後遅滞なく提出するもの

とする。ただし、当取引所が上場を承認する

日の前日を超えてはならない。 

（２） 上場申請日の後に上場前公募等規則第

２９条の新株予約権の発行を行っている場合

当該新株予約権発行後遅滞なく提出するもの

とする。ただし、当取引所が上場を承認する

日の前日を超えてはならない。 

４ 上場前公募等規則第２９条に規定する「当取

引所が必要と認める書面」とは、次の各号に掲

げる書面をいうものとする。 

４ 上場前公募等規則第２９条に規定する「当取

引所が必要と認める書面」とは、次の各号に掲

げる書面をいうものとする。 

（１） 上場前公募等規則第２９条に規定する

確約を証する書面 

（１） 上場前公募等規則第２９条第２号に規

定する確約を証する書面 

（２） 新規上場申請者が役員又は従業員等に

取得させる目的で新株予約権を割り当てるも

のであることその他その割当に関する事項を

記載した取締役会の決議（委員会設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。）の内容を

証する書面 

（２） 新規上場申請者が役員又は従業員等に

取得させる目的で新株予約権を発行するもの

であることその他その発行に関する事項を記

載した取締役会の決議（委員会等設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。）の内容を

証する書面 

（３） 新規上場申請者と新規上場申請者から

新株予約権の割当を受けた役員又は従業員等

との間において、当該役員又は従業員等が原

則として当該新株予約権を譲渡しない旨の契

約を締結していること又は当該新株予約権の

譲渡につき制限を行っていることを証する書

面 

（３） 新規上場申請者と新規上場申請者から

新株予約権証券の割当を受けた役員又は従業

員等との間において、当該役員又は従業員等

が原則として当該新株予約権証券を譲渡しな

い旨の契約を締結していること又は当該新株

予約権証券の譲渡につき制限を行っているこ

とを証する書面 

５ 上場前公募等規則第２９条において準用する

同第２７条第１項本文に規定する「当取引所が

適当と認める場合」とは、確約に基づく所有を

５ 上場前公募等規則第２９条において準用する

同第２７条第１項本文に規定する「当取引所が

適当と認める場合」とは、確約に基づく所有を
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行っていた者が当該確約の対象となっている新

株予約権を譲渡した後、新規上場申請者が当該

譲渡に係る新株予約権を速やかに適正な手続に

より失効させており、かつ、当該新株予約権の

行使が行われていない場合をいう。 

行っていた者が当該確約の対象となっている新

株予約権証券を譲渡した後、新規上場申請者が

当該譲渡に係る新株予約権証券の新株予約権を

速やかに適正な手続により失効させており、か

つ、当該新株予約権証券の新株予約権の行使が

行われていない場合をいう。 

６ 第２１条第３項（第２号を除く。）の規定は、

上場前公募等規則第２９条第２号に規定する

「第２５条第１項に規定する事項（報告内容の

公衆縦覧に係る部分を除く。）」について準用

する。この場合において、第２１条第３項第１

号中「割当を受けた株式（以下「割当株式」と

いう。）」とあるのは「上場前公募等規則第２

９条の規定の適用を受ける新株予約権（以下「報

酬として割当を受けた新株予約権」という。）」

と、「割当株式に係る払込期日又は払込期間の

最終日」とあるのは「新株予約権の割当日」と、

「割当株式について株式分割、株式無償割当て、

新株予約権無償割当て又は他の種類の株式等へ

の転換（株式については会社がその発行する株

式を取得するのと引換えに他の株式又は新株予

約権を交付すること、新株予約権については会

社がその発行する新株予約権を取得するのと引

換えに株式又は他の新株予約権を交付すること

をいう。以下同じ。）が行われたときには、当該

株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割

当て又は他の種類の株式等への転換により取得

した株式又は新株予約権（以下「取得株式等」

という。）についても同日まで所有すること。」

とあるのは「上場日の前日又は新株予約権の行

使を行う日のいずれか早い日まで所有するこ

と。」と読み替えるものとする。 

６ 第２１条第３項（第２号を除く。）の規定は、

上場前公募等規則第２９条第２号に規定する

「第２５条第１項に規定する事項（報告内容の

公衆縦覧に係る部分を除く。）」について準用

する。この場合において、第２１条第３項第１

号中「割当を受けた新株（以下「割当新株」と

いう。）」とあるのは「上場前公募等規則第２

９条の規定の適用を受ける新株予約権証券（以

下「報酬として割当を受けた新株予約権証券」

という。）」と、「新株発行の効力発生日」と

あるのは「新株予約権証券の取得日」と、「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで所有すること。この場

合において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、当

該株式分割又は他の種類の株式への転換により

取得した株式（以下「取得株式」という。）に

ついても同日まで所有すること。」とあるのは

「上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日

のいずれか早い日まで所有すること。」と読み

替えるものとする。 

  

（ストックオプションとしての新株予約権の行使

等により取得した株式等に関する規制の取扱い）

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式に関する規制

の取扱い） 
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（削る） 第２６条 上場前公募等規則第３０条第１項に規

定する「株式の発行又は移転を行っている」か

どうかの認定は、当該行使に係る払込みを行っ

た日を基準として行うものとする。 

第２６条 第２１条第３項の規定は、上場前公募

等規則第３０条第１項に規定する「第２５条第

１項に規定する事項」について準用する。この

場合において、第２１条第３項第１号中「上場

日以後６か月間を経過する日（当該日において

割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日

以後１年間を経過していない場合には、割当株

式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１

年間を経過する日）まで」とあるのは「上場日

の前日まで」と読み替えるものとする。 

２ 第２１条第３項の規定は、上場前公募等規則

第３０条第１項に規定する「第２５条第１項に

規定する事項」について準用する。この場合に

おいて、第２１条第３項第１号中「上場日以後

６か月間を経過する日（当該日において新株発

行の効力発生日以後１年間を経過していない場

合には、新株発行の効力発生日以後１年間を経

過する日）まで」とあるのは「上場日の前日ま

で」と読み替えるものとする。 

２ 上場前公募等規則第３０条第１項に規定する

「当取引所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 

３ 上場前公募等規則第３０条第１項に規定する

「当取引所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 

（１） 上場申請日前に同項の株式又は新株予

約権の交付を行っている場合 上場申請日に

提出するものとする。 

（１） 上場申請日前に同項の株式の発行又は

移転を行っている場合 上場申請日に提出す

るものとする。 

（２） 上場申請日以後に同項の株式又は新株

予約権の交付を行っている場合 当該株式又

は新株予約権の交付後遅滞なく提出するもの

とする。ただし、上場日の前日を超えてはな

らない。 

（２） 上場申請日以後に同項の株式の発行又

は移転を行っている場合 当該株式の発行又

は移転後遅滞なく提出するものとする。ただ

し、上場日の前日を超えてはならない。 

３ 前項第１号の場合には、上場前公募等規則第

３０条第１項の規定により提出する書面に次の

各号に掲げる書面を添付するものとする。 

４ 前項第１号の場合には、上場前公募等規則第

３０条第１項の規定により提出する書面に次の

各号に掲げる書面を添付するものとする。 

（１） 新株予約権の割当に係る株主総会及び

その割当に関する取締役会の決議（委員会設

置会社にあっては、執行役の決定を含む。次

号において同じ。）の内容を証する書面 

（１） 新株予約権の発行に係る株主総会及び

その発行に関する取締役会の決議（委員会等

設置会社にあっては、執行役の決定を含む。

次号において同じ。）の内容を証する書面 

（２） 新規上場申請者と前号の決議により新

株予約権の割当を受ける者との新株予約権の

割当に関する契約内容を証する書面 

（２） 新規上場申請者と前号の決議により新

株予約権証券の割当を受ける者との新株予約

権の発行に関する契約内容を証する書面 

  



４８ 

 10

（ストックオプションとしての新株予約権の行使

等により取得した株式等の所有に関する規制の取

扱い） 

（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式の所有に関す

る規制の取扱い） 

第２６条の２ 第２３条第１項の規定は、上場前

公募等規則第３０条の２において準用する同第

２７条第１項ただし書に規定する「当取引所が

正当な理由があるものとして認める場合」につ

いて準用する。この場合において、第２３条第

１項中「割当株式又は取得株式等」とあるのは

「上場前公募等規則第２９条の規定の適用を受

ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付

を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式

に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権

無償割当て等により取得した株式若しくは新株

予約権」と読み替えるものとする。 

第２６条の２ 第２３条第１項の規定は、上場前

公募等規則第３０条の２において準用する同第

２７条第１項ただし書に規定する「当取引所が

正当な理由があるものとして認める場合」につ

いて準用する。この場合において、第２３条第

１項中「割当新株又は取得株式」とあるのは「上

場前公募等規則第２９条の規定の適用を受ける

新株予約権証券の新株予約権を行使して取得し

た株式又は当該新株の株式分割若しくは他の種

類の株式への転換により取得した株式」と読み

替えるものとする。 

２ 第２３条第２項の規定は、上場前公募等規則

第３０条の２において準用する同第２７条第２

項に規定する書面について準用する。この場合

において、第２３条第２項中「割当株式又は取

得株式等」とあるのは「上場前公募等規則第２

９条の規定の適用を受ける新株予約権の行使若

しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新

株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無

償割当て、新株予約権無償割当て等により取得

した株式若しくは新株予約権」と読み替えるも

のとする。 

２ 第２３条第２項の規定は、上場前公募等規則

第３０条の２において準用する同第２７条第２

項に規定する書面について準用する。この場合

において、第２３条第２項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２９

条の規定の適用を受ける新株予約権証券の新株

予約権を行使して取得した株式又は当該株式の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 

３ 第２３条第３項の規定は、上場前公募等規則

第３０条の２において準用する同第２７条第３

項に規定する報告について準用する。この場合

において、第２３条第３項中「割当株式又は取

得株式等」とあるのは「上場前公募等規則第２

９条の規定の適用を受ける新株予約権の行使若

しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新

株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無

償割当て、新株予約権無償割当て等により取得

した株式若しくは新株予約権」と読み替えるも

３ 第２３条第３項の規定は、上場前公募等規則

第３０条の２において準用する同第２７条第３

項に規定する報告について準用する。この場合

において、第２３条第３項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２９

条の規定の適用を受ける新株予約権証券の新株

予約権を行使して取得した株式又は当該株式の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
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のとする。 

  

（第三者割当等による募集株式等の割当の状況に

関する記載の取扱い） 

（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記載の取扱い） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

  

（第三者割当等による募集株式等の割当の状況に

関する記録の保存等の取扱い） 

（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記録の保存等の取扱い） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

  

平成１３年９月４日改正付則 平成１３年９月４日改正付則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ この改正規定施行の日から当分の間、改正

後の第２６条の規定の適用については、同条

第４項第１号中「新株予約権の割当」とある

のは「新株予約権の割当又は改正前の新規事

業法等の規定による決議」と、「その割当」

とあるのは「その割当又はその決議」と、同

項第２号中「新株予約権証券の割当を受ける

者」とあるのは「新株予約権の割当を受ける

者又は新株の割当を受ける者とされたもの」

と、「新株予約権の割当」とあるのは「新株

予約権の割当又は新株発行」とする。 

３ この改正規定施行の日から当分の間、改正

後の第２６条の規定の適用については、同条

第４項第１号中「新株予約権の発行」とある

のは「新株予約権の発行又は改正前の新規事

業法等の規定による決議」と、「その発行」

とあるのは「その発行又はその決議」と、同

項第２号中「新株予約権証券の割当を受ける

者」とあるのは「新株予約権証券の割当を受

ける者又は新株の割当を受ける者とされた

もの」と、「新株予約権証券の割当」とある

のは「新株予約権証券の割当又は新株発行」

とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 

 

  

別添１ 類似会社比準価格の算定根拠 

 

別添１ 類似会社比準価格の算定根拠 

 類似会社比準価格の算定については、以下に

定めるところによるものとする。 

 類似会社比準価格の算定については、以下に

定めるところによるものとする。 

１．（略） １．（略） 
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２．類似会社比準価格算定式 ２．類似会社比準価格算定式 

  類似会社比準価格は次の算式により算定

した価格とする。 

  類似会社比準価格は次の算式により算定

した価格とする。 

 類似会社比準価格＝類似会社株価×１／２

（新規上場申請者の１株当たり純利益額／

類似会社の１株当たり純利益額＋新規上場

申請者の１株当たり純資産額／類似会社の

１株当たり純資産額） 

 類似会社比準価格＝類似会社株価×１／２

（新規上場申請者の１株当たり純利益額／

類似会社の１株当たり純利益額＋新規上場

申請者の１株当たり純資産額／類似会社の

１株当たり純資産額） 

（１） １株当たり純利益額及び純資産額に

ついて 

（１） １株当たり純利益額及び純資産額に

ついて 

ａ １株当たり純利益額は、損益計算書に

おける直前事業年度の税引後当期純利

益額に基づき算出する。 

ａ １株当たり純利益額は、損益計算書に

おける直前決算期の税引後当期純利益

額に基づき算出する。 

ｂ １株当たり純資産額は、貸借対照表に

おける直前事業年度の純資産の部の額

に基づき算出する。 

ｂ １株当たり純資産額は、貸借対照表に

おける直前決算期の資本の部の額に基

づき算出する。 

（２） 類似会社が、直前事業年度の末日の

翌日以後増資等により発行済株式総数（優

先出資証券にあっては、優先出資法に規定

する普通出資の総口数と優先出資の総口

数を合計した数と読み替える。以下この別

添１において同じ。）に増減があった場合

の当該会社の１株当たりの純利益額及び

純資産額の修正について 

（２） 類似会社が、直前決算期末の翌日以

後増資等により発行済株式総数（優先出資

証券にあっては、優先出資法に規定する普

通出資の総口数と優先出資の総口数を合

計した数と読み替える。以下この別添１に

おいて同じ。）に増減があった場合の当該

会社の１株当たりの純利益額及び純資産

額の修正について 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ １株当たり純資産額は、直前事業年度

の末日の純資産額に増資等による増減

後の純資産額を増減後の発行済株式総

数で除して得た額とする。 

ｂ １株当たり純資産額は、直前決算期末

純資産額に増資等による増減後の純資

産額を増減後の発行済株式総数で除し

て得た額とする。 

（３） 新規上場申請者が、直前事業年度の

末日の翌日以後増資（上場申請日から上場

日の前日までの期間における株券の公募

を除く。）等により発行済株式総数に増減

があった場合の当該会社の１株当たりの

純利益額及び純資産額の修正について 

（３） 新規上場申請者が、直前決算期末の

翌日以後増資（上場申請日から上場日の前

日までの期間における株券の公募を除

く。）等により発行済株式総数に増減があ

った場合の当該会社の１株当たりの純利

益額及び純資産額の修正について 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 
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（４） 前２号の発行済株式総数に増加があ

った場合には、新株予約権若しくはこれに

準ずる権利又は転換請求権が存在する場

合を含むものとする。この場合における１

株当たり純利益額及び１株当たり純資産

額は、前２号に規定する算出方法にかかわ

らず、財務諸表等規則第９５条の５の２第

２項に規定する潜在株式調整後の１株当

たり純利益金額の算出方法その他の合理

的な算出方法により算出した金額とする。

（４） 前２号の発行済株式総数に増加があ

った場合には、新株予約権若しくはこれに

準ずる権利又は転換請求権が存在する場

合を含むものとする。この場合における１

株当たり純利益額及び１株当たり純資産

額は、前２号に規定する算出方法にかかわ

らず、財務諸表等規則第９５条の５の２第

２項に規定する潜在株式調整後の１株当

たり純利益金額の算出方法その他の合理

的な算出方法により算出した金額とする。

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

３．（略） ３．（略） 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第１条の２（投資単位の引下げに係る努力等）

第２項関係 

１．第１条の２（投資単位の引下げに係る努力等）

第２項関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第２項の規定に基づく勧告は、第２条

第１０項の規定に基づき開示された内容、投

資単位の引下げに関する方針についての取締

役会決議（委員会設置会社にあっては、執行

役の決定を含む。）及び株式の分布状況等を

総合的に勘案して行うものとする。 

（２） 第２項の規定に基づく勧告は、第２条

第１０項の規定に基づき開示された内容、投

資単位の引下げに関する方針についての取締

役会決議（委員会等設置会社にあっては、執

行役の決定を含む。）及び株式の分布状況等

を総合的に勘案して行うものとする。 

  

１．の３ 第２条（会社情報の開示）第１項関係 １．の３ 第２条（会社情報の開示）第１項関係

（１） 第１項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準のうち同項第１号に掲げる事項に係

るものは、次のａからｌまでに掲げる区分に

応じ当該ａからｌまでに定めることとする。

（１） 第１項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準のうち同項第１号に掲げる事項に係

るものは、次のａからｍまでに掲げる区分に

応じ当該ａからｍまでに定めることとする。

ａ 第１号ａに掲げる事項 ａ 第１号ａに掲げる事項 

  会社法第１９９条第１項に規定する株式

会社の発行する株式若しくはその処分する

自己株式を引き受ける者（協同組織金融機

関が発行する優先出資を引き受ける者を含

む。）の募集（処分する自己株式を引き受

ける者の募集をする場合にあっては、これ

に相当する外国の法令の規定によるものを

含む。）の払込金額又は売出価額の総額（当

該有価証券が新株予約権証券である場合に

は、同法第２３８条第１項に規定する募集

新株予約権を引き受ける者の募集（処分す

る自己新株予約権を引き受ける者の募集を

含む。）の払込金額又は売出価額の総額に

当該新株予約権証券に係る新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の合計額

を合算した金額）が１億円未満であると見

  発行価額又は売出価額の総額（当該有価

証券が新株予約権証券である場合には、当

該新株予約権証券の発行価額又は売出価額

の総額に当該新株予約権証券に係る新株予

約権の行使に際して払い込むべき金額の合

計額を合算した金額）が１億円未満である

と見込まれること。ただし、株主割当（優

先出資者割当を含む。）により発行する場

合及び買収防衛策の導入又は発動に伴い発

行する場合を除く。 
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込まれること。ただし、株主割当（優先出

資者割当を含む。）による場合及び買収防

衛策の導入又は発動に伴う場合を除く。 

（削る） ｂ 第１号ｆに掲げる事項 

 次に掲げるもののいずれかに該当するこ

と。 

 （ａ） 利益若しくは剰余金の配当又は中

間配当の１株当たり若しくは１口当た

りの額及び方法が直近の利益若しくは

剰余金の配当又は中間配当と同一であ

ること。 

 （ｂ） １株当たり若しくは１口当たりの

利益若しくは剰余金の配当の額又は１株

当たりの中間配当の額をそれぞれ直近の

１株当たり若しくは１口当たりの利益若

しくは剰余金の配当の額又は中間配当の

額で除して得た数値が０．８を超え、か

つ、１．２未満であること。 

ｂ 第１号ｈに掲げる事項 ｃ 第１号ｈに掲げる事項 

（ａ） 事業の一部を譲渡する場合 （ａ） 営業又は事業の一部を譲渡する場

合 

  次に掲げるもののいずれにも該当する

こと。 

  次に掲げるもののいずれにも該当する

こと。 

イ 最近事業年度の末日における当該事

業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日

における純資産額（資産の総額から負

債の総額を控除して得た額（控除して

なお控除しきれない金額がある場合に

は、当該控除しきれない金額はないも

のとする。）をいう。以下同じ。）の

１００分の３０に相当する額未満であ

ること。 

イ 最近事業年度の末日における当該営

業又は事業の譲渡に係る資産の帳簿価

額が同日における純資産額（資産の総

額から負債の総額を控除して得た額

（控除してなお控除しきれない金額が

ある場合には、当該控除しきれない金

額はないものとする。）をいう。以下

同じ。）の１００分の３０に相当する

額未満であること。 

ロ 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲渡による

売上高の減少額が最近事業年度の売上

ロ 当該営業又は事業の譲渡の予定日の

属する事業年度及び翌事業年度の各事

業年度においていずれも当該営業又は

事業の譲渡による売上高の減少額が最
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高の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

近事業年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

ハ 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲渡による

経常利益の増加額又は減少額が最近事

業年度の経常利益金額の１００分の３

０に相当する額（最近事業年度におい

て経常利益金額が１０億円未満である

場合には、最近５事業年度の経常利益

（当該５事業年度のうち経常利益が計

上されていない事業年度については、

経常利益金額をゼロとする。）の平均

額の１００分の３０に相当する額。以

下同じ。）未満であると見込まれるこ

と。 

ハ 当該営業又は事業の譲渡の予定日の

属する事業年度及び翌事業年度の各事

業年度においていずれも当該営業又は

事業の譲渡による経常利益の増加額又

は減少額が最近事業年度の経常利益金

額の１００分の３０に相当する額（最

近事業年度において経常利益金額が１

０億円未満である場合には、最近５事

業年度の経常利益（当該５事業年度の

うち経常利益が計上されていない事業

年度については、経常利益金額をゼロ

とする。）の平均額の１００分の３０

に相当する額。以下同じ。）未満であ

ると見込まれること。 

ニ 当該事業の譲渡の予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度に

おいていずれも当該事業の譲渡による

当期純利益の増加額又は減少額が最近

事業年度の当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額（最近事業年度に

おいて当期純利益金額が１０億円未満

である場合には、最近５事業年度の当

期純利益（当該５事業年度のうち当期

純利益が計上されていない事業年度に

ついては、当期純利益金額をゼロとす

る。）の平均額の１００分の３０に相

当する額。以下同じ。）未満であると

見込まれること。 

ニ 当該営業又は事業の譲渡の予定日の

属する事業年度及び翌事業年度の各事

業年度においていずれも当該営業又は

事業の譲渡による当期純利益の増加額

又は減少額が最近事業年度の当期純利

益金額の１００分の３０に相当する額

（最近事業年度において当期純利益金

額が１０億円未満である場合には、最

近５事業年度の当期純利益（５事業年

度のうち当期純利益が計上されていな

い事業年度については、当期純利益金

額をゼロとする。）の平均額の１００

分の３０に相当する額。以下同じ。）

未満であると見込まれること。 

（ｂ） 事業の全部又は一部を譲り受ける

場合 

（ｂ） 営業又は事業の全部又は一部を譲

り受ける場合 

次に掲げるもののいずれにも該当する

こと。 

次に掲げるもののいずれにも該当する

こと。 

イ 当該事業の譲受けによる資産の増加 イ 当該営業又は事業の譲受けによる資
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額が最近事業年度の末日における純資

産額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

産の増加額が最近事業年度の末日にお

ける純資産額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。

ロ 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度

においていずれも当該事業の譲受けに

よる売上高の増加額が最近事業年度の

売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ロ 当該営業又は事業の譲受けの予定日

の属する事業年度及び翌事業年度の各

事業年度においていずれも当該営業又

は事業の譲受けによる売上高の増加額

が最近事業年度の売上高の１００分の

１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ハ 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度

においていずれも当該事業の譲受けに

よる経常利益の増加額又は減少額が最

近事業年度の経常利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

ハ 当該営業又は事業の譲受けの予定日

の属する事業年度及び翌事業年度の各

事業年度においていずれも当該営業又

は事業の譲受けによる経常利益の増加

額又は減少額が最近事業年度の経常利

益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ニ 当該事業の譲受けの予定日の属する

事業年度及び翌事業年度の各事業年度

においていずれも当該事業の譲受けに

よる当期純利益の増加額又は減少額が

最近事業年度の当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

ニ 当該営業又は事業の譲受けの予定日

の属する事業年度及び翌事業年度の各

事業年度においていずれも当該営業又

は事業の譲受けによる当期純利益の増

加額又は減少額が最近事業年度の当期

純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

ｅ （略） ｆ （略） 

ｆ （略） ｇ （略） 

ｇ （略） ｈ （略） 

ｈ 第１号ｏに掲げる事項 ｉ 第１号ｏに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

（ａ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する事業年度開始の日か

ら３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該休止又は廃止による売上

（ａ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該休止又は廃止に
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高の減少額が最近事業年度の売上高の１

００分の１０に相当する額未満であると

見込まれること。 

よる売上高の減少額が最近事業年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ｂ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する事業年度開始の日か

ら３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該休止又は廃止による経常

利益の増加額又は減少額が最近事業年度

の経常利益金額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該休止又は廃止に

よる経常利益の増加額又は減少額が最近

事業年度の経常利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（ｃ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する事業年度開始の日か

ら３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該休止又は廃止による当期

純利益の増加額又は減少額が最近事業年

度の当期純利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

（ｃ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該休止又は廃止に

よる当期純利益の増加額又は減少額が最

近事業年度の当期純利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ⅰ （略） ｊ （略） 

ｊ （略） ｋ （略） 

ｋ （略） ｌ （略） 

ｌ （略） ｍ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 第４号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして当取引所が定

める基準は、次のａからｆまでに掲げる区分

に応じ当該ａからｆまでに掲げることとす

る。 

（４） 第４号に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が重要なものとして当取引所が定

める基準は、次のａからｇまでに掲げる区分

に応じ当該ａからｇまでに掲げることとす

る。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（削る） ｄ 利益若しくは剰余金の配当又は中間配当

   新たに算出した予想値又は当事業年度の

決算における数値を公表がされた直近の予

想値（当該予想値がない場合は、公表がさ

れた前事業年度の実績値）で除して得た数

値が１．２以上又は０．８以下であること。
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ｄ （略） ｅ （略） 

ｅ （略） ｆ （略） 

ｆ （略） ｇ （略） 

  

２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 ２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 

（１） 第２項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準のうち同項第１号に掲げる事項に係

るものは、次のａからｍまでに掲げる区分に

応じ当該ａからｍまでに定めることとする。

（１） 第２項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準のうち同項第１号に掲げる事項に係

るものは、次のａからｍまでに掲げる区分に

応じ当該ａからｍまでに定めることとする。

ａ～ｃの２ （略） ａ～ｃの２ （略） 

ｄ 第１号ｄに掲げる事項 ｄ 第１号ｄに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

（ａ） 当該事業の譲渡又は譲受けによる

当該連結会社の資産の額の減少額又は増

加額が最近連結会計年度の末日における

連結純資産額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

（ａ） 当該営業又は事業の譲渡又は譲受

けによる当該連結会社の資産の額の減少

額又は増加額が最近連結会計年度の末日

における連結純資産額の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

（ｂ） 当該営業又は事業の譲渡又は譲受

けによる当該連結会社の売上高の減少額

又は増加額が最近連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

（ｂ） 当該営業又は事業の譲渡又は譲受

けによる当該連結会社の売上高の減少額

又は増加額が最近連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

（ｃ） 当該事業の譲渡又は譲受けによる

連結会社の連結経常利益の増加額又は減

少額が最近連結会計年度の連結経常利益

金額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ｃ） 当該営業又は事業の譲渡又は譲受

けによる連結会社の連結経常利益の増加

額又は減少額が最近連結会計年度の連結

経常利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲渡又は譲受けによる

連結会社の連結当期純利益の増加額又は

減少額が最近連結会計年度の連結当期純

利益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該営業又は事業の譲渡又は譲受

けによる連結会社の連結当期純利益の増

加額又は減少額が最近連結会計年度の連

結当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。

ｅ～ⅰ （略） ｅ～ⅰ （略） 
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ｊ 第１号ｋに掲げる事項 ｊ 第１号ｋに掲げる事項 

  次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

  次に掲げるもののいずれにも該当するこ

と。 

（ａ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該休止又は廃止に

よる売上高の減少額が最近連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

（ａ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該休止又

は廃止による売上高の減少額が最近連結

会計年度の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該休止又は廃止に

よる連結経常利益の増加額又は減少額が

最近連結会計年度の連結経常利益金額の

１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

（ｂ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該休止又

は廃止による連結経常利益の増加額又は

減少額が最近連結会計年度の連結経常利

益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ｃ） 事業の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該休止又は廃止に

よる連結当期純利益の増加額又は減少額

が最近連結会計年度の連結当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

（ｃ） 営業又は事業の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該休止又

は廃止による連結当期純利益の増加額又

は減少額が最近連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。 

ｋ～ｍ （略） ｋ～ｍ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

２．の４ 第２条（会社情報の開示）第７項関係 ２．の４ 第２条（会社情報の開示）第７項関係

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 当該事業年度に事業年度の末日の変更

を行っている場合には、第７項に規定する「直

前事業年度における売上高」とは、最近１年

間における売上高をいい、同項に規定する「当

該事業年度における利益の額」とは、最近１

（４） 当該事業年度に決算期の変更を行って

いる場合には、第７項に規定する「直前事業

年度における売上高」とは、最近１年間にお

ける売上高をいい、同項に規定する「当該事

業年度における利益の額」とは、最近１年間
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年間における利益の額をいうものとする。こ

の場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（６）ｆの規定を、当該売上高及び利益

の額について、それぞれ準用する。 

における利益の額をいうものとする。この場

合において、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｆの規定を、当該売上高及び利益の額

について、それぞれ準用する。 

（５） （略） （５） （略） 

  

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

（１） 第１項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準は、１．の３（１）に規定する基準

（同（１）ａ及びｌを除く。）をいうものと

する。 

（１） 第１項に規定する投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定

める基準は、１．の３（１）に規定する基準

（同（１）ａ、ｂ及びｍを除く。）をいうも

のとする。 

（２） 第１項に規定する通知は、同項各号に

掲げる事項について決議又は決定（取締役会

（協同組織金融機関の理事会を含む。以下こ

の（２）において同じ。）で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、

代表取締役が所要の手続に従い決定したこと

をいい、委員会設置会社にあっては、執行役

が決定したことを含む。）をいう。以下次の

（３）までにおいて同じ。）を行った後、直

ちに取締役会決議通知書（代表取締役又は執

行役の決定の場合は、決定通知書）を提出す

ることにより行うものとする。ただし、第２

条第１項第１号ａ、ｆの２、ｇ若しくはｇの

２に掲げる事項について決議若しくは決定を

行った上場外国会社又は第１項第１２号に掲

げる事項について決議若しくは決定を行った

外国株預託証券の上場会社については、当該

決議又は決定の内容を記載した有価証券変更

上場申請書の提出をもって当該通知書の提出

に代えることができる。 

（２） 第１項に規定する通知は、同項各号に

掲げる事項について決議又は決定（取締役会

（協同組織金融機関の理事会を含む。以下こ

の（２）において同じ。）で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、

代表取締役が所要の手続に従い決定したこと

をいい、委員会等設置会社にあっては、執行

役が決定したことを含む。）をいう。以下次

の（３）までにおいて同じ。）を行った後、

直ちに取締役会決議通知書（代表取締役又は

執行役の決定の場合は、決定通知書）を提出

することにより行うものとする。ただし、第

２条第１項第１号ａ、ｆの２、ｇ若しくはｇ

の２に掲げる事項について決議若しくは決定

を行った上場外国会社又は第１項第１２号に

掲げる事項について決議若しくは決定を行っ

た外国株預託証券の上場会社については、当

該決議又は決定の内容を記載した有価証券変

更上場申請書の提出をもって当該通知書の提

出に代えることができる。 

（３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｎまでに定

（３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｎまでに定
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めるところにより行うものとする。 めるところにより行うものとする。 

ａ ２条第１項第１号ａに掲げる事項 ａ 第２条第１項第１号ａに掲げる事項 

（ａ） 募集又は売出しの日程表 確定後

直ちに 

（ａ） 発行又は売出しの日程表 確定後

直ちに 

（ｂ）～（ｄ） （略） （ｂ）～（ｄ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 第２条第１項第１号ｃに掲げる事項 ｃ 第２条第１項第１号ｃに掲げる事項 

   資本金の額の減少日程表 確定後直ちに  資本の減少日程表 確定後直ちに 

ｃの２ 第２条第１項第１号ｄの２に掲げる

事項 

  株式無償割当て又は新株予約権無償割当

て日程表 確定後直ちに 

（新設） 

ｄ （略） ｄ （略） 

ｄの２ 第２条第１項第１号ｆに掲げる事項

  臨時計算書類を作成した場合は、臨時計

算書類並びに会計監査報告及び監査報告 

作成後直ちに 

（新設） 

ｄの３ 第２条第１項第１号ｆの２に掲げる

事項 

ｄの２ 第２条第１項第１号ｆの２に掲げる

事項 

  次の（ａ）から（ｆ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｃ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）、（ｂ）、（ｄ）

及び（ｆ）イに掲げる書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

  次の（ａ）から（ｆ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｃ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）、（ｂ）、（ｄ）

及び（ｆ）イに掲げる書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 会社法第７８２条第１項又は第７

９４条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し これらの規定により

当該書面を本店に備え置くこととされて

いる日の前日までに 

（ｂ） 商法第３５４条第１項第２号から

第６号まで（同法第３５８条第９項の規

定により読み替えて適用する場合を含

む。以下この（ｂ）において同じ。）に

規定する書類の写し 同項の規定により

当該書類を本店に備え置くこととなる日

の前日までに 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 
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（ｄ） 会社法第８０１条第３項第３号に

規定する書面（法定事後開示書類）の写

し 株式交換の効力発生日以後速やかに

（ｄ） 商法第３６０条第１項に規定する

書面の写し 同項の規定により当該書面

を本店に備え置くこととなる日の前日ま

でに 

（ｅ） （略） （ｅ） （略） 

（ｆ） 非上場会社と株式交換を行う場合

（上場会社が当該株式交換により完全子

会社となる場合にあっては、株式交換後

の当該非上場会社の株券について株券上

場審査基準第４条第５項又は第６条第４

項に係る上場申請が行われるときに限

る。） 

（ｆ） 非上場会社と株式交換を行う場合

（上場会社が当該株式交換により完全子

会社となる場合にあっては、株式交換後

の当該非上場会社の株券について株券上

場審査基準第４条第５項又は第６条第４

項に係る上場申請が行われるときに限

る。） 

イ 非上場会社の事業の概況、事業の状

況及び設備の状況等を記載した当取引

所所定の「非上場会社の概要書」 決

議又は決定後遅滞なく 

イ 非上場会社の事業の概況、営業の状

況及び設備の状況等を記載した当取引

所所定の「非上場会社の概要書」 決

議又は決定後遅滞なく 

ロ 前（ｅ）に規定する書面（上場会社

が会社法第７９６条第３項の規定の適

用を受ける場合を除く。） 作成後直

ちに 

ロ 前（ｅ）に規定する書面（上場会社

が商法第３５８条第１項の規定の適用

を受ける場合を除く。） 作成後直ち

に 

ｄの４ 第２条第１項第１号ｆの３に掲げる

事項 

ｄの３ 第２条第１項第１号ｆの３に掲げる

事項 

  次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ｂ）に掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場会

社は、（ａ）及び（ｄ）イに掲げる書類を

当取引所が公衆の縦覧に供することに同意

するものとする。 

  次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ｂ）に掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場会

社は、（ａ）、（ｃ）及び（ｅ）イに掲げ

る書類を当取引所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

（ａ） 会社法第８０３条第１項に規定す

る書面（法定事前開示書類）の写し 同

項の規定により当該書面を本店に備え置

くこととされている日の前日までに 

（ａ） 商法第３６６条第１項各号に規定

する書類の写し 同項の規定により当該

書類を本店に備え置くこととなる日の前

日までに 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

（削る） （ｃ） 商法第３７１条第２項において準

用する同法第３６０条第１項に規定する
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書面の写し 同項の規定により当該書面

を本店に備え置くこととなる日の前日ま

でに 

（ｃ） （略） （ｄ） （略） 

（ｄ） 非上場会社と共同して株式移転を

行う場合（新設会社の株券について株券

上場審査基準第４条第５項又は第６条第

４項に係る上場申請が行われるときに限

る。） 

（ｅ） 非上場会社と共同して株式移転を

行う場合（新設会社の株券について株券

上場審査基準第４条第５項又は第６条第

４項に係る上場申請が行われるときに限

る。） 

イ 非上場会社の事業の概況、事業の状

況及び設備の状況等を記載した当取引

所所定の「非上場会社の概要書」 取

締役会決議後遅滞なく 

イ 非上場会社の事業の概況、営業の状

況及び設備の状況等を記載した当取引

所所定の「非上場会社の概要書」 取

締役会決議後遅滞なく 

ロ 前（ｃ）に規定する書面 作成後直

ちに 

ロ 前（ｄ）に規定する書面 作成後直

ちに 

ｅ 第２条第１項第１号ｇに掲げる事項 ｅ 第２条第１項第１号ｇに掲げる事項 

  次の（ａ）から（ｆ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｃ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）、（ｂ）、（ｄ）

及び（ｆ）イに掲げる書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

  次の（ａ）から（ｇ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｃ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）、（ｂ）、（ｄ）

及び（ｇ）イに掲げる書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 会社法第７８２条第１項、第７

９４条第１項又は第８０３条第１項に

規定する書面（法定事前開示書類）の

写し これらの規定により当該書面を

本店に備え置くこととされている日の

前日までに 

（ｂ） 商法第４０８条の２第１項第２

号から第６号まで（同法第４１３条の

３第９項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。以下この（ｂ）にお

いて同じ。）に規定する書類の写し 同

項の規定により当該書類を本店に備え

置くこととなる日の前日までに 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

（ｄ） 会社法第８０１条第３項第１号

に規定する書面（法定事後開示書類）

の写し 合併の効力発生日以後速やか

（ｄ） 商法第４１４条の２第１項に規

定する書類の写し 同項の規定により

当該書類を本店に備え置くこととなる
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に 日の前日までに 

（削る） （ｅ） 上場会社の登記事項証明書 登

記後直ちに 

（ｅ） （略） （ｆ） （略） 

（ｆ） 非上場会社と合併する場合（上

場会社が当該合併により解散する場合

にあっては、合併後の会社の株券につ

いて株券上場審査基準第４条第５項又

は第６条第４項に係る上場申請が行わ

れるときに限る。） 

（ｇ） 非上場会社と合併する場合（上

場会社が当該合併により解散する場合

にあっては、合併後の会社の株券につ

いて株券上場審査基準第４条第５項又

は第６条第４項に係る上場申請が行わ

れるときに限る。） 

イ 非上場会社の事業の概況、事業の

状況及び設備の状況等を記載した当

取引所所定の「非上場会社の概要書」

  決議又は決定後遅滞なく 

イ 非上場会社の事業の概況、営業の

状況及び設備の状況等を記載した当

取引所所定の「非上場会社の概要書」

  決議又は決定後遅滞なく 

ロ 前（ｅ）に規定する書面（上場会

社が会社法第７９６条第３項の規定

の適用を受ける場合を除く。） 作

成後直ちに 

ロ 前（ｆ）に規定する書面（上場会

社が商法第４１３条の３第１項の規

定の適用を受ける場合を除く。） 作

成後直ちに 

ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げる

事項 

ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げる

事項 

  次の（ａ）から（ｇ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｃ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）、（ｂ）、（ｄ）

及び（ｅ）に掲げる書類を当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

  次の（ａ）から（ｉ）までに掲げる書類。

ただし、上場外国会社である場合には、

（ａ）及び（ｄ）に掲げる書類を除き、提

出を要しないものとする。この場合におい

て、上場会社は、（ａ）から（ｃ）まで、

（ｅ）及び（ｇ）に掲げる書類を当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 会社法第７８２条第１項、第７９

４条第１項又は第８０３条第１項に規定

する書面（法定事前開示書類）の写し こ

れらの規定により当該書面を本店に備え

置くこととされている日の前日までに 

（ｂ） 新設分割の場合には、商法第３７

４条の２第１項各号（同法第３７４条の

６第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。以下この（ｂ）において

同じ。）に規定する書類の写し 同項の

規定により当該書類を本店に備え置くこ

ととなる日の前日までに 
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（削る） （ｃ） 吸収分割の場合には、商法第３７

４条の１８第１項第２号から第７号まで

（同法第３７４条の２２第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。以

下この（ｃ）において同じ。）に規定す

る書類の写し 同項の規定により当該書

類を本店に備え置くこととなる日の前日

までに 

（ｃ） （略） （ｄ） （略） 

（ｄ） 会社法第７９１条第２項、第８０

１条第３項第２号又は第８１１条第２項

に規定する書面（法定事後開示書類）の

写し 分割の効力発生日以後速やかに 

（ｅ） 商法第３７４条の１１第１項（同

法第３７４条の３１第３項において準用

する場合を含む。）に規定する書類の写

し 同項の規定により当該書類を本店に

備え置くこととなる日の前日までに 

（削る） （ｆ） 上場会社の登記事項証明書 登記

後直ちに 

（ｅ） 分割により承継される事業及び相

手会社等について記載した当取引所所定

の「会社分割概要書」 決議又は決定後

遅滞なく 

（ｇ） 分割により承継される営業及び相

手会社等について記載した当取引所所定

の「会社分割概要書」 決議又は決定後

遅滞なく 

（ｆ） （略） （ｈ） （略） 

（ｇ） 非上場会社と吸収分割を行う場合

又は非上場会社と共同して新設分割を行

う場合（上場会社が会社法７８４条第３

項、第７９６条第３項又は第８０５条の

規定の適用を受ける場合を除く。） 

  前（ｆ）に規定する書面 作成後直ち

に 

（ｉ） 非上場会社と吸収分割を行う場合

又は非上場会社と共同して新設分割を行

う場合（上場会社が商法第３７４条の６、

第３７４条の２２又は第３７４条の２３

の規定の適用を受ける場合を除く。） 

  前（ｈ）に規定する書面 作成後直ち

に 

ｅの３ 第２条第１項第１号ｈに掲げる事項 ｅの３ 第２条第１項第１号ｈに掲げる事項

  非上場会社から事業の全部若しくは一部

の譲受けを行う場合又は他の者へ事業の全

部若しくは一部の譲渡を行う場合 

  当取引所が定めるところにより作成する

「事業の譲受け（譲渡）概要書」 決議又

は決定後遅滞なく 

  この場合において、上場会社は、当該書

  非上場会社から営業若しくは事業の全部

若しくは一部の譲受けを行う場合又は他の

者へ営業若しくは事業の全部若しくは一部

の譲渡を行う場合   

  当取引所が定めるところにより作成する

「営業の譲受け（譲渡）概要書」 決議又

は決定後遅滞なく 
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類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

  この場合において、上場会社は、当該書

類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

ｅの４ （略） ｅの４ （略） 

ｅの５ 第２条第１項第１号ｍに掲げる事項 ｅの５ 第２条第１項第１号ｍに掲げる事項

  非上場会社からの事業上の固定資産の譲

受けを行う場合又は他の者への事業上の固

定資産の譲渡を行う場合 

  非上場会社からの営業若しくは事業上の

固定資産の譲受けを行う場合又は他の者へ

の営業若しくは事業上の固定資産の譲渡を

行う場合 

  当取引所が定めるところにより作成する

「事業上の固定資産の譲受け（譲渡）概要

書」 決議又は決定後遅滞なく 

  この場合において、上場会社は、当該書

類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

当取引所が定めるところにより作成する

「営業上の固定資産の譲受け（譲渡）概要

書」 決議又は決定（商法特例法第１条の

３第１項に規定する重要財産委員会の決議

を含む。）後遅滞なく 

  この場合において、上場会社は、当該書

類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

ｆ～ｎ （略） ｆ～ｎ （略） 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 第１３号に規定する事項には、次に掲

げる事項を含むものとする。 

（５） 第１３号に規定する事項には、次に掲

げる事項を含むものとする。 

ａ～ｃ（略） ａ～ｃ（略） 

ｄ 新株予約権付社債の償還条件又は新株予

約権の取得条件の変更 

ｄ 新株予約権付社債の償還条件又は新株予

約権の消却条件の変更 

ｄの２・ｅ （略） ｄの２・ｅ （略） 

ｆ 優先株（優先出資証券を含む。）又は子

会社連動配当株（発行者がその連結子会社

の業績、配当等に応じて株主に剰余金の配

当を支払うことを内容とする種類株をい

う。）の累積未払配当金があるときは、支

払配当の見込額（権利確定日の２週間前に

通知のこと。） 

ｆ 優先株（優先出資証券を含む。）又は子

会社連動配当株（発行者がその連結子会社

の業績、配当等に応じて株主に利益配当を

支払うことを内容とする種類株をいう。）

の累積未払配当金があるときは、支払配当

の見込額（権利確定日の２週間前に通知の

こと。） 

ｇ 新株の発行を伴わない資本金の額の増加 ｇ 新株の発行を伴わない資本の増加 

ｈ （略） ｈ （略） 

ｉ 株主名簿管理人の設置又は変更 ｉ 名義書換代理人の設置又は変更 

ｊ 失権株の処理 ｊ １株に満たない端数及び失権株の処理 
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ｋ・ｌ （略） ｋ・ｌ （略） 

ｍ 持株会社である上場会社の子会社が当該

上場会社以外の者を割当先として行う拒否

権付種類株式（会社法第１０８条第１項第

８号に掲げる事項についての定めがある種

類の株式をいう。）又は取締役選任権付種

類株式（会社法第１０８条第１項第９号に

掲げる事項（取締役に関するものに限る。）

についての定めがある種類の株式をいう。）

の発行 

ｍ 持株会社である上場会社の子会社が当該

上場会社以外の者を割当先として行う拒否

権付種類株式（商法第２２２条第９項の規

定に基づき、定款をもって、法令又は定款

の定めにより株主総会又は取締役会におい

て決議すべき事項の全部又は一部につき、

その決議のほか、ある種類株式の種類株主

総会の決議を要するものと定めている場合

における当該種類株式をいう。）又は取締

役選任権付種類株式（商法第２２２条第１

項第６号の規定に基づき、定款をもって、

ある種類株式の種類株主総会において取締

役を選任するものと定めている場合におけ

る当該種類株式をいう。）の発行 

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略） 

  

７．第７条（上場申請の手続）関係 ７．第７条（上場申請の手続）関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場会社は、他の種類の株式への転換

が行われる株式を発行した場合又は新株予約

権を発行した場合には、転換開始日又は新株

予約権の行使開始日の２週間前にあらかじめ

当該他の種類の株式への転換が行われる株式

の転換によって発行することとなる株式数又

は新株予約権の行使によって発行することと

なる株式数（外国株預託証券の上場会社であ

る場合には、これらの転換又は行使により発

行される株券に係る権利を表示する預託証券

数）について、一括して上場申請の手続を行

うものとする。 

（２） 上場会社は、他の種類の株式への転換

が行われる株式、新株予約権若しくは新株予

約権付社債を発行した場合には、転換開始日

又は新株予約権の行使開始日の２週間前にあ

らかじめ当該他の種類の株式への転換が行わ

れる株式の転換によって発行することとなる

株式数又はこれらの新株予約権の行使によっ

て発行することとなる株式数（外国株預託証

券の上場会社である場合には、これらの転換

又は行使により発行される株券に係る権利を

表示する預託証券数）について、一括して上

場申請の手続を行うものとする。 

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略） 

  

８．第７条の２（自己株式取得の状況に関する報

告等）関係 

８．第７条の２（自己株式取得等の状況に関する

報告等）関係 

  第７条の２第１項（第２項において準用する   第７条の２第１項（第２項において準用する
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場合を含む。）に規定する書面には、第７条の

２第１項に掲げる条項に該当した旨並びに自己

株券の買付状況及び自己株式の取得の状況を記

載するものとする。 

場合を含む。）に規定する書面には、第７条の

２第１項に掲げる条項に該当した旨並びに自己

株券の買付状況及び自己株式の取得等の状況を

記載するものとする。 

  

９．第８条（新株予約権の行使通知等）関係 ９．第８条（新株予約権の行使通知等）関係 

（１） 第８条第１項の規定により上場会社が

行う他の種類の株式への転換が行われる株式

若しくは株式への転換が行われる新株予約権

の株式への転換通知又は新株予約権の行使通

知及びその時期は、次に掲げるところによる

ものとする。 

（１） 第８条第１項の規定により上場会社が

行う他の種類の株式への転換が行われる株式

の株式への転換通知又は新株予約権の行使通

知及びその時期は、次に掲げるところによる

ものとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

１３． 第１３条（株主等への発送書類の提出）

関係 

１３． 第１３条（株主等への発送書類の提出）

関係 

（１） 第１項に規定する書類には、次に掲げ

るものを含むものとする。 

（１） 第１項に規定する書類には、次に掲げ

るものを含むものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 前ａに添付される会社法第４３７条に規

定する計算書類及び事業報告、監査報告書

並びに会社法第３０１条第１項に規定する

議決権の行使について参考となるべき事項

を記載した書類 

ｂ 前ａに添付される商法第２８１条第１項

各号に掲げる書類及び監査報告書並びに商

法特例法第２１条の２に規定する議決権の

行使について参考となるべき事項を記載し

た書類 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

ｅ 配当決議通知書 ｅ 中間配当決議通知書 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 第１項において、株主あての書類発送

を株主名簿管理人に委託している場合には、

上場会社は、株主名簿管理人と緊密な連絡を

とり、当取引所に提出するにあたり延着しな

いように配慮することとする。 

（３） 第１項において、株主あての書類発送

を名義書換代理人に委託している場合には、

上場会社は、名義書換代理人と緊密な連絡を

とり、当取引所に提出するにあたり延着しな

いように配慮することとする。 

  

１５．第１５条（その他書類の提出）関係 １５．第１５条（その他書類の提出）関係 

  第１５条の規定に基づき請求する書類には、   第１５条の規定に基づき請求する書類には、
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次に掲げる書類を含むものとする。 次に掲げる書類を含むものとする。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 上場会社（上場外国会社を除く。）が、

その発行する株券（優先株及び優先証券に

関する有価証券上場規程の特例第２条第２

項に規定する優先株等を除く。）について

単元株式数に満たない株数を売買単位とす

ることを希望する場合には、その旨を記載

した書面 

ｅ 上場会社（上場外国会社を除く。）が、

その発行する株券（優先株及び優先証券に

関する有価証券上場規程の特例第２条第２

項に規定する優先株等を除く。）について

１単元の株式の数に満たない株数を売買単

位とすることを希望する場合には、その旨

を記載した書面 

ｆ （略） ｆ （略） 

ｇ 株券上場審査基準第４条第５項又は第６

条第４項の規定の適用を受けて株券を上場

した会社（外国会社を除く。）である場合

には、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに

定める書面（法定事後開示書類）の写し 

  この場合において、上場会社は、上場後

速やかに当該書類を提出するものとし、当

取引所が当該書類を公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

（新設） 

（ａ） 同基準第４条第５項第１号又は第

６条第４項第１号の規定の適用を受けた

会社 

  会社法第８０１条第３項第１号又は第

８１５条第３項第１号に規定する書面 

（ｂ） 同基準第４条第５項第３号又は第

６条第４項第３号の規定の適用を受けた

会社 

  会社法第８０１条第３項第３号又は第

８１５条第３項第３号に規定する書面 

（ｃ） 同基準第４条第５項第５号又は第

６条第４項第５号の規定の適用を受けた

会社 

  会社法第８０１条第３項第２号又は第

８１５条第３項第２号に規定する書面 
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１８．第１９条（適切な株式事務及び配当金支払

事務の確保）関係 

１８．第１９条（適切な株式事務及び配当金支払

事務の確保）関係 

（１） 第１項に規定する株式事務には、次に

掲げる諸通知を含むものとする。 

（１） 第１項に規定する株式事務には、次に

掲げる諸通知を含むものとする。 

ａ 剰余金配当、新株予約権の付与その他株

主の権利あるいは利益に関する会社（外国

株預託証券の上場会社である場合には、上

場預託証券に係る預託機関を含む。）の措

置 

ａ 利益配当、新株引受権の付与その他株主

の権利あるいは利益に関する会社（外国株

預託証券の上場会社である場合には、上場

預託証券に係る預託機関を含む。）の措置

ｂ 本国等の株主（外国株預託証券の上場会

社である場合には、上場預託証券の所有者

を含む。）に開示している年次報告書、半

期報告書、四半期報告書等の事業報告書（半

期報告書は四半期報告書をもって代えるこ

とができる。）。この場合において、当該

報告書は、当取引所が定めるところにより、

要約して作成し又は他のもので代替するこ

とができるものとする。 

ｂ 本国等の株主（外国株預託証券の上場会

社である場合には、上場預託証券の所有者

を含む。）に開示している年次報告書、半

期報告書、四半期報告書等の営業報告書（半

期報告書は四半期報告書をもって代えるこ

とができる。）。この場合において、当該

報告書は、当取引所が定めるところにより、

要約して作成し又は他のもので代替するこ

とができるものとする。 

（２） （略） （２） （略） 

  

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から施

行する。 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成１７年法律第８７号）第１０５条

の規定によりなお従前の例によるとされた株式

交換、株式移転、合併及び会社の分割に係る当

取引所への書類の提出については、なお従前の

例による。 
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第三者割当等により発行された新株の譲渡の報告等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の

報告等に関する規則 
第三者割当等により発行された新株の譲渡の報告

等に関する規則 
 

（目的） 
第１条 この規則は、上場会社が行う第三者割当

その他５０名に満たない者を相手方とする募集

により割り当てられた株式（優先出資を含む。

以下同じ。）の譲渡の報告等について、必要な

事項を定める。 
 

（目的） 
第１条 この規則は、上場会社が行う第三者割当

その他５０名に満たない者を相手方とする募集

により発行された新株（優先出資を含む。以下

同じ。）の譲渡の報告等について、必要な事項

を定める。 
 

（適用除外） 
第１条の２ この規則の規定は、当取引所が別に

定める株式については、適用しない。 

（適用除外） 
第１条の２ この規則の規定は、新株予約権の行

使により発行された新株その他当取引所が別に

定める新株については、適用しない。 
  
（第三者割当による募集株式の割当を行う場合に

おける確約の締結） 
第２条 上場会社は、株主（優先出資法に規定す

る優先出資者を含む。）以外の者に株式の割当

を受ける権利（優先出資法に規定する優先出資

の割当を受ける権利を含む。）を付与する方法

（以下「第三者割当」という。）による募集株

式（会社法第１９９条第１項に規定する募集株

式及び優先出資法に規定する募集優先出資をい

う。以下同じ。）の割当を行う場合には、割当

を受けた者との間で、書面により、募集株式の

譲渡時の当取引所への報告並びに当該報告内容

及び本条による確約に係る書面の公衆縦覧その

他の当取引所が必要と認める事項の確約を行う

ものとする。 

（第三者割当による新株発行を行う場合における

確約の締結） 
第２条 上場会社は、株主（優先出資法に規定す

る優先出資者を含む。）以外の者に新株引受権

（優先出資法に規定する優先出資引受権を含

む。）を付与する方法（以下「第三者割当」と

いう。）による新株発行を行う場合には、新株

の割当を受けた者との間で、書面により、新株

の譲渡時の当取引所への報告並びに当該報告内

容及び本条による確約に係る書面の公衆縦覧そ

の他の当取引所が必要と認める事項の確約を行

うものとする。 

  
（第三者割当により割り当てられた募集株式の譲

渡の報告等） 
第３条 上場会社は、第三者割当による募集株式

の割当を受けた者が確約に定める期間内におい

（第三者割当により発行された新株の譲渡の報告

等） 
第３条 上場会社は、第三者割当による新株の割

当を受けた者が確約に定める期間内において当
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て当該募集株式の譲渡を行った場合には、必要

な事項を記載した書面を当取引所に提出するも

のとし、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。 

該新株の譲渡を行った場合には、必要な事項を

記載した書面を当取引所に提出するものとし、

当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 
  
（準用規定） 
第５条 前３条の規定は、上場会社が行う５０名

に満たない者を相手方とする募集による募集株

式の割当について準用する。 

（準用規定） 
第５条 前３条の規定は、上場会社が行う５０名

に満たない者を相手方とする募集による新株発

行について準用する。 
  

平成９年６月１日改正付則 
 この改正規定は、平成９年６月１日から施行す

る。 

平成９年６月１日改正付則 
１ この改正規定は、平成９年６月１日から施行

する。 
（削る） ２ この改正規定施行の日から当分の間、第１条

の２の改正規定の適用については、同条中「新

株予約権の行使により」とあるのは、「新株予

約権の行使により又は商法の一部を改正する法

律（平成９年法律第５６号）附則第９条又は商

法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第

１２８号）附則第１０条による改正前の商法の

一部を改正する法律附則第１１条の規定による

改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法

（平成元年法律第５９号）第８条第１項若しく

は改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化

法（平成２年法律第３５号）第８条第１項の規

定による決議に基づき」と読み替える。 
  
  

付  則 
 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

し、同日前に上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則第５条第１項第１号に基

づき提出される書類に記載される自己株式の処分

については、なお従前の例による。 
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第三者割当等により発行された新株の譲渡の報告等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の

報告等に関する規則の取扱い 
第三者割当等により発行された新株の譲渡の報告

等に関する規則の取扱い 
 

（目的） 
第１条 この取扱いは、第三者割当等により割り

当てられた株式の譲渡の報告等に関する規則

（以下「第三者割当規則」という。）に基づき、

当取引所が定める事項並びに第三者割当規則の

解釈及び運用に関し、必要な事項を定める。 

（目的） 
第１条 この取扱いは、第三者割当等により発行

された新株の譲渡の報告等に関する規則（以下

「第三者割当規則」という。）に基づき、当取

引所が定める事項並びに第三者割当規則の解釈

及び運用に関し、必要な事項を定める。 
  
（適用除外の取扱い） 
第１条の２ 第三者割当規則第１条の２に規定す

る「当取引所が別に定める株式」とは、割当の

目的及び態様等を勘案して第三者割当規則の規

定を適用することが適当でないと当取引所が認

めた新株をいうものとする。 

（適用除外の取扱い） 
第１条の２ 第三者割当規則第１条の２に規定す

る「当取引所が別に定める新株」とは、発行の

目的及び態様等を勘案して第三者割当規則の規

定を適用することが適当でないと当取引所が認

めた新株をいうものとする。 
  
（第三者割当による募集株式の割当を行う場合に

おける確約の締結の取扱い） 
第２条 第三者割当規則第２条に規定する「募集

株式の譲渡時の当取引所への報告並びに当該報

告内容及び本条による確約に係る書面の公衆縦

覧その他の当取引所が必要と認める事項」とは、

次の各号に掲げる事項をいうものとする。 
（１） 割当を受けた者は、割当を受けた日か

ら２年間において、割当を受けた株式（以下

「割当株式」という。）の譲渡を行った場合

には、直ちに上場会社に書面によりその内容

を報告すること。 
（２） 上場会社は、割当を受けた者が前号に

掲げる期間において割当株式の譲渡を行った

場合には、直ちにその内容を当取引所に報告

すること。 
（３） 割当を受けた者は、第三者割当規則第

２条に規定する書面に記載する本項各号に掲

（第三者割当による新株発行を行う場合における

確約の締結の取扱い） 
第２条 第三者割当規則第２条に規定する「新株

の譲渡時の当取引所への報告並びに当該報告内

容及び本条による確約に係る書面の公衆縦覧そ

の他の当取引所が必要と認める事項」とは、次

の各号に掲げる事項をいうものとする。 
（１） 割当を受けた者は、新株発行の効力発

生日から２年間において、割当を受けた新株

（以下「割当新株」という。）の譲渡を行っ

た場合には、直ちに上場会社に書面によりそ

の内容を報告すること。 
（２） 上場会社は、割当を受けた者が前号に

掲げる期間において割当新株の譲渡を行った

場合には、直ちにその内容を当取引所に報告

すること。 
（３） 割当を受けた者は、第三者割当規則第

２条に規定する書面に記載する本項各号に掲
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げる内容及び割当株式の譲渡を行った場合に

はその内容が、公衆縦覧に供されることに同

意すること。 
（４） その他当取引所が必要と認める事項 

２ 上場会社は、第三者割当による募集株式の割

当を行った場合には、第三者割当規則第２条に

規定する確約を証する書面を、募集株式の割当

後直ちに当取引所に提出するものとする。 

げる内容及び割当新株の譲渡を行った場合に

はその内容が、公衆縦覧に供されることに同

意すること。 
（４） その他当取引所が必要と認める事項 

２ 上場会社は、第三者割当による新株発行を行

った場合には、第三者割当規則第２条に規定す

る確約を証する書面を、新株発行後直ちに当取

引所に提出するものとする。 
  
（第三者割当により割り当てられた募集株式の譲

渡の報告等の取扱い） 
第３条 （略） 

（第三者割当により発行された新株の譲渡の報告

等の取扱い） 
第３条 （略） 

  
（準用規定） 
第４条 前２条の規定は、上場会社が行う５０名

に満たない者を相手方とする募集による募集株

式の割当について準用する。 

（準用規定） 
第４条 前２条の規定は、上場会社が行う５０名

に満たない者を相手方とする募集による新株発

行について準用する。 
  

 
付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（指定の特例）関係 １．第２条（指定の特例）関係 

（１）～（１）の３ （略） （１）～（１）の３ （略） 

（２） 第２項の規定を上場市場変更申請に係

る株券（外国株券を除く。）に適用する場合

には、次のａ及びｂに適合する株券を対象と

するものとする。 

（２） 第２項の規定を上場市場変更申請に係

る株券（外国株券を除く。）に適用する場合

には、次のａ及びｂに適合する株券を対象と

するものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第３条第１項第３号、第４号及び第８号

の規定に適合していること。この場合にお

いて、第３号における「最近」の起算は、

上場市場の変更申請日の直前事業年度の末

日（上場市場の変更の日が上場市場の変更

申請日の直前事業年度の末日を含む月の翌

月の初日から起算して９か月目の日以後と

なる場合は、上場市場の変更申請日の属す

る事業年度に係る中間会計期間の末日）を

含む月の末日からさかのぼるものとし、

２．（５）ａ中「第４条第１項第２号に定

める月の末日を含む月の月間平均上場時価

総額（当取引所の売買立会における当該株

券又は外国株預託証券の日々の最終価格

に、その日の上場株式数（上場会社が株式

分割、株式無償割当て（上場株券に係る株

式と同一の種類の株式を割り当てるものに

限る。）又は株式併合を行う場合には、当

該株式分割、株式無償割当て又は株式併合

に係る権利を受ける者を確定するための基

準日（以下「権利確定日」という。）の３

日前の日（権利確定日が休業日に当たると

きは、権利確定日の４日目の日）におい

て、当該株式分割、株式無償割当て又は株

式併合により増減する株式数を加減するも

のとする。以下この（５）において同

ｂ 第３条第１項第３号、第４号及び第８号

の規定に適合していること。この場合にお

いて、第３号における「最近」の起算は、

上場市場の変更申請日の直前事業年度の末

日（上場市場の変更の日が上場市場の変更

申請日の直前事業年度の末日を含む月の翌

月の初日から起算して９か月目の日以後と

なる場合は、上場市場の変更申請日の属す

る事業年度に係る中間会計期間の末日）を

含む月の末日からさかのぼるものとし、

２．（５）ａ中「第４条第１項第２号に定

める月の末日を含む月の月間平均上場時価

総額（当取引所の売買立会における当該株

券又は外国株預託証券の日々の最終価格

に、その日の上場株式数（上場会社が株式

分割又は株式併合を行う場合には、当該株

式分割又は株式併合に係る権利を受ける者

を確定するための基準日（以下「権利確定

日」という。）の３日前の日（権利確定日

が休業日に当たるときは、権利確定日の４

日目の日）において、当該株式分割又は株

式併合により増減する株式数を加減するも

のとする。以下この（５）において同

じ。）又は上場預託証券数を乗じて得た額

の平均をいう。以下同じ。）及び月末上場

時価総額（第４条第１項第２号に定める月
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じ。）又は上場預託証券数を乗じて得た額

の平均をいう。以下同じ。）及び月末上場

時価総額（第４条第１項第２号に定める月

の末日における当取引所の売買立会におけ

る当該株券又は外国株預託証券の最終価格

（当該最終価格がないときは、直近の最終

価格）に、当該末日における上場株式数又

は上場預託証券数を乗じて得た額をいう。

以下同じ。）が４０億円以上であること」

とあるのは「１．（４）ｂの（ａ）の規定

に準じて算定した額が４０億円以上である

こと」と読み替えるものとし、第８号にお

ける「最近」の起算は、上場市場の変更申

請日の直前事業年度の末日からさかのぼる

ものとする。 

の末日における当取引所の売買立会におけ

る当該株券又は外国株預託証券の最終価格

（当該最終価格がないときは、直近の最終

価格）に、当該末日における上場株式数又

は上場預託証券数を乗じて得た額をいう。

以下同じ。）が４０億円以上であること」

とあるのは「１．（４）ｂの（ａ）の規定

に準じて算定した額が４０億円以上である

こと」と読み替えるものとし、第８号にお

ける「最近」の起算は、上場市場の変更申

請日の直前事業年度の末日からさかのぼる

ものとする。 

（２）の２ 第２項の規定を上場市場変更申請

に係る外国株券に適用する場合には、次のａ

及びｂに適合する株券を対象とするものとす

る。 

（２）の２ 第２項の規定を上場市場変更申請

に係る外国株券に適用する場合には、次のａ

及びｂに適合する株券を対象とするものとす

る。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第３条第１項第４号及び第８号並びに同

条第２項第３号の規定に適合しているこ

と。この場合において、同条第２項第３号

における「最近」の起算は、上場市場の変

更申請日の直前事業年度の末日（上場市場

の変更の日が上場市場の変更申請日の直前

事業年度の末日を含む月の翌月の初日から

起算して９か月目の日以後となる場合は、

上場市場の変更申請日の属する事業年度に

係る中間会計期間の末日）を含む月の末日

からさかのぼるものとし、２．（５）ａ中

「第４条第１項第２号に定める月の末日を

含む月の月間平均上場時価総額（当取引所

の売買立会における当該株券又は外国株預

託証券の日々の最終価格に、その日の上場

株式数（上場会社が株式分割、株式無償割

ｂ 第３条第１項第４号及び第８号並びに同

条第２項第３号の規定に適合しているこ

と。この場合において、同条第２項第３号

における「最近」の起算は、上場市場の変

更申請日の直前事業年度の末日（上場市場

の変更の日が上場市場の変更申請日の直前

事業年度の末日を含む月の翌月の初日から

起算して９か月目の日以後となる場合は、

上場市場の変更申請日の属する事業年度に

係る中間会計期間の末日）を含む月の末日

からさかのぼるものとし、２．（５）ａ中

「第４条第１項第２号に定める月の末日を

含む月の月間平均上場時価総額（当取引所

の売買立会における当該株券又は外国株預

託証券の日々の最終価格に、その日の上場

株式数（上場会社が株式分割又は株式併合
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当て（上場株券に係る株式と同一の種類の

株式を割り当てるものに限る。）又は株式

併合を行う場合には、当該株式分割、株式

無償割当て又は株式併合に係る権利を受け

る者を確定するための基準日（以下「権利

確定日」という。）の３日前の日（権利確

定日が休業日に当たるときは、権利確定日

の４日目の日）において、当該株式分割、

株式無償割当て又は株式併合により増減す

る株式数を加減するものとする。以下この

（５）において同じ。）又は上場預託証券

数を乗じて得た額の平均をいう。以下同

じ。）及び月末上場時価総額（第４条第１

項第２号に定める月の末日における当取引

所の売買立会における当該株券又は外国株

預託証券の最終価格（当該最終価格がない

ときは、直近の最終価格）に、当該末日に

おける上場株式数又は上場預託証券数を乗

じて得た額をいう。以下同じ。）が４０億

円以上であること」とあるのは「１．

（４）の２ｂの（ａ）の規定に準じて算定

した額が４０億円以上であること」と読み

替えるものとし、第３条第１項第８号にお

ける「最近」の起算は、上場市場の変更申

請日の直前事業年度の末日からさかのぼる

ものとする。 

を行う場合には、当該株式分割又は株式併

合に係る権利を受ける者を確定するための

基準日（以下「権利確定日」という。）の

３日前の日（権利確定日が休業日に当たる

ときは、権利確定日の４日目の日）におい

て、当該株式分割又は株式併合により増減

する株式数を加減するものとする。以下こ

の（５）において同じ。）又は上場預託証

券数を乗じて得た額の平均をいう。以下同

じ。）及び月末上場時価総額（第４条第１

項第２号に定める月の末日における当取引

所の売買立会における当該株券又は外国株

預託証券の最終価格（当該最終価格がない

ときは、直近の最終価格）に、当該末日に

おける上場株式数又は上場預託証券数を乗

じて得た額をいう。以下同じ。）が４０億

円以上であること」とあるのは「１．

（４）の２ｂの（ａ）の規定に準じて算定

した額が４０億円以上であること」と読み

替えるものとし、第３条第１項第８号にお

ける「最近」の起算は、上場市場の変更申

請日の直前事業年度の末日からさかのぼる

ものとする。 

（２）の３ （略） （２）の３ （略） 

（３）～（４） （略） （３）～（４） （略） 

（４）の２ 第４項の規定を外国株券に適用す

る場合には、次のａからｃまでのいずれにも

適合する株券を対象とするものとする。 

（４）の２ 第４項の規定を外国株券に適用す

る場合には、次のａからｃまでのいずれにも

適合する株券を対象とするものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる新規上場

申請者又は上場市場変更申請者の区分に従

い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める額が５

００億円以上であること。 

ｂ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる新規上場

申請者又は上場市場変更申請者の区分に従

い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める額が５

００億円以上であること。 
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（ａ） 国内の証券取引所又は外国の証券

取引所等において上場又は継続的に取引

されている株券の発行者である新規上場

申請者又は上場市場変更申請者 

（ａ） 外国の証券取引所等において上場

又は継続的に取引されている株券の発行

者である新規上場申請者又は上場市場変

更申請者 

イ 当該新規上場申請者又は上場市場変

更申請者が上場申請又は上場市場の変

更申請に係る株券の公募又は売出しを

行う場合 

イ 当該新規上場申請者又は上場市場変

更申請者が上場申請又は上場市場の変

更申請に係る株券の公募又は売出しを

行う場合 

  当該公募又は売出しの価格（以下こ

のｂにおいて「公開価格」という。）

と当該公開価格を決定した日からさか

のぼって１か月間における当該株券の

最低価格（当該株券が上場又は継続的

に取引されている国内の証券取引所又

は外国の証券取引所等における日々の

最終価格のうち最低の価格をいう。次

のロにおいて同じ。）のいずれか低い

価格に上場時又は上場市場の変更時に

おいて見込まれる上場株式数を乗じて

得た額 

  当該公募又は売出しの価格（以下こ

のｂにおいて「公開価格」という。）

と当該公開価格を決定した日からさか

のぼって１か月間における当該株券の

最低価格（当該株券が上場又は継続的

に取引されている外国の証券取引所等

における日々の最終価格のうち最低の

価格をいう。次のロにおいて同じ。）

のいずれか低い価格に上場時又は上場

市場の変更時において見込まれる上場

株式数を乗じて得た額 

ロ （略） ロ （略） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｃ （略） ｃ （略） 

（４）の３・（５） （略） （４）の３・（５） （略） 

  

２．第３条（指定基準）第１項関係 ２．第３条（指定基準）第１項関係 

（１） 指定対象 （１） 指定対象 

ａ 第１項に規定する「当取引所が別に定め

る事項」とは、次の（ａ）から（ｅ）まで

に定める基準をいい、当取引所は、有価証

券上場規程第１３条第３項の規定に基づき

上場会社が提出する書類及び質問等に基づ

いて、それぞれの基準に適合するかどうか

審査を行うものとする。 

ａ 第１項に規定する「当取引所が別に定め

る事項」とは、次の（ａ）から（ｅ）まで

に定める基準をいい、当取引所は、有価証

券上場規程第１３条第３項の規定に基づき

上場会社が提出する書類及び質問等に基づ

いて、それぞれの基準に適合するかどうか

審査を行うものとする。 

（ａ） 上場会社及びその資本下位会社等

（株券上場審査基準の取扱い１．（１）

（ａ） 上場会社及びその資本下位会社等

（株券上場審査基準の取扱い１．（１）
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の規定のうち、「新規上場申請者」とあ

るのを「上場会社」と読み替えたものを

いう。）により構成される上場会社の企

業グループの損益及び収支の見通しが良

好なものであること。この場合におい

て、当該企業グループの経営活動（事業

活動並びに投資活動及び財務活動をい

う。）が健全に継続される状況にあると

認められるときであって、次のイからハ

までのいずれかに該当するときには、当

該損益及び収支の見通しが良好なものと

して取り扱うものとする。 

の規定のうち、「新規上場申請者」とあ

るのを「上場会社」と読み替えたものを

いう。）により構成される上場会社の企

業グループの損益及び収支の見通しが良

好なものであること。この場合におい

て、当該企業グループの経営活動（営業

活動並びに投資活動及び財務活動をい

う。）が健全に継続される状況にあると

認められるときであって、次のイからハ

までのいずれかに該当するときには、当

該損益及び収支の見通しが良好なものと

して取り扱うものとする。 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

（ｂ） 上場会社の企業グループが、上場

会社が相応の剰余金配当を行うに足りる

利益を計上する見込みのあること。 

（ｂ） 上場会社の企業グループが、上場

会社が相応の利益配当を行うに足りる利

益を計上する見込みのあること。 

（ｃ）～（ｅ） （略） （ｃ）～（ｅ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 売買高 （４） 売買高 

ａ 第３号に規定する「最近３か月間及びそ

の前３か月間のそれぞれの期間における月

平均売買高」とは、直前事業年度の末日

（第４条第１項第１号ｂの規定の適用を受

ける場合にあっては、同ｂに定める日の属

する事業年度に係る中間会計期間の末日。

次のｂにおいて同じ。）を含む月の末日か

らさかのぼって６か月間を前半３か月間及

び後半３か月間に区分したそれぞれの期間

における当該銘柄（当該銘柄の新株券を含

む。）の市場内売買の売買高合計の月割高

をいうものとする。 

ａ 第３号に規定する「最近３か月間及びそ

の前３か月間のそれぞれの期間における月

平均売買高」とは、直前事業年度の末日

（第４条第１項第１号ｂの規定の適用を受

ける場合にあっては、同ｂに定める日の属

する事業年度に係る中間会計期間の末日。

次のｂにおいて同じ。）を含む月の末日か

らさかのぼって６か月間を前半３か月間及

び後半３か月間に区分したそれぞれの期間

における当該銘柄（当該銘柄の新株引受権

証書及び新株券を含む。）の市場内売買の

売買高合計の月割高をいうものとする。 

ｂ 上場会社が直前事業年度の末日を含む月

の末日からさかのぼって６か月以内に単元

株式数の変更を行っている場合には、当該

変更前については当該変更前の単元株式

ｂ 上場会社が直前事業年度の末日を含む月

の末日からさかのぼって６か月以内に１単

元の株式の数の変更を行っている場合に

は、当該変更前については当該変更前の１
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数、当該変更後については当該変更後の単

元株式数に基づき、第３号に規定する売買

高を算定するものとする。 

単元の株式の数、当該変更後については当

該変更後の１単元の株式の数に基づき、第

３号に規定する売買高を算定するものとす

る。 

（５） 上場時価総額 （５） 上場時価総額 

ａ 第４号に規定する「上場時価総額が４０

億円以上であること」とは、第４条第１項

第２号に定める月の末日を含む月の月間平

均上場時価総額（当取引所の売買立会にお

ける当該株券又は外国株預託証券の日々の

最終価格に、その日の上場株式数（上場会

社が株式分割、株式無償割当て（上場株券

に係る株式と同一の種類の株式が割り当て

られるものに限る。）又は株式併合を行う

場合には、当該株式分割、株式無償割当て

又は株式併合に係る権利を受ける者を確定

するための基準日（以下「権利確定日」と

いう。）の３日前の日（権利確定日が休業

日に当たるときは、権利確定日の４日前の

日）において、当該株式分割、株式無償割

当て又は株式併合により増減する株式数を

加減するものとする。以下この（５）にお

いて同じ。）又は上場預託証券数を乗じて

得た額の平均をいう。以下同じ。）及び月

末上場時価総額（第４条第１項第２号に定

める月の末日における当取引所の売買立会

における当該株券又は外国株預託証券の最

終価格（当該最終価格がないときは、直近

の最終価格）に、当該末日における上場株

式数又は上場預託証券数を乗じて得た額を

いう。以下同じ。）が４０億円以上である

ことをいうものとする。 

ａ 第４号に規定する「上場時価総額が４０

億円以上であること」とは、第４条第１項

第２号に定める月の末日を含む月の月間平

均上場時価総額（当取引所の売買立会にお

ける当該株券又は外国株預託証券の日々の

最終価格に、その日の上場株式数（上場会

社が株式分割又は株式併合を行う場合に

は、当該株式分割又は株式併合に係る権利

を受ける者を確定するための基準日（以下

「権利確定日」という。）の３日前の日

（権利確定日が休業日に当たるときは、権

利確定日の４日前の日）において、当該株

式分割又は株式併合により増減する株式数

を加減するものとする。以下この（５）に

おいて同じ。）又は上場預託証券数を乗じ

て得た額の平均をいう。以下同じ。）及び

月末上場時価総額（第４条第１項第２号に

定める月の末日における当取引所の売買立

会における当該株券又は外国株預託証券の

最終価格（当該最終価格がないときは、直

近の最終価格）に、当該末日における上場

株式数又は上場預託証券数を乗じて得た額

をいう。以下同じ。）が４０億円以上であ

ることをいうものとする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（６） 純資産の額 （６） 株主資本（純資産）の額 

  第５号に規定する純資産の額については、

株券上場審査基準の取扱い２．（５）（純資

  第５号に規定する株主資本（純資産）の額

については、株券上場審査基準の取扱い２．
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産の額）の規定を準用する。この場合におい

て、同（５）中「上場申請日の直前事業年度

の末日」とあるのは「直前事業年度の末日」

と、「新規上場申請者」とあるのは「上場会

社」と読み替えるものとする。 

（５）（株主資本（純資産）の額）の規定を

準用する。この場合において、同（５）中

「上場申請日の直前事業年度の末日」とある

のは「直前事業年度の末日」と、「新規上場

申請者」とあるのは「上場会社」と読み替え

るものとする。 

（７） 利益の額 （７） 利益の額 

ａ 第６号に規定する「最近」の起算は、直

前事業年度の末日からさかのぼるものとす

る。（以下、「最近」の起算については、

この取扱いにおいて同じ。） 

ａ 第６号に規定する「最近」の起算は、審

査対象決算期（審査を行う対象となる決算

期をいう。）からさかのぼるものとする。

（以下、「最近」の起算については、この

取扱いにおいて同じ。） 

ｂ 第６号に規定する利益の額については、

株券上場審査基準の取扱い２．（６）ｂか

らｋの２まで（利益の額）の規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中

「新規上場申請者」とあるのは「上場会

社」と、「上場申請日の直前事業年度及び

直前連結会計年度の末日」とあるのは「直

前事業年度及び直前連結会計年度の末日」

と読み替えるものとする。 

ｂ 第６号に規定する利益の額については、

株券上場審査基準の取扱い２．（６）ｂか

らｋまで（利益の額）の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「新規

上場申請者」とあるのは「上場会社」と、

「上場申請日の直前事業年度及び直前連結

会計年度の末日」とあるのは「直前事業年

度及び直前連結会計年度の末日」と読み替

えるものとする。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（８） 時価総額 （８） 時価総額 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）

ｈ、ｊ前段、ｋ及びｋの２の規定は、第７

号の場合に準用する。この場合において、

これらの規定中「新規上場申請者」とある

のは「上場会社」と、「基づいて算定され

る利益の額」とあるのは「掲記される売上

高」と読み替えるものとする。 

ｅ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）

ｈ、ｊ前段及びｋの規定は、第７号の場合

に準用する。この場合において、これらの

規定中「新規上場申請者」とあるのは「上

場会社」と、「基づいて算定される利益の

額」とあるのは「掲記される売上高」と読

み替えるものとする。 

（９）・（１０） （略） （９）・（１０） （略） 

  

３．第３条（指定基準）第２項関係 ３．第３条（指定基準）第２項関係 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 売買高 （４） 売買高 
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ａ 第３号に規定する「最近３か月間及びそ

の前３か月間のそれぞれの期間における月

平均売買高」とは、直前事業年度の末日

（第４条第２項第２号の規定の適用を受け

る場合にあっては、同号に定める日。ｃに

おいて同じ。）を含む月の末日からさかの

ぼって６か月間を前半３か月間及び後半３

か月間に区分したそれぞれの期間における

当該銘柄（当該銘柄の新株券を含む。次の

ｂにおいて同じ。）の市場内売買の売買高

合計の月割高をいうものとする。 

ａ 第３号に規定する「最近３か月間及びそ

の前３か月間のそれぞれの期間における月

平均売買高」とは、直前事業年度の末日

（第４条第２項第２号の規定の適用を受け

る場合にあっては、同号に定める日。ｃに

おいて同じ。）を含む月の末日からさかの

ぼって６か月間を前半３か月間及び後半３

か月間に区分したそれぞれの期間における

当該銘柄（当該銘柄の新株引受権証書及び

新株券を含む。次のｂにおいて同じ。）の

市場内売買の売買高合計の月割高をいうも

のとする。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

  

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（指定替え基準）第１項関係 １．第２条（指定替え基準）第１項関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 株式の分布状況 （２） 株式の分布状況 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２号に規定する「１か年以内に次の区

分に定める人数に達しないとき」とは、審

査対象事業年度の末日の翌日から起算して

１か年目の日（事業年度の末日の変更によ

り当該１か年目の日が上場銘柄の株券の発

行者の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１か年目の日後最初に到来する事

業年度の末日）までの期間（以下「猶予期

間」という。）内において当該人数に達し

ないときをいうものとする。（猶予期間の

最終日現在の上場株式数を基準とする。）

ｂ 第２号に規定する「１か年以内に次の区

分に定める人数に達しないとき」とは、審

査対象決算期の翌日から起算して１か年目

の日（決算期の変更により当該１か年目の

日が上場銘柄の株券の発行者の決算期に当

たらないときは、当該１か年目の日後最初

に到来する決算期）までの期間（以下「猶

予期間」という。）内において当該人数に

達しないときをいうものとする。（猶予期

間の最終日現在の上場株式数を基準とす

る。） 

ｃ～ｈ （略） ｃ～ｈ （略） 

ｉ 第２号ｄに規定する「上場株券の最近の

投資単位」とは、審査対象事業年度の末日

からさかのぼって１か年における当取引所

の売買立会における当該株券の日々の最終

価格をもとに算出した１単位当たりの価格

の平均と、当該末日における当取引所の売

買立会における当該株券の最終価格（その

日に約定がない場合は、直近の最終価格を

いう。ｉからｌにおいて同じ。）をもとに

算出した１単位当たりの価格のうち、いず

れか低い価格（以下「審査対象事業年度の

投資単位」という。）をいう。ただし、前

ｈにおける審査を行う銘柄については、最

近の基準日等からさかのぼって１か年にお

ける当取引所の売買立会における当該株券

の日々の最終価格をもとに算出した１単位

当たりの価格の平均と、当該日における当

ｉ 第２号ｄに規定する「上場株券の最近の

投資単位」とは、審査対象決算期の末日か

らさかのぼって１か年における当取引所の

売買立会における当該株券の日々の最終価

格をもとに算出した１単位当たりの価格の

平均と、当該末日における当取引所の売買

立会における当該株券の最終価格（その日

に約定がない場合は、直近の最終価格をい

う。ｉからｌにおいて同じ。）をもとに算

出した１単位当たりの価格のうち、いずれ

か低い価格（以下「審査対象決算期の投資

単位」という。）をいう。ただし、前ｈに

おける審査を行う銘柄については、最近の

基準日等からさかのぼって１か年における

当取引所の売買立会における当該株券の

日々の最終価格をもとに算出した１単位当

たりの価格の平均と、当該日における当取
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取引所の売買立会における当該株券の最終

価格をもとに算出した１単位当たりの価格

のうち、いずれか低い価格をいい、猶予期

間の最終日を迎えた銘柄については、猶予

期間の最終日からさかのぼって１か年にお

ける当取引所の売買立会における当該株券

の日々の最終価格をもとに算出した１単位

当たりの価格の平均と、当該最終日におけ

る当取引所の売買立会における当該株券の

最終価格をもとに算出した１単位当たりの

価格のうち、いずれか低い価格（以下「猶

予期間の投資単位」という。）をいう。 

引所の売買立会における当該株券の最終価

格をもとに算出した１単位当たりの価格の

うち、いずれか低い価格をいい、猶予期間

の最終日を迎えた銘柄については、猶予期

間の最終日からさかのぼって１か年におけ

る当取引所の売買立会における当該株券の

日々の最終価格をもとに算出した１単位当

たりの価格の平均と、当該最終日における

当取引所の売買立会における当該株券の最

終価格をもとに算出した１単位当たりの価

格のうち、いずれか低い価格（以下「猶予

期間の投資単位」という。）をいう。 

ｊ 審査対象事業年度の投資単位が５０万円

未満であって、猶予期間の投資単位が５０

万円以上である場合又は審査対象事業年度

の投資単位が１０万円未満であって、猶予

期間の投資単位が１０万円以上５０万円未

満である場合には、同号に規定する「次の

区分に定める人数」とは、審査対象事業年

度の投資単位を同号の投資単位とした場合

の人数をいうものとする。 

ｊ 審査対象決算期の投資単位が５０万円未

満であって、猶予期間の投資単位が５０万

円以上である場合又は審査対象決算期の投

資単位が１０万円未満であって、猶予期間

の投資単位が１０万円以上５０万円未満で

ある場合には、同号に規定する「次の区分

に定める人数」とは、審査対象決算期の投

資単位を同号の投資単位とした場合の人数

をいうものとする。 

ｋ 株主数が第２号に定める人数に満たない

銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の末

日以前に、株式分割（同時に単元株式数の

多い数への変更を行っている場合には、実

質的に株式分割が行われたと認められるも

のに限る。）又は株式無償割当て（上場株

券に係る株式と同一の種類の株式を割り当

てるものに限り、同時に単元株式数の多い

数への変更を行っている場合には、実質的

に当該株式無償割当てが行われたと認めら

れるものに限る。）を猶予期間の最終日の

属する月の翌月から起算して５か月目の月

の初日までに行うことの決議（委員会設置

会社にあっては、執行役の決定を含む。以

下このｋにおいて同じ。）をした場合に

ｋ 株主数が第２号に定める人数に満たない

銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の末

日以前に、株式分割（同時に１単元の株式

の数の多い数への変更を行っている場合に

は、実質的に株式分割が行われたと認めら

れるものに限る。）を猶予期間の最終日の

属する月の翌月から起算して５か月目の月

の初日までに行うことの決議（委員会等設

置会社にあっては、執行役の決定を含む。

以下このｋにおいて同じ。）をした場合に

は、決議の日における株主数（最近の基準

日等の株主数をいう。ただし、当取引所の

定める事項を記載した書類を提出したとき

は、当該基準日等の株主数に当該基準日等

における単元未満株式のみを所有する株主
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は、決議の日における株主数（最近の基準

日等の株主数をいう。ただし、当取引所の

定める事項を記載した書類を提出したとき

は、当該基準日等の株主数に当該基準日等

における単元未満株式のみを所有する株主

のうち、当該株式分割又は株式無償割当て

により単元株式数以上の株式を所有する株

主（単元株式数を定めない場合には、株

主）となるべき者の数を加えた人数をい

う。）が、同号に定める人数に達している

場合には、決議の時（審査対象事業年度の

末日以前に決議した場合には当該審査対象

事業年度の末日とし、猶予期間経過後に決

議した場合には猶予期間の最終日とす

る。）に当該銘柄の株主数が同号の区分に

定める人数に達したものとして取り扱うも

のとする。この場合において決議の日にお

ける上場株式数（猶予期間の最終日以前に

決議した場合には最近の基準日等（審査対

象事業年度の末日以前に決議した場合には

当該審査対象事業年度の末日をいう。）の

上場株式数を、猶予期間経過後に決議した

場合には猶予期間の最終日の上場株式数を

当該株式分割の分割比率又は当該株式無償

割当ての割当比率で調整したものをい

う。）を同号の上場株式数と、決議の日に

おける投資単位（当該決議の日の前日の最

終価格を分割比率又は割当比率で調整した

ものをもとに算出した１単位当たりの価格

をいう。）を同号の投資単位とみなすもの

とする。 

（単元株制度を採用しない場合には、端株

原簿のみに記載のある端株主）のうち、当

該株式分割により１単元の株式の数以上の

株式を所有する株主（単元株制度を採用し

ない場合には、株主）となるべき者の数を

加えた人数をいう。）が、同号に定める人

数に達している場合には、決議の時（審査

対象決算期以前に決議した場合には当該審

査対象決算期とし、猶予期間経過後に決議

した場合には猶予期間の最終日とする。）

に当該銘柄の株主数が同号の区分に定める

人数に達したものとして取り扱うものとす

る。この場合において決議の日における上

場株式数（猶予期間の最終日以前に決議し

た場合には最近の基準日等（審査対象決算

期の末日以前に決議した場合には当該審査

対象決算期の末日をいう。）の上場株式数

を、猶予期間経過後に決議した場合には猶

予期間の最終日の上場株式数を当該株式分

割の分割比率で除したものをいう。）を同

号の上場株式数と、決議の日における投資

単位（当該決議の日の前日の最終価格に分

割比率を乗じたものをもとに算出した１単

位当たりの価格をいう。）を同号の投資単

位とみなすものとする。 

ｌ 株主数が第２号に定める人数に満たない

銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の末

日以前に、単元株式数の少ない数への変更

を猶予期間の最終日の属する月の翌月から

起算して５か月目の月の初日までに行うこ

ｌ 株主数が第２号に定める人数に満たない

銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の末

日以前に、１単元の株式の数の少ない数へ

の変更を猶予期間の最終日の属する月の翌

月から起算して５か月目の月の初日までに
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との決議（委員会設置会社にあっては、執

行役の決定を含み、当該変更を行う旨を株

主総会に付議する場合には当該株主総会の

決議をいう。以下このｌにおいて同じ。）

をした場合には、決議の日における株主数

（最近の基準日等の株主数をいう。ただ

し、当取引所の定める事項を記載した書類

を提出したときは、当該基準日等の株主数

に当該基準日等における単元未満株式のみ

を所有する株主のうち、当該単元株式数の

変更により単元株式数以上の株式を所有す

る株主となるべき者の数を加えた人数をい

う。）が、同号に定める人数に達している

場合には、決議の時（審査対象事業年度の

末日以前に決議した場合には当該審査対象

事業年度の末日とし、猶予期間経過後に決

議した場合には猶予期間の最終日とす

る。）に当該銘柄の株主数が同号の区分に

定める人数に達したものとして取り扱うも

のとする。この場合において、決議の日に

おける上場株式数（猶予期間の最終日以前

に決議した場合には最近の基準日等（審査

対象事業年度の末日以前に決議した場合に

は当該審査対象事業年度の末日をいう。）

の上場株式数について、猶予期間経過後に

決議した場合には猶予期間の最終日の上場

株式数について変更後の単元株式数を１単

位の株式数とみなして算定した株式数をい

う。）を同号の上場株式数と、決議の日に

おける投資単位（当該決議の日の前日の最

終価格に変更後の単元株式数を乗じたもの

をもとに算出した１単位当たりの価格をい

う。）を同号の投資単位とみなすものとす

る。 

行うことの決議（委員会等設置会社にあっ

ては、執行役の決定を含み、当該変更を行

う旨を株主総会に付議する場合には当該株

主総会の決議をいう。以下このｌにおいて

同じ。）をした場合には、決議の日におけ

る株主数（最近の基準日等の株主数をい

う。ただし、当取引所の定める事項を記載

した書類を提出したときは、当該基準日等

の株主数に当該基準日等における単元未満

株式のみを所有する株主のうち、当該１単

元の株式の数の変更により１単元の株式の

数以上の株式を所有する株主となるべき者

の数を加えた人数をいう。）が、同号に定

める人数に達している場合には、決議の時

（審査対象決算期以前に決議した場合には

当該審査対象決算期とし、猶予期間経過後

に決議した場合には猶予期間の最終日とす

る。）に当該銘柄の株主数が同号の区分に

定める人数に達したものとして取り扱うも

のとする。この場合において、決議の日に

おける上場株式数（猶予期間の最終日以前

に決議した場合には最近の基準日等（審査

対象決算期の末日以前に決議した場合には

当該審査対象決算期の末日をいう。）の上

場株式数について、猶予期間経過後に決議

した場合には猶予期間の最終日の上場株式

数について変更後の１単元の株式数を１単

位の株式数とみなして算定した株式数をい

う。）を同号の上場株式数と、決議の日に

おける投資単位（当該決議の日の前日の最

終価格に変更後の１単元の株式数を乗じた

ものをもとに算出した１単位当たりの価格

をいう。）を同号の投資単位とみなすもの

とする。 

ｍ （略） ｍ （略） 

ｎ 第２号ｄに規定する「最近１年間の月平 ｎ 第２号ｄに規定する「最近１年間の月平
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均売買高」とは、審査対象事業年度の末日

からさかのぼって１年間（上場後１年未満

の銘柄については、上場日の属する月の翌

月初から審査対象事業年度の末日を含む月

の末日までをいう。）における当該銘柄

（当該銘柄の新株券を含む。以下このｎに

おいて同じ。）の市場内売買の売買高合計

の月割高をいう。ただし、ｈ、ｋ又はｌに

おける審査を行う銘柄については、最近の

基準日等からさかのぼって１年間（上場後

１年未満の銘柄については、上場日の属す

る月の翌月初から最近の基準日等を含む月

の末日までをいう。）における当該銘柄の

市場内売買の売買高合計の月割高をいい、

猶予期間の最終日を迎えた銘柄について

は、猶予期間の最終日からさかのぼって１

年間における当該銘柄の市場内売買の売買

高合計の月割高をいう。 

均売買高」とは、審査対象決算期の末日か

らさかのぼって１年間（上場後１年未満の

銘柄については、上場日の属する月の翌月

初から審査対象決算期を含む月の末日まで

をいう。）における当該銘柄（当該銘柄の

新株引受権証書及び新株券を含む。以下こ

のｎにおいて同じ。）の市場内売買の売買

高合計の月割高をいう。ただし、ｈ、ｋ又

はｌにおける審査を行う銘柄については、

最近の基準日等からさかのぼって１年間

（上場後１年未満の銘柄については、上場

日の属する月の翌月初から最近の基準日等

を含む月の末日までをいう。）における当

該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高

をいい、猶予期間の最終日を迎えた銘柄に

ついては、猶予期間の最終日からさかのぼ

って１年間における当該銘柄の市場内売買

の売買高合計の月割高をいう。 

ｏ 上場会社が前ｎに規定する審査対象事業

年度の末日、最近の基準日等又は猶予期間

の最終日からさかのぼって１年以内に単元

株式数の変更を行っている場合には、当該

変更前については当該変更前の単元株式

数、当該変更後については当該変更後の単

元株式数に基づき、第２号ｄに規定する売

買高を算定するものとする。 

ｏ 上場会社が前ｎに規定する審査対象決算

期の末日、最近の基準日等又は猶予期間の

最終日からさかのぼって１年以内に１単元

の株式の数の変更を行っている場合には、

当該変更前については当該変更前の１単元

の株式の数、当該変更後については当該変

更後の１単元の株式の数に基づき、第２号

ｄに規定する売買高を算定するものとす

る。 

（３） 売買高 （３） 売買高 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第３号に規定する「最近１年間の月平均

売買高」とは、前ｂによる審査の時からさ

かのぼって１年間における当該銘柄（当該

銘柄の新株券を含む。）の市場内売買の売

買高合計の月割高をいうものとする。 

ｃ 第３号に規定する「最近１年間の月平均

売買高」とは、前ｂによる審査の時からさ

かのぼって１年間における当該銘柄（当該

銘柄の新株引受権証書及び新株券を含

む。）の市場内売買の売買高合計の月割高

をいうものとする。 

ｄ 上場会社がｂに規定する日からさかのぼ ｄ 上場会社がｂに規定する日からさかのぼ
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って１年以内に単元株式数の変更を行って

いる場合には、当該変更前については当該

変更前の単元株式数、当該変更後について

は当該変更後の単元株式数に基づき、第３

号に規定する売買高を算定するものとす

る。 

って１年以内に１単元の株式の数の変更を

行っている場合には、当該変更前について

は当該変更前の１単元の株式の数、当該変

更後については当該変更後の１単元の株式

の数に基づき、第３号に規定する売買高を

算定するものとする。 

（４） 上場時価総額 （４） 上場時価総額 

ａ 第４号に規定する「上場時価総額が２０

億円に満たない場合」とは、月間平均上場

時価総額（当取引所の売買立会における当

該株券又は外国株預託証券の日々の最終価

格に、その日の上場株式数（上場会社が株

式分割、株式無償割当て（上場株券に係る

株式と同一の種類の株式が割り当てられる

ものに限る。）又は株式併合を行う場合に

は、当該株式分割、株式無償割当て又は株

式併合に係る権利を受ける者を確定するた

めの基準日（以下「権利確定日」とい

う。）の３日前の日（権利確定日が休業日

に当たるときは、権利確定日の４日前の

日）において、当該株式分割、株式無償割

当て又は株式併合により増減する株式数を

加減するものとする。以下この（４）にお

いて同じ。）又は上場預託証券数を乗じて

得た額の平均をいう。以下同じ。）又は月

末上場時価総額（毎月末日における当取引

所の売買立会における当該株券又は外国株

預託証券の最終価格（当該最終価格がない

ときは、直近の最終価格）に、当該末日に

おける上場株式数又は上場預託証券数を乗

じて得た額をいう。以下同じ。）が２０億

円に満たない場合をいうものとする。 

ａ 第４号に規定する「上場時価総額が２０

億円に満たない場合」とは、月間平均上場

時価総額（当取引所の売買立会における当

該株券又は外国株預託証券の日々の最終価

格に、その日の上場株式数（上場会社が株

式分割又は株式併合を行う場合には、当該

株式分割又は株式併合に係る権利を受ける

者を確定するための基準日（以下「権利確

定日」という。）の３日前の日（権利確定

日が休業日に当たるときは、権利確定日の

４日前の日）において、当該株式分割又は

株式併合により増減する株式数を加減する

ものとする。以下この（４）において同

じ。）又は上場預託証券数を乗じて得た額

の平均をいう。以下同じ。）又は月末上場

時価総額（毎月末日における当取引所の売

買立会における当該株券又は外国株預託証

券の最終価格（当該最終価格がないとき

は、直近の最終価格）に、当該末日におけ

る上場株式数又は上場預託証券数を乗じて

得た額をいう。以下同じ。）が２０億円に

満たない場合をいうものとする。 

ａの２～ｃ （略） ａの２～ｃ （略） 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」と

は、株券上場審査基準の取扱い２．（５）

ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」と

は、株券上場審査基準の取扱い２．（５）
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ａに規定する連結貸借対照表（上場会社が

連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、貸借対照表）に基づいて算定される純

資産の額（連結財務諸表規則第９３条の規

定の適用を受ける会社又は外国会社にあっ

ては、これに相当する額）が負である場合

をいうものとする。 

ａに規定する連結貸借対照表（上場会社が

連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、貸借対照表）に基づいて算定される株

主資本（純資産）の額（連結財務諸表規則

第８７条の規定の適用を受ける会社又は外

国会社にあっては、これに相当する額）が

負である場合をいうものとする。 

ｂ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）ｅ

（監査意見に基づく修正）の規定は、第５

号の場合に準用する。この場合において

「利益の額」とあるのは、「純資産」と読

み替える。 

ｂ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）ｅ

（監査意見に基づく修正）の規定は、第５

号の場合に準用する。この場合において

「利益の額又は売上高」とあるのは、「株

主資本（純資産）」と読み替える。 

ｃ 第５号ただし書に規定する「当取引所が

適当と認める場合」に適合するかどうかの

審査は、審査対象事業年度に係る決算（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

ある場合には連結会計年度、連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則第２条第１項第３号の定めるところ

により開示するまでの間において、再建計

画（第５号ただし書に定める「１か年以内

に債務超過の状態でなくなる」ための経営

計画を含む。）を公表している上場会社を

対象とし、上場会社が提出する当該再建計

画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書

類に基づき行うものとする。 

ｃ 第５号ただし書に規定する「当取引所が

適当と認める場合」に適合するかどうかの

審査は、審査対象決算期に係る決算（上場

会社が連結財務諸表を作成すべき会社であ

る場合には連結会計年度、連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合には事業年度に

係る決算とする。）の内容を上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第２条第１項第３号の定めるところに

より開示するまでの間において、再建計画

（第５号ただし書に定める「１か年以内に

債務超過の状態でなくなる」ための経営計

画を含む。）を公表している上場会社を対

象とし、上場会社が提出する当該再建計画

並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書類

に基づき行うものとする。 

（ａ） 次のイ又はロの区分に従い、当該

イ又はロに規定する書面 

（ａ） 次のイからハまでの区分に従い、

当該イからハまでに規定する書面 

イ （略） イ （略） 

   当該再建計画が、再生計画又は更生

計画として裁判所の認可を得ているも

のであることを証する書面 

（削る） ロ 法律の規定に基づく整理を行う場合

   当該再建計画が、整理計画として債
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権者の合意又は裁判所の実行命令を得

ているものであることを証する書面 

ロ （略） ハ （略） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｄ 第５号ただし書に規定する「１か年以

内」とは、審査対象事業年度の末日の翌日

から起算して１か年目の日（事業年度の末

日の変更により当該１か年目の日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないときは、

当該１か年目の日の後最初に到来する事業

年度の末日）までの期間をいうものとす

る。 

ｄ 第５号ただし書に規定する「１か年以

内」とは、審査対象決算期の翌日から起算

して１か年目の日（決算期の変更により当

該１か年目の日が上場会社の決算期に当た

らないときは、当該１か年目の日の後最初

に到来する決算期）までの期間をいうもの

とする。 

（６） 指定替えの時期 （６） 指定替えの時期 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 純資産の額が第５号に該当した場合に

は、審査対象事業年度の末日の翌月から起

算して５か月目の月の初日に指定替えを行

う。 

ｅ 株主資本（純資産）の額が第５号に該当

した場合には、審査対象決算期の末日の翌

月から起算して５か月目の月の初日に指定

替えを行う。 

 

２．第２条（指定替え基準）第２項関係 

 

２．第２条（指定替え基準）第２項関係 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 指定替えの時期 （４） 指定替えの時期 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ １．（６）ｅの規定は、外国株券である

市場第一部銘柄の純資産の額が第１項第５

号に該当した場合に準用する。 

ｂ １．（６）ｅの規定は、外国株券である

市場第一部銘柄の株主資本（純資産）の額

が第１項第５号に該当した場合に準用す

る。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

 

３．第２条（指定替え基準）第３項関係 

 

３．第２条（指定替え基準）第３項関係 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 指定替えの時期 （３） 指定替えの時期 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ １．（６）ｅの規定は、外国株預託証券

である市場第一部銘柄の純資産の額が第１

項第５号に該当した場合に準用する。 

ｂ １．（６）ｅの規定は、外国株預託証券

である市場第一部銘柄の株主資本（純資

産）の額が第１項第５号に該当した場合に
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準用する。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）第１項関係 １．第２条（上場廃止基準）第１項関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 株式の分布状況 （２） 株式の分布状況 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２号ａの（ａ）に規定する「１か年

以内に上場株式数の７５％以下とならな

いとき」又は同号ｂに規定する「１か年

以内に次の区分に定める人数に達しない

とき」とは、審査対象事業年度の末日の

翌日から起算して１か年目の日（事業年

度の末日の変更により当該１か年目の日

が上場銘柄の株券（優先出資証券を含

む。以下同じ。）の発行者の事業年度の

末日に当たらないときは、当該１か年目

の日の後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間（以下この（２）におい

て「猶予期間」という。）内において上

場株式数の７５％以下とならないとき又

は当該人数に達しないときをいうものと

する。（猶予期間の最終日現在の上場株

式数を基準とする。） 

ｂ 第２号ａの（ａ）に規定する「１か年

以内に上場株式数の７５％以下とならな

いとき」又は同号ｂに規定する「１か年

以内に次の区分に定める人数に達しない

とき」とは、審査対象決算期の翌日から

起算して１か年目の日（決算期の変更に

より当該１か年目の日が上場銘柄の株券

（優先出資証券を含む。以下同じ。）の

発行者の決算期に当たらないときは、当

該１か年目の日の後最初に到来する決算

期）までの期間（以下この（２）におい

て「猶予期間」という。）内において上

場株式数の７５％以下とならないとき又

は当該人数に達しないときをいうものと

する。（猶予期間の最終日現在の上場株

式数を基準とする。） 

ｃ～ｍ （略） ｃ～ｍ （略） 

ｎ 第２号ａの（ｂ）に係る同号ただし書

の規定は、審査対象事業年度の末日後、

同（ｂ）に定める日までに公募若しくは

売出し又は数量制限付分売を行った上場

会社であって、当該期間内に当該公募若

しくは売出しの内容又は数量制限付分売

の結果について証する書面を提出したも

のについて適用するものとし、この場合

における第２号ａの（ｂ）の規定につい

ては、次の（ａ）又は（ｂ）に定めると

ころにより取り扱うものとする。 

ｎ 第２号ａの（ｂ）に係る同号ただし書

の規定は、審査対象決算期の末日後、同

（ｂ）に定める日までに公募若しくは売

出し又は数量制限付分売を行った上場会

社であって、当該期間内に当該公募若し

くは売出しの内容又は数量制限付分売の

結果について証する書面を提出したもの

について適用するものとし、この場合に

おける第２号ａの（ｂ）の規定について

は、次の（ａ）又は（ｂ）に定めるとこ

ろにより取り扱うものとする。 
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（ａ） 当該株式の公募に係る応募者に

審査対象事業年度の末日における大株

主上位１０名及び役員が含まれていな

い場合で、審査対象事業年度の末日に

おける少数特定者持株数が審査対象事

業年度の末日における上場株式数に当

該株式の公募に係る株式数を加えた数

の９０％以下となったときは、審査対

象事業年度の末日における少数特定者

持株数比率が９０％以下となったもの

として取り扱う。 

（ａ） 当該株式の公募に係る応募者に

審査対象決算期の末日における大株主

上位１０名及び役員が含まれていない

場合で、審査対象決算期の末日におけ

る少数特定者持株数が審査対象決算期

の末日における上場株式数に当該株式

の公募に係る株式数を加えた数の９

０％以下となったときは、審査対象決

算期の末日における少数特定者持株数

比率が９０％以下となったものとして

取り扱う。 

（ｂ） 当該株式の売出し等が審査対象

事業年度の末日における大株主上位１

０名又は役員の所有に係る株式の売出

し等であって、審査対象事業年度の末

日における少数特定者持株数から当該

株式の売出し等に係る株式数を差し引

いた数が審査対象事業年度の末日にお

ける上場株式数の９０％以下となった

場合は、審査対象事業年度の末日にお

ける少数特定者持株数比率が９０％以

下となったものとして取り扱う。 

（ｂ） 当該株式の売出し等が審査対象

決算期の末日における大株主上位１０

名又は役員の所有に係る株式の売出し

等であって、審査対象決算期の末日に

おける少数特定者持株数から当該株式

の売出し等に係る株式数を差し引いた

数が審査対象決算期の末日における上

場株式数の９０％以下となった場合

は、審査対象決算期の末日における少

数特定者持株数比率が９０％以下とな

ったものとして取り扱う。 

ｏ・ｐ （略） ｏ・ｐ （略） 

ｑ 上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（２）ｏ（単元株式数の変更を行った場

合の売買高の取扱い）の規定は、第２号

ｂただし書に規定する売買高の取扱いに

ついて準用する。この場合において、

「前ｎ」とあるのは「前ｐで準用する上

場株券の市場第一部銘柄から市場第二部

銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（２）ｎ」と読み替えるものとする。 

ｑ 上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（２）ｏ（１単元の株式の数の変更を行

った場合の売買高の取扱い）の規定は、

第２号ｂただし書に規定する売買高の取

扱いについて準用する。この場合におい

て、「前ｎ」とあるのは「前ｐで準用す

る上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（２）ｎ」と読み替えるものとする。 

（３） 売買高 （３） 売買高 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場株券の市場第一部銘柄から市場第 ｂ 上場株券の市場第一部銘柄から市場第
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二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（３）ｂからｄまで（審査の時期、平均

売買高及び単元株式数の変更を行った場

合の売買高の取扱い）の規定は、第３号

ａの場合に準用する。 

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（３）ｂからｄまで（審査の時期、平均

売買高及び１単元の株式の数の変更を行

った場合の売買高の取扱い）の規定は、

第３号ａの場合に準用する。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（４） 上場時価総額 （４） 上場時価総額 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第４号に規定する「上場時価総額が上

場株式数に２を乗じて得た数値に満たな

い場合」とは、月間平均上場時価総額

（上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（４）ａに規定する月間平均上場時価総

額（同ａの２の規定により算定されるも

のを含む。）をいう。次のｃ及び４．

（４）において同じ。）がその算定の対

象となる月の月間平均上場株式数（当取

引所の売買立会における当該株券又は外

国株預託証券の日々の上場株式数（上場

会社が株式分割、株式無償割当て（上場

株券に係る株式と同一の種類の株式を割

り当てるものに限る。）又は株式併合を

行う場合には、当該株式分割、株式無償

割当て又は株式併合に係る権利を受ける

者を確定するための基準日（以下「権利

確定日」という。）の３日前の日（権利

確定日が休業日に当たるときは、権利確

定日の４日前の日）において、当該株式

分割、株式無償割当て又は株式併合によ

り増減する株式数を加減するものとす

る。以下このｂ及び次のｃにおいて同

じ。）又は上場預託証券数の平均をい

う。次のｃにおいて同じ。）に２を乗じ

て得た数値に満たない場合又は月末上場

時価総額（同取扱い１．（４）ａに規定

ｂ 第４号に規定する「上場時価総額が上

場株式数に２を乗じて得た数値に満たな

い場合」とは、月間平均上場時価総額

（上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（４）ａに規定する月間平均上場時価総

額（同ａの２の規定により算定されるも

のを含む。）をいう。次のｃ及び４．

（４）において同じ。）がその算定の対

象となる月の月間平均上場株式数（当取

引所の売買立会における当該株券又は外

国株預託証券の日々の上場株式数（上場

会社が株式分割又は株式併合を行う場合

には、当該株式分割又は株式併合に係る

権利を受ける者を確定するための基準日

（以下「権利確定日」という。）の３日

前の日（権利確定日が休業日に当たると

きは、権利確定日の４日前の日）におい

て、当該株式分割又は株式併合により増

減する株式数を加減するものとする。以

下このｂ及び次のｃにおいて同じ。）又

は上場預託証券数の平均をいう。次のｃ

において同じ。）に２を乗じて得た数値

に満たない場合又は月末上場時価総額

（同取扱い１．（４）ａに規定する月末

上場時価総額（同ａの２の規定により算

定されるものを含む。）をいう。次のｃ

及び４．（４）において同じ。）がその



５４ 

 4

する月末上場時価総額（同ａの２の規定

により算定されるものを含む。）をい

う。次のｃ及び４．（４）において同

じ。）がその算定の対象となる月の末日

における上場株式数又は上場預託証券数

に２を乗じて得た数値に満たない場合を

いうものとする。 

算定の対象となる月の末日における上場

株式数又は上場預託証券数に２を乗じて

得た数値に満たない場合をいうものとす

る。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」

とは、株券上場審査基準の取扱い２．

（５）ａに規定する連結貸借対照表（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合には、貸借対照表）に基づい

て算定される純資産の額（連結財務諸表

規則第９３条の規定の適用を受ける会社

又は外国会社にあっては、これに相当す

る額）が負であることをいうものとす

る。 

ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」

とは、株券上場審査基準の取扱い２．

（５）ａに規定する連結貸借対照表（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合には、貸借対照表）に基づい

て算定される株主資本（純資産）の額

（連結財務諸表規則第８７条の規定の適

用を受ける会社又は外国会社にあって

は、これに相当する額）が負であること

をいうものとする。 

ｂ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）

ｅ（監査意見に基づく修正）の規定は、

第５号の場合に準用する。この場合にお

いて「利益」とあるのは、「純資産」と

読み替える。 

ｂ 株券上場審査基準の取扱い２．（６）

ｅ（監査意見に基づく修正）の規定は、

第５号の場合に準用する。この場合にお

いて「利益」とあるのは、「株主資本

（純資産）」と読み替える。 

ｃ 第５号に規定する「１か年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき」と

は、第５号に規定する「債務超過の状

態」となった事業年度の末日の翌日から

起算して１か年目の日（事業年度の末日

の変更により当該１か年目の日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１か年目の日の後最初に到来す

る事業年度の末日）までの期間（以下こ

の（５）において「猶予期間」とい

う。）において債務超過の状態でなくな

らなかった場合をいうものとする。 

ｃ 第５号に規定する「１か年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき」と

は、第５号に規定する「債務超過の状

態」となった決算期の翌日から起算して

１か年目の日（決算期の変更により当該

１か年目の日が上場会社の決算期に当た

らないときは、当該１か年目の日の後最

初に到来する決算期）までの期間（以下

この（５）において「猶予期間」とい

う。）において債務超過の状態でなくな

らなかった場合をいうものとする。 
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ｄ 第５号ただし書に規定する「当取引所

が適当と認める場合」に適合するかどう

かの審査は、猶予期間の最終日の属する

連結会計年度（上場会社が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合には事業年

度）に係る決算の内容を上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第２条第１項第３号の定めるところ

により開示するまでの間において、再建

計画（第５号ただし書に定める「１か年

以内に債務超過の状態でなくなる」ため

の経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する

当該再建計画並びに次の（ａ）及び

（ｂ）に定める書類に基づき行うものと

する。 

ｄ 第５号ただし書に規定する「当取引所

が適当と認める場合」に適合するかどう

かの審査は、猶予期間の最終日の属する

連結会計年度（上場会社が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合には事業年

度）に係る決算の内容を上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第２条第１項第３号の定めるところ

により開示するまでの間において、再建

計画（第５号ただし書に定める「１か年

以内に債務超過の状態でなくなる」ため

の経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する

当該再建計画並びに次の（ａ）及び

（ｂ）に定める書類に基づき行うものと

する。 

（ａ） 次のイ又はロの区分に従い、当

該イ又はロに規定する書面 

（ａ） 次のイからハまでの区分に従

い、当該イからハまでに規定する書面 

イ （略） イ （略） 

（削る） ロ 法律の規定に基づく整理を行う場

合 

   当該再建計画が、整理計画として

債権者の合意又は裁判所の実行命令

を得ているものであることを証する

書面 

ロ （略） ハ （略） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｅ 第５号ただし書に規定する「１か年以

内」とは、猶予期間の最終日の翌日から

起算して１か年目の日（事業年度の末日

の変更により当該１か年目の日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１か年目の日の後最初に到来す

る事業年度の末日）までの期間をいうも

のとする。 

ｅ 第５号ただし書に規定する「１か年以

内」とは、猶予期間の最終日の翌日から

起算して１か年目の日（決算期の変更に

より当該１か年目の日が上場会社の決算

期に当たらないときは、当該１か年目の

日の後最初に到来する決算期）までの期

間をいうものとする。 

ｆ 第５号ただし書に規定する「２か年以 ｆ 第５号ただし書に規定する「２か年以
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内」とは、審査対象事業年度の末日の翌

日から起算して２か年目の日（事業年度

の末日の変更により猶予期間の最終日の

翌日から起算して１か年目の日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１か年目の日後最初に到来する

事業年度の末日）までの期間をいう。 

内」とは、審査対象決算期の翌日から起

算して２か年目の日（決算期の変更によ

り猶予期間の最終日の翌日から起算して

１か年目の日が上場会社の決算期に当た

らないときは、当該１か年目の日後最初

に到来する決算期）までの期間をいう。 

（６） （略） （６） （略） 

（７） 破産手続、再生手続又は更生手続 （７） 破産手続、再生手続、更生手続又は

整理 

ａ 第７号に規定する「上場会社が法律の

規定に基づく会社の破産手続、再生手続

若しくは更生手続を必要とするに至った

場合」とは、上場会社が、法律に規定す

る破産手続、再生手続又は更生手続の原

因があることにより、破産手続、再生手

続又は更生手続を必要と判断した場合を

いう。 

ａ 第７号に規定する「上場会社が法律の

規定に基づく会社の破産手続、再生手

続、更生手続若しくは整理を必要とする

に至った場合」とは、上場会社が、法律

に規定する破産手続、再生手続、更生手

続又は整理の原因があることにより、破

産手続、再生手続、更生手続又は整理を

必要と判断した場合をいう。 

ｂ 第７号に規定する「これに準ずる状態

になった場合」には、次の（ａ）から

（ｃ）までに掲げる場合を含むものと

し、この場合には当該（ａ）から（ｃ）

までに定める日に同号前段に該当するも

のとして取り扱う。 

ｂ 第７号に規定する「これに準ずる状態

になった場合」には、次の（ａ）から

（ｃ）までに掲げる場合を含むものと

し、この場合には当該（ａ）から（ｃ）

までに定める日に同号前段に該当するも

のとして取り扱う。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 上場会社が、債務超過又は支払

不能に陥り又は陥るおそれがあること

などにより事業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会

等において決議又は決定した場合であ

って、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通

出資者総会に付議することの取締役会

決議（上場優先出資証券の発行者にあ

っては、取締役会に相当する機関にお

ける決議又は決定を含む。以下この

（ｂ） 上場会社が、債務超過又は支払

不能に陥り又は陥るおそれがあること

などにより営業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会

等において決議又は決定した場合であ

って、営業若しくは事業の全部若しく

は大部分の譲渡又は解散について株主

総会又は普通出資者総会に付議するこ

との取締役会決議（上場優先出資証券

の発行者にあっては、取締役会に相当

する機関における決議又は決定を含
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（ｂ）において同じ。）を行った場合 

  当該上場会社から当該事業の譲渡又

は解散に関する取締役会決議について

の書面による報告を受けた日（事業の

大部分の譲渡の場合には、当該事業の

譲渡が事業の大部分の譲渡であると当

取引所が認めた日） 

む。以下この（ｂ）において同じ。）

を行った場合 

  当該上場会社から当該営業若しくは

事業の譲渡又は解散に関する取締役会

決議についての書面による報告を受け

た日（営業又は事業の大部分の譲渡の

場合には、当該営業又は事業の譲渡が

営業又は事業の大部分の譲渡であると

当取引所が認めた日） 

  

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

ｃ 第７号後段に規定する「当取引所が適

当と認める再建計画」とは以下の（ａ）

から（ｃ）までに該当するものをいう。 

ｃ 第７号後段に規定する「当取引所が適

当と認める再建計画」とは以下の（ａ）

から（ｃ）までに該当するものをいう。 

（ａ） 次のイ又はロに定める場合に従

い、当該イ又はロに定める事項に該当

すること。 

（ａ） 次のイからハまでに定める場合

に従い、当該イからハまでに定める事

項に該当すること。 

イ （略） イ （略） 

（削る） ロ 上場会社が法律の規定に基づく整

理を必要とするに至った場合 

   当該再建計画が、整理計画として

債権者の合意又は裁判所の実行命令

を得られる見込みがあるものである

こと。 

ロ （略） ハ （略） 

（ｂ） 当該再建計画に次のイ及びロに

定める事項が記載されていること。 

（ｂ） 当該再建計画に次のイ及びロに

定める事項が記載されていること。 

イ （略） イ （略） 

ロ 前（ａ）のイに規定する見込みが

ある旨及びその理由又は同（ａ）の

ロに規定する合意がなされているこ

と及びそれを証する内容 

ロ 前（ａ）のイ若しくはロに規定す

る見込みがある旨及びその理由又は

ハに規定する合意がなされているこ

と及びそれを証する内容 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

ｄ～ｅ （略） ｄ～ｅ （略） 

（８） 事業活動の停止 （８） 営業活動の停止 

ａ 第８号に規定する「事業活動を停止し ａ 第８号に規定する「営業活動若しくは
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た場合」とは、上場会社及びその連結子

会社の事業活動が停止されたと当取引所

が認めた場合をいうものとする。 

事業活動を停止した場合」とは、上場会

社及びその連結子会社の営業活動又は事

業活動が停止されたと当取引所が認めた

場合をいうものとする。 

ｂ 第８号に規定する「これに準ずる状態

になった場合」には、上場会社が合併又

はその他の事由により解散する場合を含

むものとする。この場合において、次の

（ａ）から（ｃ）までに掲げる日に同号

に該当するものとして取り扱う。 

ｂ 第８号に規定する「これに準ずる状態

になった場合」には、上場会社が合併又

はその他の事由により解散する場合を含

むものとする。この場合において、次の

（ａ）から（ｃ）までに掲げる日に同号

に該当するものとして取り扱う。 

（ａ） 上場会社が、合併により解散す

る場合のうち、次のいずれかに該当す

る場合は、原則として合併に係る株券

提出期間満了の日の３日前（休業日を

除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（株券提出期間満了の日が

休業日に当たる場合には、株券提出期

間満了の日の４日前の日）） 

（ａ） 上場会社が、合併により解散す

る場合のうち、次のいずれかに該当す

る場合は、原則として合併期日（株券

を提出すべきものとする場合又は被合

併会社株式１株に対して１株を超える

数の新株式が割り当てられる場合（旧

株券と新株券の双方が上場されること

となる場合を除く。）若しくは被合併

会社株式１株に対して１株に満たない

数の新株式が割り当てられる場合に

は、新株式の割当てに係る基準日の３

日前（休業日を除外する。以下日数計

算について同じ。）の日（当該基準日

が休業日に当たる場合には、当該基準

日の４日前の日）） 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

（ｂ） 上場会社が、前（ａ）に規定す

る合併以外の合併により解散する場合

は、当該上場会社から当該合併に関す

る株主総会（普通出資者総会を含

む。）の決議についての書面による報

告を受けた日（当該合併について株主

総会の決議による承認を要しない場合

には、取締役会の決議（委員会設置会

社にあっては執行役の決定を含む。）

についての書面による報告を受けた

（ｂ） 上場会社が、前（ａ）に規定す

る合併以外の合併により解散する場合

は、当該上場会社から当該合併に関す

る株主総会（普通出資者総会を含

む。）の決議についての書面による報

告を受けた日 
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日） 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

（９） 不適当な合併等 （９） 不適当な合併等 

ａ 第９号ａに規定する「当取引所が定め

る行為」とは、次に掲げる行為をいうも

のとする。 

ａ 第９号ａに規定する「当取引所が定め

る行為」とは、次に掲げる行為をいうも

のとする。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 分割による非上場会社からの事

業の承継 

（ｂ） 分割による非上場会社からの営

業の承継 

（ｃ） 非上場会社からの事業の譲受け （ｃ） 非上場会社からの営業又は事業

の譲受け 

（ｄ） 分割による他の者への事業の承

継 

（ｄ） 分割による他の者への営業の承

継 

（ｅ） 他の者への事業の譲渡 （ｅ） 他の者への営業又は事業の譲渡 

（ｆ） （略） （ｆ） （略） 

（ｇ） 第三者割当による株式若しくは

優先出資の割当て又は５０名に満たな

い者に対する株式若しくは優先出資の

割当て 

（ｇ） 第三者割当による新株若しくは

優先出資の発行又は５０名に満たない

者に対する新株若しくは優先出資の発

行 

（ｈ） （略） （ｈ） （略） 

ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までのいずれか

に該当する場合は、第９号に規定する

「実質的な存続会社でないと当取引所が

認めた場合」には該当しないものとして

取り扱う。 

ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までのいずれか

に該当する場合は、第９号に規定する

「実質的な存続会社でないと当取引所が

認めた場合」には該当しないものとして

取り扱う。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 非上場会社から分割による事業

の承継又は非上場会社から事業の譲受

けその他これらと同等の効果をもたら

すと認められる行為を行う場合におい

て、次のイからニまでのいずれにも該

当すること。 

（ｃ） 非上場会社から分割による営業

の承継又は非上場会社から営業若しく

は事業の譲受けその他これらと同等の

効果をもたらすと認められる行為を行

う場合において、次のイからニまでの

いずれにも該当すること。 

イ （略） イ （略） 

ロ 事業の承継又は譲受けの対象とな

った資産の額が連結会社に係る最近

連結会計年度の末日における連結財

ロ 営業の承継又は営業若しくは事業

の譲受けの対象となった資産の額が

連結会社に係る最近連結会計年度の
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務諸表における総資産額（上場会社

が連結財務諸表提出会社でない場合

は、上場会社の最近事業年度の末日

における総資産額）未満であるこ

と。 

末日における連結財務諸表における

総資産額（上場会社が連結財務諸表

提出会社でない場合は、上場会社の

最近事業年度の末日における総資産

額）未満であること。 

ハ 事業の承継又は譲受けの対象とな

った部門等における売上高に相当す

ると認められる額が連結会社の最近

連結会計年度の売上高（上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合

は、上場会社の最近事業年度の売上

高）未満であること。 

ハ 営業の承継又は営業若しくは事業

の譲受けの対象となった部門等にお

ける売上高に相当すると認められる

額が連結会社の最近連結会計年度の

売上高（上場会社が連結財務諸表提

出会社でない場合は、上場会社の最

近事業年度の売上高）未満であるこ

と。 

ニ 事業の承継又は譲受けの対象とな

った部門等における経常利益金額に

相当すると認められる額が連結会社

の最近連結会計年度の連結経常利益

金額（上場会社が連結財務諸表提出

会社でない場合は、上場会社の最近

事業年度の経常利益金額）未満であ

ること。 

ニ 営業の承継又は営業若しくは事業

の譲受けの対象となった部門等にお

ける経常利益金額に相当すると認め

られる額が連結会社の最近連結会計

年度の連結経常利益金額（上場会社

が連結財務諸表提出会社でない場合

は、上場会社の最近事業年度の経常

利益金額）未満であること。 

（ｄ） 分割による他の者への事業の承

継（次の（ｅ）に規定する場合を除

く。）、他の者への事業の譲渡、非上

場会社との業務上の提携、第三者割当

による株式又は優先出資の割当て、５

０名に満たない者に対する株式又は優

先出資の割当てその他これらと同等の

効果をもたらすと認められる行為を行

う場合において、行為決定日からさか

のぼって３年間に当該行為の当事者

（その関係会社を含む。）との間で合

併、株式交換若しくは前ａの（ｂ）か

ら（ｇ）までに掲げる行為又は当該当

事者との共同による株式移転その他こ

れらと同等の効果をもたらすと認めら

（ｄ） 分割による他の者への営業の承

継（次の（ｅ）に規定する場合を除

く。）、他の者への営業又は事業の譲

渡、非上場会社との業務上の提携、第

三者割当による新株又は優先出資の発

行、５０名に満たない者に対する新株

又は優先出資の発行その他これらと同

等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合において、行為決定日から

さかのぼって３年間に当該行為の当事

者（その関係会社を含む。）との間で

合併、株式交換若しくは前ａの（ｂ）

から（ｇ）までに掲げる行為又は当該

当事者との共同による株式移転その他

これらと同等の効果をもたらすと認め
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れる行為を行っていないこと又は行う

ことについてその業務執行を決定する

機関が決定していないこと。 

られる行為を行っていないこと又は行

うことについてその業務執行を決定す

る機関が決定していないこと。 

（ｅ） 当該上場会社が非上場会社との

間で株券上場審査基準第４条第５項第

５号に規定する行為（吸収分割に限

る。）を行う場合において、次のイか

らニまでのいずれにも該当すること。 

（ｅ） 当該上場会社が非上場会社との

間で株券上場審査基準第４条第５項第

５号に規定する行為（吸収分割に限

る。）を行う場合において、次のイか

らニまでのいずれにも該当すること。 

イ （略） イ （略） 

ロ 当該非上場会社を連結財務諸表提

出会社とする連結会社（以下この

（ｅ）において「非上場会社連結会

社」という。）に係る最近連結会計

年度の末日における連結財務諸表に

おける総資産額（当該非上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該非上場会社の最近事業年度

の末日における総資産額）が当該上

場会社からの事業の承継の対象とな

った資産の額未満であること。 

ロ 当該非上場会社を連結財務諸表提

出会社とする連結会社（以下この

（ｅ）において「非上場会社連結会

社」という。）に係る最近連結会計

年度の末日における連結財務諸表に

おける総資産額（当該非上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該非上場会社の最近事業年度

の末日における総資産額）が当該上

場会社からの営業の承継の対象とな

った資産の額未満であること。 

ハ 非上場会社連結会社の最近連結会

計年度の売上高（当該非上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該非上場会社の最近事業年度

の売上高）が当該上場会社からの事

業の承継の対象となった部門等にお

ける売上高に相当すると認められる

額未満であること。 

ハ 非上場会社連結会社の最近連結会

計年度の売上高（当該非上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該非上場会社の最近事業年度

の売上高）が当該上場会社からの営

業の承継の対象となった部門等にお

ける売上高に相当すると認められる

額未満であること。 

ニ 非上場会社連結会社の最近連結会

計年度の連結経常利益金額（当該非

上場会社が連結財務諸表等提出会社

でない場合は、当該非上場会社の最

近事業年度の経常利益金額）が当該

上場会社からの事業の承継の対象と

なった部門等における経常利益金額

に相当すると認められる額未満であ

ニ 非上場会社連結会社の最近連結会

計年度の連結経常利益金額（当該非

上場会社が連結財務諸表等提出会社

でない場合は、当該非上場会社の最

近事業年度の経常利益金額）が当該

上場会社からの営業の承継の対象と

なった部門等における経常利益金額

に相当すると認められる額未満であ
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ること。 ること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ～ｇ （略） ｄ～ｇ （略） 

（１０）～（１２） （略） （１０）～（１２） （略） 

（１３） 完全子会社化 （１３） 完全子会社化 

  第１５号に該当する日は、次のａ又はｂ

に定めるところによる。 

  第１５号に該当する日は、次のａ又はｂ

に定めるところによる。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 前ａ以外の場合は、当該上場会社から

当該株式交換又は株式移転に関する株主

総会決議についての書面による報告を受

けた日（当該株式交換について株主総会

の決議による承認を要しない場合には、

取締役会の決議（委員会設置会社にあっ

ては執行役の決定を含む。）についての

書面による報告を受けた日） 

ｂ 前ａ以外の場合は、当該上場会社から

当該株式交換又は株式移転に関する株主

総会決議についての書面による報告を受

けた日 

（１４） （略） （１４） （略） 

（１５） 全部取得 

  第１８号に該当する日は、次のａ又はｂ

に定めるところによる。 

ａ 株式の取得と引換えに他の株式が交付

される場合であって、有価証券上場規程

第１０条の規定の適用を受け、当該株式

に係る株券が速やかに上場される見込み

のあるときは、原則として、株式の取得

に係る株券提出期間満了の日の３日前の

日（株券提出期間満了の日が休業日に当

たる場合には、株券提出期間満了の日の

４日前の日） 

ｂ 前ａ以外の場合は、上場会社から、株

式の全部を取得することが確定した旨の

書面による報告を受けた日 

（新設） 

 

２．第２条（上場廃止基準）第２項関係 

 

２．第２条（上場廃止基準）第２項関係 

（１） 上場銘柄が外国株券である場合の第

１項第４号から第１９号まで（第１３号、

（１） 上場銘柄が外国株券である場合の第

１項第４号から第１８号まで（第１３号、
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第１４号及び第１６号を除く。）の適用に

当たっては、本国における会社制度等を勘

案するものとする。 

第１４号及び第１６号を除く。）の適用に

当たっては、本国における会社制度等を勘

案するものとする。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

４．の２ 第２条の２（マザーズの上場廃止基

準）第２項関係 

４．の２ 第２条の２（マザーズの上場廃止基

準）第２項関係 

（１） 株式の分布状況 （１） 株式の分布状況 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第１号に規定する「１か年以内に１５

０人に達しないとき」とは、審査対象事

業年度の末日の翌日から起算して１か年

目の日（事業年度の末日の変更により当

該１か年目の日が当該銘柄の発行者の事

業年度の末日に当たらない場合は、当該

１か年目の日の後最初に到来する事業年

度の末日）までの期間（以下この（１）

において「猶予期間」という。）内にお

いて１５０人に達しないときをいうもの

とする。 

ｂ 第１号に規定する「１か年以内に１５

０人に達しないとき」とは、審査対象決

算期の翌日から起算して１か年目の日

（決算期の変更により当該１か年目の日

が当該銘柄の発行者の決算期に当たらな

い場合は、当該１か年目の日の後最初に

到来する決算期）までの期間（以下この

（１）において「猶予期間」という。）

内において１５０人に達しないときをい

うものとする。 

ｃ 第１号（同号ただし書を除く。）に規

定する株式の分布状況は、上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い１５．ａの２の規定によ

り提出される株式の分布状況表に記載さ

れた株式の分布状況によるものとする。

この場合において、当該株式の分布状況

表の記載が同取扱い１５．ａの２に規定

する権利確定日等又は調査の日現在のも

のによる場合においても、当該記載は当

該権利確定日等又は調査の日の直前の事

業年度の末日現在のものとみなして取り

扱うものとする。 

ｃ 第１号（同号ただし書を除く。）に規

定する株式の分布状況は、上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い１５．ａの２の規定によ

り提出される株式の分布状況表に記載さ

れた株式の分布状況によるものとする。

この場合において、当該株式の分布状況

表の記載が同取扱い１５．ａの２に規定

する権利確定日等又は調査の日現在のも

のによる場合においても、当該記載は当

該権利確定日等又は調査の日の直前の決

算期現在のものとみなして取り扱うもの

とする。 

ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 
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６．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 ６．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 

（１） 「当取引所が必要であると認めた

時」の取扱い 

（１） 「当取引所が必要であると認めた

時」の取扱い 

  第２条各項の各号又は第２条の２各項の

各号に該当することとなった銘柄は、原則

として「当取引所が必要であると認めた」

ものとして取り扱う。ただし、次のａから

ｅまでに該当する銘柄については、当該ａ

からｅまでに定めるところに従って上場廃

止する。 

  第２条各項の各号又は第２条の２各項の

各号に該当することとなった銘柄は、原則

として「当取引所が必要であると認めた」

ものとして取り扱う。ただし、次のａから

ｄまでに該当する銘柄については、当該ａ

からｄまでに定めるところに従って上場廃

止する。 

ａ 第２条第１項第８号（第２条の２第１

項第５号又は第２項第３号による場合を

含む。）のうち、本取扱い１．（８）ｂ

の（ａ）に規定する合併による解散の場

合に該当する銘柄 

  原則として、合併に係る株券提出期間

満了の日の３日前の日（株券提出期間満

了の日が休業日に当たる場合には、株券

提出期間満了の日の４日前の日）に上場

廃止する。 

ａ 第２条第１項第８号（第２条の２第１

項第５号又は第２項第３号による場合を

含む。）のうち、本取扱い１．（８）ｂ

の（ａ）に規定する合併による解散の場

合に該当する銘柄 

  原則として、合併期日（株券を提出す

べきものとする場合又は被合併会社株式

１株に対して１株を超える数の新株式が

割り当てられる場合（旧株券と新株券の

双方が上場されることとなる場合を除

く。）若しくは被合併会社株式１株に対

して１株に満たない数の新株式が割り当

てられる場合には、新株式の割当てに係

る基準日の３日前の日（当該基準日が休

業日に当たる場合には、当該基準日の４

日前の日））に上場廃止する。 

ｂ 第２条第１項第１２号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）のうち、株券上場審査基準第

４条第５項第５号又は第６条第４項第５

号に規定する場合に該当する銘柄 

ｂ 第２条第１項第１２号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）のうち、株券上場審査基準第

４条第５項第５号又は第６条第４項第５

号に規定する場合に該当する銘柄 

  原則として、新株式の交付に係る基準

日の３日前の日（当該基準日が休業日に

当たる場合には、当該基準日の４日前の

日）に上場廃止する。 

  原則として、新株式の割当てに係る基

準日の３日前の日（当該基準日が休業日

に当たる場合には、当該基準日の４日前

の日）に上場廃止する。 

ｃ （略） ｃ （略） 
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ｄ 第２条第１項第１８号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）のうち、本取扱い１．（１

５）ａの規定に該当する銘柄 

  原則として、株式の取得に係る株券提

出期間満了の日の３日前の日（株券提出

期間満了の日が休業日に当たる場合に

は、株券提出期間満了の日の４日前の

日）に上場廃止する。 

（新設） 

ｅ 第２条第１項第１９号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）のうち、上場会社が株券の不

正発行を行った場合に該当する銘柄につ

いては、遅滞なく上場廃止する。 

ｄ 第２条第１項第１８号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）のうち、上場会社が株券の不

正発行を行った場合に該当する銘柄につ

いては、遅滞なく上場廃止する。 

（２） 「上場廃止前一定期間」の取扱い （２） 「上場廃止前一定期間」の取扱い 

  前（１）の規定により当取引所が必要で

あると認めた銘柄の売買の期間は、次のａ

からｄまでに定めるほか、当取引所が当該

銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起

算して、原則として１か月間とする。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。 

  前（１）の規定により当取引所が必要で

あると認めた銘柄の売買の期間は、次のａ

からｄまでに定めるほか、当取引所が当該

銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起

算して、原則として１か月間とする。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第２条第１項第１９号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）に該当することとなった銘柄

については、当取引所が当該銘柄の上場

廃止を決定した日の翌日から起算して１

か月間の範囲内の日で、その都度決定す

るものとする。 

ｃ 第２条第１項第１８号（第２条の２第

１項第５号又は第２項第３号による場合

を含む。）に該当することとなった銘柄

については、当取引所が当該銘柄の上場

廃止を決定した日の翌日から起算して１

か月間の範囲内の日で、その都度決定す

るものとする。 

ｄ （略） ｄ （略） 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から

施行する。 
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２ 上場会社が会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（平成１７年法律第８７

号）第１０５条の規定によりなお従前の例に

よるとされた合併により解散する場合の取扱

いについては、改正後の１．（８）ｂの

（ａ）及び６．（１）ａの規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

  

  

 



５５ 

 

合併等の場合における被合併会社株券等の信用取引担保有価証券等に関する取扱いについて 

の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

 

商号変更の場合における商号変更前の株券の信

用取引担保有価証券の取扱いについて 

 

 

１ 受託契約準則第２５条の規定に基づき取引

所の市場における有価証券の売買に係る決済

物件として認められることとなった商号変更

前の株券については、取引所の市場における有

価証券の売買に係る決済物件として認められ

ている期間に限り、信用取引担保有価証券（委

託保証金代用有価証券及び買付有価証券をい

う。）及び発行日決済取引委託保証金代用有価

証券につき、株券に代わるものとして取り扱う

ことができるものとする。 

 

合併等の場合における被合併会社株券等の信用

取引担保有価証券等に関する取扱いについて 

 

 

１ 受託契約準則第２４条及び第２５条の規定

に基づき取引所の市場における有価証券の売

買に係る決済物件として認められることとな

った被合併会社株券及び商号変更前の株券に

ついては、取引所の市場における有価証券の売

買に係る決済物件として認められている期間

に限り、信用取引担保有価証券（委託保証金代

用有価証券及び買付有価証券をいう。）、発行

日決済取引委託保証金代用有価証券につき、株

券に代わるものとして取り扱うことができる

ものとする。 

２ 前項の規定は、国内の他の証券取引所の規則

により、当該証券取引所において決済物件とし

て認められることとなった商号変更前の株券

について準用する。 

２ 前項の規定は、国内の他の証券取引所の規則

により、当該証券取引所において決済物件とし

て認められることとなった被合併会社株券及

び商号変更前の株券について準用する。 

  

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から施

行する。 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成１７年法律８７号）第１０５条

の規定によりなお従前の例によるとされた合

併に係る決済物件としての被合併会社株券の

取扱いについては、なお従前の例による。 

 

  

 



５６ 

 

委託保証金の代用有価証券からの除外についての一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１ 国内の証券取引所に上場されている株券が、

その上場されている国内のすべての証券取引

所において当該証券取引所の定める上場廃止

の基準に該当した場合（次の各号に掲げる場合

を除く。）には、該当した日の翌日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）から、当該

株券及び当該株券（当該投資信託受益証券を除

く。）の発行者の発行する社債券を、発行日決

済取引に係る委託保証金及び信用取引に係る

委託保証金の代用有価証券から除外する。 

（１） 当該株券の発行者が株式交換又は株式

移転により国内の証券取引所の上場会社の

完全子会社となる場合 

（２） 当該株券の発行者が国内の証券取引所

の上場会社に吸収合併される場合 

（３） その他当該株券が上場廃止となる場合

であって、当該株券と引換えに交付される株

券が国内の証券取引所に速やかに上場され

る見込みがあるとき 

 

１ 国内の証券取引所に上場されている株券が、

その上場されている国内のすべての証券取引

所において当該証券取引所の定める上場廃止

の基準に該当した場合には、該当した日の翌日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）

から、当該株券及び当該株券（当該投資信託受

益証券を除く。）の発行者の発行する社債券を、

発行日決済取引に係る委託保証金及び信用取

引に係る委託保証金の代用有価証券から除外

する。 

２ （略） ２ （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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ＴｏＳＴＮｅＴ取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施行規則の

一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（単一銘柄取引の値段） 
第５条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ特

例第５条第１号に規定する日に決済を行う取引

について、普通取引における規程第２５条第１

項の規定により定める配当落等の期日、同第２

６条の規定により定める取得対価の変更期日若

しくは行使条件の変更期日又は同第２６条の２

の規定により定める期中償還請求権に係る権利

落として売買を行う期日から、当該期日から起

算して５日目（休業日を除外する。以下日数計

算について同じ。）の日（利付転換社債型新株

予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予

約権付社債券を除く。）の売買について、規程

第９条第４項に定める場合には、当該期日から

起算して６日目の日とする。）以降の普通取引

の売買立会の始めの約定値段が決定される時ま

でにおける値段は、当取引所がその都度定める。 
３ 第１項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ

特例第５条第２号に規定する日に決済を行う取

引について、普通取引における規程第２５条第

１項の規定により定める配当落等の期日、同第

２６条の規定により定める取得対価の変更期日

若しくは行使条件の変更期日又は同第２６条の

２の規定により定める期中償還請求権に係る権

利落として売買を行う期日の午前８時２０分か

ら普通取引の売買立会の始めの約定値段が決定

される時までにおける値段は、当取引所がその

都度定める。 
 
（呼値に関する事項） 
第７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第６条第６項の規定

により、ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値に関し当取

引所が定める事項は、次の各号に定める事項と

（単一銘柄取引の値段） 
第５条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ特

例第５条第１号に規定する日に決済を行う取引

について、普通取引における規程第２５条第１

項の規定により定める配当落等の期日、同第２

６条の規定により定める転換条件の変更期日若

しくは行使条件の変更期日又は同第２６条の２

の規定により定める期中償還請求権に係る権利

落として売買を行う期日から、当該期日から起

算して５日目（休業日を除外する。以下日数計

算について同じ。）の日（利付転換社債型新株

予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予

約権付社債券を除く。）の売買について、規程

第９条第４項に定める場合には、当該期日から

起算して６日目の日とする。）以降の普通取引

の売買立会の始めの約定値段が決定される時ま

でにおける値段は、当取引所がその都度定める。 
３ 第１項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ

特例第５条第２号に規定する日に決済を行う取

引について、普通取引における規程第２５条第

１項の規定により定める配当落等の期日、同第

２６条の規定により定める転換条件の変更期日

若しくは行使条件の変更期日又は同第２６条の

２の規定により定める期中償還請求権に係る権

利落として売買を行う期日の午前８時２０分か

ら普通取引の売買立会の始めの約定値段が決定

される時までにおける値段は、当取引所がその

都度定める。 
 
（呼値に関する事項） 
第７条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第６条第６項の規定

により、ＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値に関し当取

引所が定める事項は、次の各号に定める事項と
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する。 
（１）・（２） （略） 
（３） 呼値の制限 

取引参加者は、次のａ及びｂに掲げる銘柄

について、上場後最初の約定値段が決定され

るまでは、呼値を行ってはならない。 
ａ （略） 
ｂ 転換社債型新株予約権付社債券で新たに

上場された銘柄のうち、上場日の直前に国

内の他の証券取引所に上場されていた銘柄

（上場会社が、他の上場会社又は国内の他

の証券取引所に株券が上場されていた非上

場会社を吸収合併する場合において、被合

併会社が発行した転換社債型新株予約権付

社債券が当該合併により当取引所又は国内

の他の証券取引所において上場廃止された

後、存続会社の発行する転換社債型新株予

約権付社債券として新たに上場された銘柄

を含む。）以外の銘柄 
（４） （略） 

する。 
（１）・（２） （略） 
（３） 呼値の制限 

取引参加者は、次のａ及びｂに掲げる銘柄

について、上場後最初の約定値段が決定され

るまでは、呼値を行ってはならない。 
ａ （略） 
ｂ 転換社債型新株予約権付社債券で新たに

上場された銘柄のうち、上場日の直前に国

内の他の証券取引所に上場されていた銘柄

（上場会社が、他の上場会社又は国内の他

の証券取引所に株券が上場されていた非上

場会社を吸収合併する場合において、被合

併会社が発行した転換社債型新株予約権付

社債券が当該合併により当取引所又は国内

の他の証券取引所において上場廃止された

後、合併会社の発行する合併転換社債型新

株予約権付社債券として新たに上場された

銘柄を含む。）以外の銘柄 
（４） （略） 

 
 

付  則 
この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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立会外取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（立会外バスケット対当取引の申込みの制限） 
第６条 立会外取引特例第８条第２項に規定する

当取引所が定めるときは、転換社債型新株予約

権付社債券で新たに上場された銘柄のうち、上

場日の直前に国内の他の証券取引所に上場され

ていた銘柄（上場会社が、他の上場会社又は国

内の他の証券取引所に株券が上場されていた非

上場会社を吸収合併する場合において、被合併

会社が発行した転換社債型新株予約権付社債券

が当該合併により当取引所又は国内の他の証券

取引所において上場廃止された後、存続会社の

発行する転換社債型新株予約権付社債券として

新たに上場された銘柄を含む。）以外の銘柄に

ついて、上場後最初の約定値段が決定されてい

ないときとする。 
 
（立会外バスケット対当取引の代金） 
第８条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、立会外取引特例第

４条第１号に規定する日に決済を行う取引につ

いて、普通取引における規程第２６条の規定に

より定める行使条件の変更期日又は同第２６条

の２の規定により定める期中償還請求権に係る

権利落として売買を行う期日から、当該期日か

ら起算して５日目（休業日を除外する。以下日

数計算について同じ。）の日（利付転換社債型

新株予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新

株予約権付社債券を除く。）の売買について、

規程第９条第４項に定める場合には、当該期日

から起算して６日目の日とする。）以降の普通

取引の売買立会の始めの約定値段が決定される

時までにおける値段は、当取引所がその都度定

める。 
３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例

第４条第２号に規定する日に決済を行う取引に

（立会外バスケット対当取引の申込みの制限） 
第６条 立会外取引特例第８条第２項に規定する

当取引所が定めるときは、転換社債型新株予約

権付社債券で新たに上場された銘柄のうち、上

場日の直前に国内の他の証券取引所に上場され

ていた銘柄（上場会社が、他の上場会社又は国

内の他の証券取引所に株券が上場されていた非

上場会社を吸収合併する場合において、被合併

会社が発行した転換社債型新株予約権付社債券

が当該合併により当取引所又は国内の他の証券

取引所において上場廃止された後、合併会社の

発行する合併転換社債型新株予約権付社債券と

して新たに上場された銘柄を含む。）以外の銘

柄について、上場後最初の約定値段が決定され

ていないときとする。 
 
（立会外バスケット対当取引の代金） 
第８条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、立会外取引特例第

４条第１号に規定する日に決済を行う取引につ

いて、普通取引における規程第２６条の規定に

より定める転換条件の変更期日若しくは行使条

件の変更期日又は同第２６条の２の規定により

定める期中償還請求権に係る権利落として売買

を行う期日から、当該期日から起算して５日目

（休業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（利付転換社債型新株予約権付社債

券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券

を除く。）の売買について、規程第９条第４項

に定める場合には、当該期日から起算して６日

目の日とする。）以降の普通取引の売買立会の

始めの約定値段が決定される時までにおける値

段は、当取引所がその都度定める。 
３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例

第４条第２号に規定する日に決済を行う取引に
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ついて、普通取引における規程第２６条の規定

により定める行使条件の変更期日又は同第２６

条の２の規定により定める期中償還請求権に係

る権利落として売買を行う期日の午前８時２０

分から普通取引の売買立会の始めの約定値段が

決定される時までにおける値段は、当取引所が

その都度定める。 
 

ついて、普通取引における規程第２６条の規定

により定める転換条件の変更期日及び行使条件

の変更期日又は同第２６条の２の規定により定

める期中償還請求権に係る権利落として売買を

行う期日の午前８時２０分から普通取引の売買

立会の始めの約定値段が決定される時までにお

ける値段は、当取引所がその都度定める。 
 

 
付  則 

この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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株価指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株価指数先物取引特別清算指数算出に係る値

段） 

第１４条 株価指数先物特例第２８条第１項かっ

こ書に規定する当取引所が定める値段は、次の

各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 当該銘柄の直近の配当落等の期日（業

務規程第２５条第１項の規定により定める日

をいい、剰余金の配当のみに係る日を除く。

）以後の日において約定値段がない場合は、

前号の規定にかかわらず、当取引所がその都

度定めた値段とする。 

（株価指数先物取引特別清算指数算出に係る値

段） 

第１４条 株価指数先物特例第２８条第１項かっ

こ書に規定する当取引所が定める値段は、次の

各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 当該銘柄の直近の配当落等の期日（業

務規程第２５条第１項の規定により定める日

をいい、配当（商法第２９３条の５第１項の

規定による金銭の分配を含む。）のみに係る

日を除く。）以後の日において約定値段がな

い場合は、前号の規定にかかわらず、当取引

所がその都度定めた値段とする。 

 

  

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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株券オプション取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施行規則

の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（権利行使により成立する売買に係る数量の

調整等） 

（権利行使により成立する売買に係る数量の

調整等） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 株券オプション特例第４条第２項各号に

規定する当取引所が定める数値は、次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る数値をいうものとする。 

２ 株券オプション特例第４条第２項各号に

規定する当取引所が定める数値は、次の各号

に定める区分に従い、当該各号に定める数値

をいうものとする。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 株式無償割当て（対象株券に係る株

式と同一の種類の株式が割り当てられる

ものに限る。以下同じ。）による権利落の

場合 

   当該株式無償割当てにより対象株券に

係る株式１株に対し割り当てられる株式

の数に１を加えた数値 

（新設） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） 新株予約権無償割当て（割り当てら

れる新株予約権証券が上場されるものに

限る。以下同じ。）による権利落の場合 

   対象株券に係る株式１株に対し割り当

てられる当該新株予約権の行使により取

得する株式の数に１を加えた数値 

（新設） 

（５） 前各号に掲げる場合以外の場合（対

象株券の売買に係る権利落の期日を、前各

号に規定する権利落の期日以前に当取引

所が定めている銘柄に係る権利落の場合

を含む。） 

当取引所がその都度定める数値 

（３） 前２号以外の場合（対象株券の売買

に係る権利落の期日を、第１号又は前号に

規定する権利落の期日以前に当取引所が

定めている銘柄に係る権利落の場合を含

む。） 

当取引所がその都度定める数値 

  

（権利行使価格の設定） （権利行使価格の設定） 

第４条 （略） 第４条 （略） 
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２ 前項に規定する対象株券の設定基準最終

値段は、その日の対象株券の最終値段（呼値

に関する規則第１０条の規定により気配表

示された最終気配値段を含む。以下この項に

おいて同じ。）とし、その日に約定値段（呼

値に関する規則第１０条の規定により気配

表示された気配値段を含む。）がない場合そ

の他当取引所が当該最終値段によることが

適当でないと認める場合は、当取引所がその

都度定める値段とする。ただし、当該対象株

券の売買に係る権利落の期日の前日におけ

る対象株券の設定基準最終値段は、次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る値段とする。 

２ 前項に規定する対象株券の設定基準最終

値段は、その日の対象株券の最終値段（呼値

に関する規則第１０条の規定により気配表

示された最終気配値段を含む。以下この項に

おいて同じ。）とし、その日に約定値段（呼

値に関する規則第１０条の規定により気配

表示された気配値段を含む。）がない場合そ

の他当取引所が当該最終値段によることが

適当でないと認める場合は、当取引所がその

都度定める値段とする。ただし、当該対象株

券の売買に係る権利落の期日の前日におけ

る対象株券の設定基準最終値段は、次の各号

に定める区分に従い、当該各号に定める値段

とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 株式無償割当てによる権利落の場合

その日の対象株券の最終値段を、当該株

式無償割当てにより対象株券に係る株式

１株に対し割り当てられる株式の数に１

を加えた数値で除して得た値段 

（新設） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） 新株予約権無償割当てによる権利落

の場合 

  その日の対象株券の最終値段に当該新

株予約権の行使に際し払い込む価格を加

えた値段を、対象株券に係る株式１株に対

し割り当てられる当該新株予約権の行使

により取得する株式の数に１を加えた数

値で除した得た値段 

（新設） 

（５） 前各号に掲げる場合以外の場合 

当取引所がその都度定める値段 

（３） 前２号以外の場合 

当取引所がその都度定める値段 

３ 株券オプション特例第７条第３項の規定

により設定する新たな権利行使価格は、既存

の権利行使価格（株券オプション特例第４条

第１項各号に規定する株券オプションに係

るものに限る。以下この項において同じ。）

３ 株券オプション特例第７条第３項の規定

により設定する新たな権利行使価格は、既存

の権利行使価格（株券オプション特例第４条

第１項各号に規定する株券オプションに係

るものに限る。以下この項において同じ。）
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が次の各号の一に該当した場合において、そ

の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。以下同じ。）に、当該各号に定める方

法により設定するものとする。ただし、当取

引所が必要と認める場合には、設定する権利

行使価格及びその数を変更することができ

る。 

が次の各号の一に該当した場合において、そ

の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。以下同じ。）に、当該各号に規定する

方法により設定するものとする。ただし、当

取引所が必要と認める場合には、設定する権

利行使価格及びその数を変更することがで

きる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

６ 株券オプション特例第７条第４項に規定

する権利行使価格の変更は、次の各号に定め

るところにより行うものとする。 

６ 株券オプション特例第７条第４項に規定

する権利行使価格の変更は、次の各号に定め

るところにより行うものとする。 

（１） 株式分割による権利落の場合は、権

利落の期日の前日における権利行使価格

に、当該株式分割に係る分割比率を乗じて

得た価格（円位未満の端数を生じたときは

、円位未満を四捨五入する。以下この項に

おいて同じ。）に変更するものとする。 

（１） 株式分割による権利落の場合は、権

利落の期日の前日における権利行使価格

に、当該株式分割に係る分割比率を乗じて

得た価格（円位未満の端数を生じたとき

は、円位未満を四捨五入する。次号におい

て同じ。）に変更するものとする。 

（２） 株式無償割当てによる権利落の場

合は、権利落の期日の前日における権利

行使価格を、当該株式無償割当てにより

対象株券に係る株式１株に対し割り当て

られる株式の数に１を加えた数値で除し

て得た価格に変更するものとする。 

（新設） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） 新株予約権無償割当てによる権利

落の場合は、権利落の期日の前日におけ

る権利行使価格に当該新株予約権の行使

に際して払い込む金額を加えた値段を、

対象株券に係る株式１株に対し割り当て

られる当該新株予約権の行使により取得

する株式の数に１を加えた数値で除した

価格に変更するものとする。 

（新設） 

（５） 前各号の場合以外の場合は、当取

引所がその都度定める価格に変更するも

（３） 前２号以外の場合は、当取引所がそ

の都度定める価格に変更するものとす
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のとする。 る。 

  

（上場廃止等） （上場廃止等） 

第１７条 株券オプション特例第４３条第１

項又は第２項の規定により株券オプション

の上場を廃止する場合の当該株券オプショ

ンの上場廃止日は、次の各号に掲げる場合の

区分に従い、当該各号に定める日とする。た

だし、やむを得ない事由により当取引所が必

要と認める場合は、当取引所がその都度定め

る日とする。 

第１７条 株券オプション特例第４３条第１

項又は第２項の規定により株券オプション

の上場を廃止する場合の当該株券オプショ

ンの上場廃止日は、次の各号に掲げる区分に

従い、当該各号に定める日とする。ただし、

やむを得ない事由により当取引所が必要と

認める場合は、当取引所がその都度定める日

とする。 

 （１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 株券オプション特例第４３条第４項に規

定する株券オプション取引における対象株

券の発行者が人的分割を行う場合の限月取

引及びその数は、次の各号に定めるところに

よる。 

４ 株券オプション特例第４３条第４項に規

定する株券オプション取引における対象株

券の発行者が人的分割を行う場合の限月取

引及びその数は、次の各号に定めるところに

よる。 

（１) 当取引所がその都度定める日以降に

おいて、分割期日以降の日を取引最終日

とする限月取引が二つ以上となる新たな

限月取引に係る取引についてはこれを行

わないものとし、取引最終日が当該分割

に伴う対象株券の売買に係る業務規程施

行規則第１８条第２号に定める日（当該

分割に伴い、業務規程第２９条第１号の

規定により対象株券の売買の停止を行う

場合にあっては、当該停止を行う最初の

日。以下「分割に伴う権利落の期日」と

いう。）の前日以降の日となる限月取引

の取引最終日は、当該分割に伴う権利落

の期日の前々日とする。 

（１) 当取引所がその都度定める日以降に

おいて、分割期日以降の日を取引最終日

とする限月取引が二つ以上となる新たな

限月取引に係る取引についてはこれを行

わないものとし、取引最終日が当該分割

に伴う対象株券の売買に係る業務規程施

行規則第１８条第２号に掲げる日（当該

分割に伴い、業務規程第２９条第１号の

規定により対象株券の売買の停止を行う

場合にあっては、当該停止を行う最初の

日。以下「分割に伴う権利落の期日」と

いう。）の前日以降の日となる限月取引

の取引最終日は、当該分割に伴う権利落

の期日の前々日とする。 

（２) （略）  （２) （略）  

 

 

 



６０ 

 5

付  則 

この改正規定は、平成１８年５月１日から施

行する。 

  

 



６１ 

 
 

1

株価指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の 

一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株価指数オプション取引の特別清算指数算出に

係る値段） 

第１３条 株価指数オプション特例第３１条第１

項かっこ書に規定する当取引所が定める値段

は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 当該銘柄の直近の配当落等の期日（業

務規程第２５条第１項の規定により定める日

をいい、剰余金の配当のみに係る日を除く。）

以後の日において約定値段がない場合は、前

号の規定にかかわらず、当取引所がその都度

定めた値段とする。 

（株価指数オプション取引の特別清算指数算出に

係る値段） 

第１３条 株価指数オプション特例第３１条第１

項かっこ書に規定する当取引所が定める値段

は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 当該銘柄の直近の配当落等の期日（業

務規程第２５条第１項の規定により定める日

をいい、配当（商法第２９３条の５第１項の

規定による金銭の分配を含む。）のみに係る

日を除く。）以後の日において約定値段がな

い場合は、前号の規定にかかわらず、当取引

所がその都度定めた値段とする。 

 

  

付  則 

この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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株式会社産業再生機構が再生支援をする会社が発行する株券に関する 

業務規程及び有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（業務規程の特例）関係 １．第２条（業務規程の特例）関係 

（１） 被支援会社である上場会社の発行する

株券についての監理ポストへの割当てについ

ては、上場株券が次のいずれかに該当する場

合には、当該株券を監理ポストに割り当てる

こととする。 

（１） 被支援会社である上場会社の発行する

普通株についての監理ポストへの割当てにつ

いては、上場株券が次のいずれかに該当する

場合には、当該株券を監理ポストに割り当て

ることとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

２．第３条（株券上場審査基準の特例）関係 ２．第３条（株券上場審査基準の特例）関係 

（１） 第３条の適用を受ける新規上場申請者

に対する有価証券上場規程に関する取扱い要

領２．の規定については、（５）ｅ、ｅの３

及びｆ中「最近２年間（新規上場申請者が株

券上場審査基準第４条第１項第６号ａ及び第

７号に適合していない場合は、最近３年

間）」とあるのは「最近２年間」とし、

（２）ｄの規定は適用しない。 

（１） 第３条の適用を受ける新規上場申請者

に対する有価証券上場規程に関する取扱い要

領２．の規定については、（５）ｅ及びｆ中

「最近２年間（新規上場申請者が株券上場審

査基準第４条第１項第６号ａ及び第７号に適

合していない場合は、最近３年間）」とある

のは「最近２年間」とし、（２）ｄの規定は

適用しない。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

４．第５条（上場株券の市場第一部銘柄から市場

第二部銘柄への指定替え基準の特例）関係 

４．第５条（上場株券の市場第一部銘柄から市場

第二部銘柄への指定替え基準の特例）関係 

（１） 上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（５）の規定は、第５条の適用を受ける上場

会社が発行する株券について準用する。この

場合において、同取扱い１．（５）ｃの規定

の適用については、次のとおりとする。 

（１） 上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準の取扱い１．

（５）の規定は、第５条の適用を受ける上場

会社が発行する株券について準用する。この

場合において、同取扱い１．（５）ｃの規定

の適用については、次のとおりとする。 

ｃ 第５条において読み替えて適用する上場

株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄

への指定替え基準第２条第１項第５号に規

定する「当取引所が適当と認める場合」に

ｃ 第５条において読み替えて適用する上場

株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄

への指定替え基準第２条第１項第５号に規

定する「当取引所が適当と認める場合」に
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適合するかどうかの審査は、次の（ａ）及

び（ｂ）に定めるところによる。 

適合するかどうかの審査は、次の（ａ）及

び（ｂ）に定めるところによる。 

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、第５条にお

いて読み替えて適用する上場株券の市場

第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定

替え基準第２条第１項第５号本文に規定

する「当取引所が適当と認める場合」に

適合するかどうかの審査の場合に準用す

る。この場合において、「第５号ただし

書」とあるのは「第５号本文」と、「第

２号ただし書」とあるのは「第２号本

文」と、「「１か年以内（ｃに掲げる事

項を行う場合にあっては、当該期間が産

業再生機構による買取決定を公表した日

から３か年以内に開始する事業年度の末

日以前に終了するときに限る。）」とあ

るのは「「１か年以内（当該期間が産業

再生機構による買取決定を公表した日か

ら３か年以内に開始する事業年度の末日

以前に終了するときに限る。）」と、

「買取決定があったことを証する書面」

とあるのは「支援決定があったことを証

する書面」と読み替えるものとし、イの

（イ）及び（ロ）の規定は適用しない。

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、第５条にお

いて読み替えて適用する上場株券の市場

第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定

替え基準第２条第１項第５号本文に規定

する「当取引所が適当と認める場合」に

適合するかどうかの審査の場合に準用す

る。この場合において、「第５号ただし

書」とあるのは「第５号本文」と、「第

２号ただし書」とあるのは「第２号本

文」と、「「１か年以内（ｃに掲げる事

項を行う場合にあっては、当該期間が産

業再生機構による買取決定を公表した日

から３か年以内に開始する事業年度の末

日以前に終了するときに限る。）」とあ

るのは「「１か年以内（当該期間が産業

再生機構による買取決定を公表した日か

ら３か年以内に開始する事業年度の末日

以前に終了するときに限る。）」と、

「買取決定があったことを証する書面」

とあるのは「支援決定があったことを証

する書面」と読み替えるものとし、イの

（イ）から（ハ）までの規定は適用しな

い。 

（ｂ） 第５条において読み替えて適用す

る上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準第２条第１項

第５号ただし書に規定する「当取引所が

適当と認める場合」に適合するかどうか

の審査は、審査対象事業年度に係る決算

（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社である場合には連結会計年度、連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合に

は事業年度に係る決算とする。）の内容

を上場有価証券の発行者の会社情報の適

（ｂ） 第５条において読み替えて適用す

る上場株券の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替え基準第２条第１項

第５号ただし書に規定する「当取引所が

適当と認める場合」に適合するかどうか

の審査は、審査対象決算期に係る決算

（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社である場合には連結会計年度、連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合に

は事業年度に係る決算とする。）の内容

を上場有価証券の発行者の会社情報の適
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時開示等に関する規則第２条第１項第３

号の定めるところにより開示するまでの

間において、再建計画（第５条において

読み替えて適用する上場株券の市場第一

部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え

基準第２条第１項第５号ただし書に規定

する「１か年以内（ｃに掲げる事項を行

う場合にあっては、当該期間が産業再生

機構による買取決定を公表した日から３

か年以内に開始する事業年度の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の

状態でなくなる」ための経営計画を含

む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並

びに次のイ及びロに定める書類に基づき

行うものとする。 

時開示等に関する規則第２条第１項第３

号の定めるところにより開示するまでの

間において、再建計画（第５条において

読み替えて適用する上場株券の市場第一

部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え

基準第２条第１項第５号ただし書に規定

する「１か年以内（ｃに掲げる事項を行

う場合にあっては、当該期間が産業再生

機構による買取決定を公表した日から３

か年以内に開始する事業年度の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の

状態でなくなる」ための経営計画を含

む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並

びに次のイ及びロに定める書類に基づき

行うものとする。 

イ 次の（イ）から（ハ）までの区分に

従い、当該（イ）から（ハ）までに規

定する書面 

イ 次の（イ）から（ニ）までの区分に

従い、当該（イ）から（ニ）までに規

定する書面 

（イ） （略） （イ） （略） 

（削る） （ロ） 法律の規定に基づく整理を行

う場合 

   当該再建計画が、整理計画として

債権者の合意又は裁判所の実行命令

を得ているものであることを証する

書面 

（ロ） （略） （ハ） （略） 

（ハ） （略） （ニ） （略） 

ロ （略） ロ （略） 

（２） 第５条の適用を受ける上場会社が発行

する株券についての上場株券の市場第一部銘

柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取

扱い１．（６）の規定の適用については、ｅ

を次のとおりとする。 

（２） 第５条の適用を受ける上場会社が発行

する株券についての上場株券の市場第一部銘

柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取

扱い１．（６）の規定の適用については、ｅ

を次のとおりとする。 

ｅ 純資産の額が第５号に該当した場合に

は、審査対象事業年度の末日の翌月から起

ｅ 株主資本（純資産）の額が第５号に該当

した場合には、審査対象決算期の末日の翌



６２ 

 4

算して５か月目の月の初日（第５条におい

て読み替えて適用する上場株券の市場第一

部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基

準第２条第１項第５号本文かっこ書に該当

した場合にあっては、買取決定が行われな

いことを当取引所が確認した日の翌月から

起算して２か月目の月の初日）に指定替え

を行う。 

月から起算して５か月目の月の初日（第５

条において読み替えて適用する上場株券の

市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指

定替え基準第２条第１項第５号本文かっこ

書に該当した場合にあっては、買取決定が

行われないことを当取引所が確認した日の

翌月から起算して２か月目の月の初日）に

指定替えを行う。 

  

５．第６条（株券上場廃止基準の特例）関係 ５．第６条（株券上場廃止基準の特例）関係 

  株券上場廃止基準の取扱い１．（５）（同取

扱い４．（２）において準用する場合を含む。

以下この５．において同じ。）の規定は、第６

条第１項又は第２項の適用を受ける上場会社が

発行する株券について準用する。この場合にお

いて、同取扱い１．（５）ｄの規定の適用につ

いては、次のとおりとする。 

  株券上場廃止基準の取扱い１．（５）（同取

扱い４．（２）において準用する場合を含む。

以下この５．において同じ。）の規定は、第６

条第１項又は第２項の適用を受ける上場会社が

発行する株券について準用する。この場合にお

いて、同取扱い１．（５）ｄの規定の適用につ

いては、次のとおりとする。 

ｄ 第６条第１項又は第２項において読み替

えて適用する株券上場廃止基準第２条第１

項第５号又は第２条の２第１項第２号に規

定する「当取引所が適当と認める場合」に

適合するかどうかの審査は、次の（ａ）及

び（ｂ）に定めるところによる。 

ｄ 第６条第１項又は第２項において読み替

えて適用する株券上場廃止基準第２条第１

項第５号又は第２条の２第１項第２号に規

定する「当取引所が適当と認める場合」に

適合するかどうかの審査は、次の（ａ）及

び（ｂ）に定めるところによる。 

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、第６条第１

項又は第２項において読み替えて適用す

る株券上場廃止基準第２条第１項第５号

本文又は第２条の２第１項第２号本文に

規定する「当取引所が適当と認める場

合」に適合するかどうかの審査の場合に

準用する。この場合において、「第５号

ただし書」とあるのは「第５号本文」

と、「第２号ただし書」とあるのは「第

２号本文」と、「「１か年以内（ｃに掲

げる事項を行う場合にあっては、当該期

間が産業再生機構による買取決定を公表

した日から３か年以内に開始する事業年

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、第６条第１

項又は第２項において読み替えて適用す

る株券上場廃止基準第２条第１項第５号

本文又は第２条の２第１項第２号本文に

規定する「当取引所が適当と認める場

合」に適合するかどうかの審査の場合に

準用する。この場合において、「第５号

ただし書」とあるのは「第５号本文」

と、「第２号ただし書」とあるのは「第

２号本文」と、「「１か年以内（ｃに掲

げる事項を行う場合にあっては、当該期

間が産業再生機構による買取決定を公表

した日から３か年以内に開始する事業年
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度の末日以前に限る。）」とあるのは

「「１か年以内（当該期間が産業再生機

構による買取決定の日から３か年以内に

開始する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）」と、「買取決定があっ

たことを証する書面」とあるのは「支援

決定があったことを証する書面」と読み

替えるものとし、イの（イ）及び（ロ）

の規定は適用しない。 

度の末日以前に限る。）」とあるのは

「「１か年以内（当該期間が産業再生機

構による買取決定の日から３か年以内に

開始する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）」と、「買取決定があっ

たことを証する書面」とあるのは「支援

決定があったことを証する書面」と読み

替えるものとし、イの（イ）から（ハ）

までの規定は適用しない。 

（ｂ） 第６条第１項又は第２項において

読み替えて適用する株券上場廃止基準第

２条第１項第５号ただし書又は第２条の

２第１項第２号ただし書に規定する「当

取引所が適当と認める場合」に適合する

かどうかの審査は、猶予期間の最終日の

属する連結会計年度（上場会社が連結財

務諸表を作成すべき会社でない場合には

事業年度）に係る決算の内容を上場有価

証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則第２条第１項第３号の定める

ところにより開示するまでの間におい

て、再建計画（第６条第１項又は第２項

において読み替えて適用する株券上場廃

止基準第２条第１項第５号ただし書又は

第２条の２第１項第２号ただし書に規定

する「１か年以内（ｃに掲げる事項を行

う場合にあっては、当該期間が産業再生

機構による買取決定を公表した日から３

か年以内に開始する事業年度の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の

状態でなくなる」ための経営計画を含

む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並

びに次のイ及びロに定める書類に基づき

行うものとする。 

（ｂ） 第６条第１項又は第２項において

読み替えて適用する株券上場廃止基準第

２条第１項第５号ただし書又は第２条の

２第１項第２号ただし書に規定する「当

取引所が適当と認める場合」に適合する

かどうかの審査は、猶予期間の最終日の

属する連結会計年度（上場会社が連結財

務諸表を作成すべき会社でない場合には

事業年度）に係る決算の内容を上場有価

証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則第２条第１項第３号の定める

ところにより開示するまでの間におい

て、再建計画（第６条第１項又は第２項

において読み替えて適用する株券上場廃

止基準第２条第１項第５号ただし書又は

第２条の２第１項第２号ただし書に規定

する「１か年以内（ｃに掲げる事項を行

う場合にあっては、当該期間が産業再生

機構による買取決定を公表した日から３

か年以内に開始する事業年度の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の

状態でなくなる」ための経営計画を含

む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並

びに次のイ及びロに定める書類に基づき

行うものとする。 

イ 次の（イ）から（ハ）までの区分に イ 次の（イ）から（ニ）までの区分に
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従い、当該（イ）から（ハ）までに規

定する書面 

従い、当該（イ）から（ニ）までに規

定する書面 

（イ） （略） （イ） （略） 

（削る） （ロ） 法律の規定に基づく整理を行

う場合 

   当該再建計画が、整理計画として

債権者の合意又は裁判所の実行命令

を得ているものであることを証する

書面 

（ロ） （略） （ハ） （略） 

（ハ） （略） （ニ） （略） 

ロ （略） ロ （略） 

  

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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退職給付会計基準の適用等に関する有価証券上場規程 

に関する取扱い要領の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

 この特例は、新規上場申請者又は上場会社（外

国会社を除く。以下同じ。）が、平成１０年６月

１６日付で企業会計審議会により公表された退職

給付に係る会計基準（以下「退職給付会計基準」

という。）の適用を受ける場合等について、有価

証券上場規程に関する取扱い要領の特例を規定す

る。 

 この特例は、新規上場申請者又は上場会社（外

国会社を除く。以下同じ。）が、平成１０年６月

１６日付で企業会計審議会により公表された退職

給付に係る会計基準（以下「退職給付会計基準」

という。）の適用を受ける場合等について、有価

証券上場規程に関する取扱い要領の特例を規定す

る。 

１．退職給付会計基準の適用により生じる会計基

準変更時差異に関する取扱いの特例 

（１） 有価証券上場規程第３条（新規上場申

請手続）第２項関係及び同第１３条（所属部

の指定又は指定替え）関係 

  新規上場又は市場第一部銘柄の指定に係る

審査に当たって、次の（２）の規定の適用を

受けようとする新規上場申請者又は上場会社

は、有価証券上場規程第３条第２項第１１号

又は第１３条第３項に規定する「当取引所が

必要と認める書類」として、有価証券上場規

程に関する取扱い要領２．（５）又は１８．

（１）に定める書類のほか、次の（２）の規

定に基づき算定した純資産の額及びその算定

の過程を記載した書面を提出するものとす

る。この場合において、当該純資産の額が適

正に算定されていることについて、公認会計

士又は監査法人により確認を受けていること

を証することを要するものとする。 

（２） 株券上場審査基準第４条（上場審査基

準）第１項関係及び上場株券の市場第一部銘

柄指定基準第３条（指定基準）第１項関係 

  退職給付会計基準の適用により会計基準変

更時差異（費用の減額処理が行われるべきも

のを除く。）が発生した新規上場申請者又は

１．退職給付会計基準の適用により生じる会計基

準変更時差異に関する取扱いの特例 

（１） 有価証券上場規程第３条（新規上場申

請手続）第２項関係及び同第１３条（所属部

の指定又は指定替え）関係 

  新規上場又は市場第一部銘柄の指定に係る

審査に当たって、次の（２）の規定の適用を

受けようとする新規上場申請者又は上場会社

は、有価証券上場規程第３条第２項第１１号

又は第１３条第３項に規定する「当取引所が

必要と認める書類」として、有価証券上場規

程に関する取扱い要領２．（５）又は１８．

（１）に定める書類のほか、次の（２）の規

定に基づき算定した株主資本の額及びその算

定の過程を記載した書面を提出するものとす

る。この場合において、当該株主資本の額が

適正に算定されていることについて、公認会

計士又は監査法人により確認を受けているこ

とを証することを要するものとする。 

（２） 株券上場審査基準第４条（上場審査基

準）第１項関係及び上場株券の市場第一部銘

柄指定基準第３条（指定基準）第１項関係 

  退職給付会計基準の適用により会計基準変

更時差異（費用の減額処理が行われるべきも

のを除く。）が発生した新規上場申請者又は
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上場会社に対する株券上場審査基準第４条第

１項第５号及び第６号又は上場株券の市場第

一部銘柄指定基準第３条第１項第５号及び第

６号の規定の適用に当たっては、株券上場審

査基準の取扱い２．（５）ａに規定する連結

貸借対照表に基づいて算定される純資産の額

及び同ｂに規定する貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額について、それぞれ、会

計基準変更時差異未処理額（会計基準変更時

差異から直前事業年度以前の事業年度におい

て費用処理された額を控除した額をいう。）

を控除したうえで税効果相当額を加算すると

ともに、同取扱い２．（６）ｂに規定する連

結損益計算書に基づいて算定される利益の額

及び同ｃに規定する損益計算書に基づいて算

定される利益の額について、それぞれ、審査

対象事業年度において会計基準変更時差異と

して費用処理された額を加算することができ

るものとする。 

上場会社に対する株券上場審査基準第４条第

１項第５号及び第６号又は上場株券の市場第

一部銘柄指定基準第３条第１項第５号及び第

６号の規定の適用に当たっては、株券上場審

査基準の取扱い２．（５）ａに規定する連結

貸借対照表に基づいて算定される株主資本の

額及び同ｂに規定する貸借対照表に基づいて

算定される株主資本の額について、それぞ

れ、会計基準変更時差異未処理額（会計基準

変更時差異から直前事業年度以前の事業年度

において費用処理された額を控除した額をい

う。）を控除したうえで税効果相当額を加算

するとともに、同取扱い２．（６）ｂに規定

する連結損益計算書に基づいて算定される利

益の額及び同ｃに規定する損益計算書に基づ

いて算定される利益の額について、それぞ

れ、審査対象決算期において会計基準変更時

差異として費用処理された額を加算すること

ができるものとする。 

２．退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度において、退職給与引当金に係る会計基

準を変更することにより退職給与引当金の積増

しを行っている場合における影響額に関する取

扱いの特例（株券上場審査基準第４条（上場審

査基準）第１項関係及び上場株券の市場第一部

銘柄指定基準第３条（指定基準）第１項関係） 

  退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度（平成１０年６月以後に終了する事業年

度に限る。）において、退職給与引当金に係る

会計基準を変更することにより退職給与引当金

の積増しを行っている新規上場申請者又は上場

会社に対する株券上場審査基準第４条第１項第

６号又は上場株券の市場第一部銘柄指定基準第

３条第１項第６号の規定の適用に当たっては、

当該会計基準の変更が正当な理由に基づくもの

と認められている場合には、株券上場審査基準

２．退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度において、退職給与引当金に係る会計基

準を変更することにより退職給与引当金の積増

しを行っている場合における影響額に関する取

扱いの特例（株券上場審査基準第４条（上場審

査基準）第１項関係及び上場株券の市場第一部

銘柄指定基準第３条（指定基準）第１項関係） 

  退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度（平成１０年６月以後に終了する事業年

度に限る。）において、退職給与引当金に係る

会計基準を変更することにより退職給与引当金

の積増しを行っている新規上場申請者又は上場

会社に対する株券上場審査基準第４条第１項第

６号又は上場株券の市場第一部銘柄指定基準第

３条第１項第６号の規定の適用に当たっては、

当該会計基準の変更が正当な理由に基づくもの

と認められている場合には、株券上場審査基準
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の取扱い２．（６）ｂに規定する連結損益計算

書に基づいて算定される利益の額及び同ｃに規

定する損益計算書に基づいて算定される利益の

額について、それぞれ、審査対象事業年度にお

ける当該会計基準の変更による影響額（過年度

に係る影響額に限る。）を加算することとす

る。 

の取扱い２．（６）ｂに規定する連結損益計算

書に基づいて算定される利益の額及び同ｃに規

定する損益計算書に基づいて算定される利益の

額について、それぞれ、審査対象決算期におけ

る当該会計基準の変更による影響額（過年度に

係る影響額に限る。）を加算することとする。 

  

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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産業活力再生特別措置法の適用に関する 

株券上場廃止基準の取扱い等の特例等を廃止する規則 
 
 
次の規則を廃止する。 
（１） 優先出資引受権証書確約書 
（２） 産業活力再生特別措置法の適用に関する株券上場廃止基準の取扱い等の特例 

 
 

付  則 
１ この規則は、平成１８年５月１日から施行する。 
２ 会社法整備法第４５０条第２項の規定によりなお従前の例によるとされた合併又は株

式交換については、なお従前の例による。 
３ 会社法整備法第４５０条第７項の規定によりなおその効力を有するとされた同法第４

４９条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第１２条の９第１項の規定の適用

を受けて行う合併又は株式交換については、この規則による廃止前の産業活力再生特別

措置法の適用に関する株券上場廃止基準の取扱い等の特例１．（３）及び（４）の規定は、

なおその効力を有する。 
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優先株及び優先証券等に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第１条（目的）関係 １．第１条（目的）関係 

（１） 第１項に規定する「子会社連動配当

株」とは、発行者がその連結子会社の業績、

配当等に応じて株主に剰余金配当を支払うこ

とを内容とする種類株をいうものとする。 

（１） 第１項に規定する「子会社連動配当

株」とは、発行者がその連結子会社の業績、

配当等に応じて株主に利益配当を支払うこと

を内容とする種類株をいうものとする。 

（２） （略） （２） （略） 

  

２．第２条（上場申請）関係 ２．第２条（上場申請）関係 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 第２項第７号に規定する書類には、次

のａからｃまでに掲げる区分に従い、当該ａ

からｃまでに定める書類を含むものとする。

（４） 第２項第７号に規定する書類には、次

のａからｃまでに掲げる区分に従い、当該ａ

からｃまでに定める書類を含むものとする。

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 子会社連動配当株の発行者 ｂ 子会社連動配当株の発行者 

  対象子会社が直前事業年度の末日からさ

かのぼって２年前の日以後に当該上場会社

の分割等によりその事業を承継する会社

（当該上場会社から承継する事業が新規上

場申請者の事業の主体となる場合に限

る。）である場合には、当該期間のうちそ

の承継前の期間における当該上場会社から

承継する事業に係る財務計算に関する書

類。この場合において、当該書類には、公

認会計士又は監査法人が財務数値等につい

て合理的と認められる手続に従い意見を記

載した書面を添付するものとする。 

  対象子会社が直前事業年度の末日からさ

かのぼって２年前の日以後に当該上場会社

の分割等によりその営業を承継する会社

（当該上場会社から承継する営業が新規上

場申請者の営業の主体となる場合に限

る。）である場合には、当該期間のうちそ

の承継前の期間における当該上場会社から

承継する営業に係る財務計算に関する書

類。この場合において、当該書類には、公

認会計士又は監査法人が財務数値等につい

て合理的と認められる手続に従い意見を記

載した書面を添付するものとする。 

ｃ 優先証券の発行者及び優先証券に係る上

場会社 

ｃ 優先証券の発行者及び優先証券に係る上

場会社 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 当該優先証券の発行者の設立、当

該優先証券の発行及び前（ｂ）に定める

保証について決議した優先証券に係る上

場会社の取締役会の議事録の写し（委員

（ｃ） 当該優先証券の発行者の設立、当

該優先証券の発行及び前（ｂ）に定める

保証について決議した優先証券に係る上

場会社の取締役会の議事録の写し（株式
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会設置会社にあっては、執行役の決定が

あったことを証する書面を含む。）その

他これらの事項について所要の手続きが

とられたことを証する書面 

会社の監査等に関する商法の特例に関す

る法律（昭和４９年法律第２２号）第１

条の２第３項に規定する委員会等設置会

社にあっては、執行役の決定があったこ

とを証する書面を含む。）又は同法第１

条の３第１項に規定する重要財産委員会

の議事録の写しその他これらの事項につ

いて所要の手続きがとられたことを証す

る書面 

（ｄ）・（ｅ） （略） （ｄ）・（ｅ） （略） 

（５） （略） （５） （略） 

  

３．第３条（上場審査基準）関係 ３．第３条（上場審査基準）関係 

（１） 第１項第１号ｂに規定する「上場申請

銘柄の発行者が当該銘柄に係る剰余金配当を

行うに足りる利益を計上する見込み」につい

ては、上場申請日の直前事業年度の末日後２

か年間の予想利益及び上場申請日の直前事業

年度の末日における分配可能額について審査

するものとする。 

（１） 第１項第１号ｂに規定する「上場申請

銘柄の発行者が当該銘柄に係る利益配当を行

うに足りる利益を計上する見込み」について

は、上場申請日の直前事業年度の末日後２か

年間の予想利益及び上場申請日の直前事業年

度の末日における配当可能利益について審査

するものとする。 

（２） 第１項第１号ｃに規定する「株式の内

容、企業内容等の開示を適正に行うことがで

きる状況にあること」の審査は、次のａ及び

ｂに掲げる基準に適合するかどうかを確認す

ることにより行うものとする。 

（２） 第１項第１号ｃに規定する「株式の内

容、企業内容等の開示を適正に行うことがで

きる状況にあること」の審査は、次のａ及び

ｂに掲げる基準に適合するかどうかを確認す

ることにより行うものとする。 

ａ 「上場申請のための有価証券報告書」が

法令等に準じて作成されており、かつ、株

式の内容、配当政策、優先株等の発行者及

びその企業グループの財政状態及び経営成

績、役員・大株主・関係会社等に関する重

要事項等、投資者の投資判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項（発行者が取得

できる旨の定めがある場合にあっては、当

該取得についての方針を含み、子会社連動

配当株にあっては、対象子会社の配当政

策、対象子会社及びその企業グループの財

ａ 「上場申請のための有価証券報告書」が

法令等に準じて作成されており、かつ、株

式の内容、配当政策、優先株等の発行者及

びその企業グループの財政状態及び経営成

績、役員・大株主・関係会社等に関する重

要事項等、投資者の投資判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項（強制償還又は

強制転換できる旨の定めがある場合にあっ

ては、強制償還又は強制転換についての方

針を含み、子会社連動配当株にあっては、

対象子会社の配当政策、対象子会社及びそ
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政状態及び経営成績に関する重要事項を含

む。）が分かりやすく記載されているこ

と。 

の企業グループの財政状態及び経営成績に

関する重要事項を含む。）が分かりやすく

記載されていること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（５）の２ 株券上場審査基準の取扱い２．

（１１）の規定は、第１項第２号ｆの場合に

準用する。 

（新設） 

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

  

５．第４条の４（適切な株式事務及び収益分配金

支払事務の確保）関係 

５．第４条の４（適切な株式事務及び収益分配金

支払事務の確保）関係 

（１） 第１項に規定する株式事務には、次に

掲げる諸通知を含むものとする。 

（１） 第１項に規定する株式事務には、次に

掲げる諸通知を含むものとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 上場優先証券に係る上場会社が株主（上

場優先証券に係る上場会社が外国株預託証

券の上場会社である場合には、上場預託証

券の所有者を含む。）に送付する事業報告

書。この場合において、当該報告書は、当

取引所が定めるところにより、要約して作

成し又は他のもので代替することができる

ものとする。 

ｃ 上場優先証券に係る上場会社が株主（上

場優先証券に係る上場会社が外国株預託証

券の上場会社である場合には、上場預託証

券の所有者を含む。）に送付する事業報告

書又は営業報告書。この場合において、当

該報告書は、当取引所が定めるところによ

り、要約して作成し又は他のもので代替す

ることができるものとする。 

（２） （略） （２） （略） 

  

８．第５条（上場廃止基準）関係 ８．第５条（上場廃止基準）関係 

（１） 第２項第２号に規定する株式の分布状

況の取扱いは、次のとおりとする。 

（１） 第２項第２号に規定する株式の分布状

況の取扱いは、次のとおりとする。 

ａ・ａの２ （略） ａ・ａの２ （略） 

ｂ 事業年度の末日の変更によりｄに定める

期間の最終日が事業年度の末日に当たらな

い上場会社は、当該期間経過後３か月以内

で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所の

定める様式による優先株等の分布状況表を

当取引所に提出するものとする。 

ｂ 決算期の変更によりｄに定める期間の最

終日が決算期に当たらない上場会社は、当

該期間経過後３か月以内で分布状況の判明

後遅滞なく、当取引所の定める様式による

優先株等の分布状況表を当取引所に提出す

るものとする。 

ｃ 株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ ｃ 株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ
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（少数特定者持株数の算定の取扱い）並び

に株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ

の（ｄ）及び上場株券の市場第一部銘柄か

ら市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱

い１．（２）ｇ（株主数の算定の取扱い）

の規定は、上場会社が有価証券報告書提出

後１週間以内又は基準日等（有価証券上場

規程に関する取扱い要領２．（５）ｊに規

定する基準日等をいう。）の後２か月以内

に、株主又は特定金銭信託の委託者等につ

いて当取引所の定める事項を記載した書類

を提出したときには、第２号（同号ただし

書を除く。）に規定する優先株等に係る少

数特定者持株数又は優先株等に係る株主数

の算定について準用する。 

（少数特定者持株数の算定の取扱い）並び

に株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ

の（ｄ）及び上場株券の市場第一部銘柄か

ら市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱

い１．（２）ｇ（株主数の算定の取扱い）

の規定は、上場会社が有価証券報告書提出

後１週間以内又は基準日等（有価証券上場

規程に関する取扱い要領２．（５）ｊに規

定する基準日をいう。）の後２か月以内

に、株主又は特定金銭信託の委託者等につ

いて当取引所の定める事項を記載した書類

を提出したときには、第２号（同号ただし

書を除く。）に規定する優先株等に係る少

数特定者持株数又は優先株等に係る株主数

の算定について準用する。 

ｄ 「１か年以内に上場株式数の７５％以下

とならないとき」又は「１か年以内に次の

区分に定める人数に達しないとき」とは、

審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１か年目の日（上場銘柄の優先株等が指

定保管振替機関が保管振替業において取り

扱う株券である場合であって、事業年度の

末日の変更により当該１か年目の日が当該

優先株等の発行者の事業年度の末日に当た

らないときは、当該１か年目の日後最初に

到来する事業年度の末日）までの期間内に

おいて上場株式数の７５％以下とならない

とき又は当該人数に達しないときをいうも

のとする。（当該期間の最終日現在の上場

株式数を基準とする。） 

ｄ 「１か年以内に上場株式数の７５％以下

とならないとき」又は「１か年以内に次の

区分に定める人数に達しないとき」とは、

審査対象決算期の翌日から起算して１か年

目の日（上場銘柄の優先株等が指定保管振

替機関が保管振替業において取り扱う株券

である場合であって、決算期の変更により

当該１か年目の日が当該優先株等の発行者

の決算期に当たらないときは、当該１か年

目の日後最初に到来する決算期）までの期

間内において上場株式数の７５％以下とな

らないとき又は当該人数に達しないときを

いうものとする。（当該期間の最終日現在

の上場株式数を基準とする。） 

ｅ～ⅰ （略） ｅ～ⅰ （略） 

（２） 優先株等の全部が発行者に取得された

ときは、第２項第３号に規定する「存続期間

が満了となる」ものとして取り扱う。 

（２） 優先株等の他の種類の株式への一斉転

換又は当該上場銘柄の残存株式のすべてにつ

いての償還が行われたときは、第２項第３号

に規定する「存続期間が満了となる」ものと

して取り扱う。 
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（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 第１項から第３項までの各号のいずれ

かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 

（５） 第１項から第３項までの各号のいずれ

かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第１項第２号に該当することとなった銘

柄については、当該銘柄の発行者の発行す

る株券の上場廃止日と同日とする。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。 

ｂ 第１項第２号に該当することとなった銘

柄については、当該銘柄の発行者の発行す

る普通株の上場廃止日と同日とする。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

（５）の２ 株券上場審査基準の取扱い２．

（１１）及び株券上場廃止基準の取扱い１．

（１２）ｂの規定は、第２項第７号の場合に

準用する。 

（新設） 

（６） 株券上場審査基準の取扱い３．（５）

及び株券上場廃止基準の取扱い１．（１２）

ｂの規定は、第３項第５号の場合に準用す

る。 

（６） 株券上場審査基準の取扱い３．（５）

及び株券上場廃止基準の取扱い１．（１２）

ｂの規定は、第１項第５号の場合に準用す

る。 

（７） ３．（６）の規定は、第１項第４号の

場合に準用する。 

（７） ３．（６）の規定は、第１項第５号の

場合に準用する。 

  

９．第６条（新規上場料及び年間上場料）関係 ９．第６条（新規上場料及び年間上場料）関係 

  第６条に規定する「当取引所が定める新規上

場料及び年間上場料」は、次のとおりとし、消

費税額及び地方消費税額を加算（上場申請優先

株等の発行会社若しくは上場申請優先証券に係

る上場会社又は優先株等の上場会社若しくは上

場優先証券に係る上場会社が外国会社である場

合を除く。）して支払うものとする。 

  第６条に規定する「当取引所が定める新規上

場料及び年間上場料」は、次のとおりとし、消

費税額及び地方消費税額を加算（上場申請優先

株等の発行会社若しくは上場申請優先証券に係

る上場会社又は優先株等の上場会社若しくは上

場優先証券に係る上場会社が外国会社である場

合を除く。）して支払うものとする。 

（１） 新規上場料 （１） 新規上場料 

  次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当該ａ

又はｂに定める新規上場料を当該銘柄の上場

日前に（優先株及び優先証券等に関する有価

証券上場規程の特例第２条第３項の規定に基

づき上場申請した場合には、同日以後の日で

  次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当該ａ

又はｂに定める新規上場料を当該銘柄の上場

日前に（優先株及び優先証券等に関する有価

証券上場規程の特例第２条第３項の規定に基

づき上場申請した場合には、同日以後の日で
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会社設立後直ちに）支払うものとする。 会社設立後直ちに）支払うものとする。 

ａ 優先株等 ａ 優先株等 

  １株当たりの発行価格に上場株式数を乗

じて得た金額の  万分の４．５ 

  １株当たりの払込金額に上場株式数を乗

じて得た金額の  万分の４．５ 

ｂ 優先証券 ｂ 優先証券 

  １優先証券当たりの発行価格に上場優先

証券数を乗じて得た金額の  万分の９ 

  １優先証券当たりの払込金額に上場優先

証券数を乗じて得た金額の   万分の９

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

５．新不動産投資信託証券の上場等の取扱い（不

動産投信特例第６条関係） 

５．新不動産投資信託証券の上場等の取扱い（不

動産投信特例第６条関係） 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 次のａ又はｂに掲げる投資証券の上場

日は、当該ａ又はｂに定める日とする。ただ

し、上場申請の時期等により当該日に上場す

ることが不可能又は困難であるときは、この

限りでない。 

（３） 次のａ又はｂに掲げる投資証券の上場

日は、当該ａ又はｂに定める日とする。ただ

し、上場申請の時期等により当該日に上場す

ることが不可能又は困難であるときは、この

限りでない。 

（ａに定める投資証券については、前（２）

の規定は適用しない。） 

（ａに定める投資証券については、前（２）

の規定は適用しない。） 

ａ 上場投資法人（上場投資証券の発行者で

ある投資法人をいう。以下同じ。）が他の

上場投資法人を吸収合併することにより発

行する投資証券 

ａ 上場投資法人（上場投資証券の発行者で

ある投資法人をいう。以下同じ。）が他の

上場投資法人を吸収合併することにより発

行する投資証券 

  合併期日   合併期日。ただし、合併期日から起算し

て４日目（休業日を除外する。）の日以後

に合併の登記を行う場合は、合併登記日の

２日前（休業日を除外する。以下日数計算

について同じ。）の日 

ｂ 第４条第２項第１号の規定により上場さ

れる投資証券 

ｂ 第４条第２項の規定により上場される投

資証券 

  前ａに定める日。ただし、新設合併の場

合において、合併期日から起算して４日目

（休業日を除外する。）の日以後に合併の

登記を行う場合は、合併登記日の２日前

（休業日を除外する。以下日数計算につい

て同じ。）の日 

  前ａに定める日 

  

７．決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取

扱い（不動産投信特例第８条関係） 

７．決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取

扱い（不動産投信特例第８条関係） 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１項又は第２項に規定する通知は、

第１項第１号ａの（ａ）若しくは（ｂ）、同

（２） 第１項又は第２項に規定する通知は、

第１項第１号ａの（ａ）若しくは（ｂ）、同
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号ｂの（ａ）若しくは（ｂ）、同項第２号ａ

若しくはｂ、同項第３号ａの（ａ）から

（ｅ）まで、同号ｂ又は第２項各号に掲げる

事項について決議又は決定（取締役会（投資

法人にあっては、役員会）で決議したこと

（代表取締役（投資法人にあっては、執行役

員。以下この（２）において同じ。）の専決

事項である場合にあっては、代表取締役が所

要の手続に従い決定したことをいい、委員会

設置会社にあっては、執行役が決定したこと

を含む。）をいう。以下同じ。）を行った

後、直ちに取締役会決議通知書（投資法人に

あっては、役員会決議通知書。代表取締役又

は執行役が決定した場合は、決定通知書）を

提出することにより行うものとする。 

号ｂの（ａ）若しくは（ｂ）、同項第２号ａ

若しくはｂ、同項第３号ａの（ａ）から

（ｅ）まで、同号ｂ又は第２項各号に掲げる

事項について決議又は決定（取締役会（投資

法人にあっては、役員会）で決議したこと

（代表取締役（投資法人にあっては、執行役

員。以下この（２）において同じ。）の専決

事項である場合にあっては、代表取締役が所

要の手続に従い決定したことをいい、株式会

社の監査等に関する商法の特例に関する法律

（昭和４９年法律第２２号）第１条の２第３

項に規定する委員会等設置会社にあっては、

執行役が決定したことを含む。）をいう。以

下同じ。）を行った後、直ちに取締役会決議

通知書（投資法人にあっては、役員会決議通

知書。代表取締役又は執行役が決定した場合

は、決定通知書）を提出することにより行う

ものとする。 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 第１項に規定する書類の提出（同項第

３号に係るものに限る。）は、次のａからｅ

までに掲げる事項について決議又は決定を行

った場合に、当該ａからｅまでに定めるとこ

ろにより行うものとする。この場合におい

て、上場不動産投資信託証券の発行者は、ｃ

の（ａ）、（ｂ）及び（ｄ）並びにｄに掲げ

る書類を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

（４） 第１項に規定する書類の提出（同項第

３号に係るものに限る。）は、次のａからｅ

までに掲げる事項について決議又は決定を行

った場合に、当該ａからｅまでに定めるとこ

ろにより行うものとする。この場合におい

て、上場不動産投資信託証券の発行者は、ｃ

の（ａ）、（ｂ）及び（ｄ）並びにｄに掲げ

る書類を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第７条第１項第３号ａの（ｄ）に掲げる事

項 

ｃ 第７条第１項第３号ａの（ｄ）に掲げる事

項 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 投資信託法第１４９条第１項又は第

１４９条の６第１項に規定する書面（法定

事前開示書類）の写し これらの規定によ

り当該書面を本店に備え置くこととされて

（ｂ） 投資信託法第１５０条において準用

する商法第４０８条の２第１項第２号から

第６号までに規定する書類の写し 同項の

規定により当該書類を本店に備え置くこと
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いる日の前日までに となる日の前日までに 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

（ｄ） 投資信託法第１４９条の１０第１項

に規定する書面（法定事後開示書類）の写

し 合併の効力発生日以後速やかに 

（ｄ） 投資信託法第１５０条において準用

する商法第４１４条の２第１項に規定する

書類の写し 同項の規定により当該書類を

本店に備え置くこととなる日の前日までに

（削る） （ｅ） 投資法人の登記事項証明書 登記完

了後直ちに 

ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 

（４）の２ （略） （４）の２ （略） 

（５） 第２項に規定する書類の提出は、次の

ａ又はｂに掲げる事項について決議又は決定

を行った場合に、当該ａ又はｂに定めるとこ

ろにより行うものとする。 

（５） 第２項に規定する書類の提出は、次の

ａ又はｂに掲げる事項について決議又は決定

を行った場合に、当該ａ又はｂに定めるとこ

ろにより行うものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２項第２号に掲げる事項 ｂ 第２項第２号に掲げる事項 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略） 

（８） 第７項の規定に基づき請求する書類に

は、次に掲げる書類を含むものとする。 

ａ 各計算期間又は営業期間の末日現在にお

ける当取引所の定める様式による上場不動

産投資信託証券の分布状況表（各計算期間

又は営業期間経過後３か月以内で分布状況

の判明後遅滞なく提出するものとする。）

  この場合において、当該書類の提出は、

当該上場不動産投資信託証券の発行者が行

うものとする。 

ｂ 第４条第２項の規定の適用を受けて投資

証券を上場した投資法人である場合には、

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書類。 

（ａ） 投資信託法１４９条の１０第１項

又は第１４９条の１６第１項に規定する

書面（法定事後開示書類）の写し 

  この場合において、投資法人は、上場

後速やかに当該書類を提出するものと

（８） 第７項の規定に基づき請求する書類に

は、各計算期間又は営業期間の末日現在にお

ける当取引所の定める様式による上場不動産

投資信託証券の分布状況表（各計算期間又は

営業期間経過後３か月以内で分布状況の判明

後遅滞なく提出するものとする。）を含むも

のとする。この場合において、当該書類の提

出は、当該上場不動産投資信託証券の発行者

が行うものとする。 
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し、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

（ｂ） 登記事項証明書 

 

８．不動産投資信託証券の上場廃止基準の取扱い

（不動産投信特例第９条関係） 

８．不動産投資信託証券の上場廃止基準の取扱い

（不動産投信特例第９条関係） 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 第１項第３号ａの（ａ）については、

次のａからｃまでに掲げる日に同号ａに該当

するものとして取り扱う。 

（４） 第１項第３号ａの（ａ）については、

次のａからｃまでに掲げる日に同号ａに該当

するものとして取り扱う。 

ａ 上場投資法人が、合併により解散する場

合のうち、次のいずれかに該当する場合

は、原則として、合併に係る投資証券提出

期間満了の日の３日前（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の日

（投資証券提出期間満了の日が休業日に当

たる場合には、投資証券提出期間満了の日

の４日前の日） 

ａ 上場投資法人が、合併により解散する場

合のうち、次のいずれかに該当する場合

は、原則として合併期日（被合併投資法人

が発行者である投資証券１口に対して１口

を超える数の新投資証券が割り当てられる

場合（旧投資証券と新投資証券の双方が上

場されることとなる場合を除く。）又は被

合併投資法人が発行者である投資証券１口

に対して１口に満たない数の新投資証券が

割り当てられる場合には、新投資証券の割

当てに係る基準日の３日前（休業日を除外

する。以下日数計算において同じ。）の日

（当該基準日が休業日に当たる場合には、

当該基準日の４日前の日）） 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

（７） 第２項第１号から第３号まで、第５号

及び第６号に規定する基準の審査について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 

（７） 第２項第１号から第３号まで、第５号

及び第６号に規定する基準の審査について

は、以下のとおり取り扱うこととする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 計算期間又は営業期間の末日の変更によ

り猶予期間の最終日が計算期間又は営業期

間の最終日に当たらない上場不動産投資信

託証券の発行者は、当該猶予期間経過後３

か月以内で資産の運用状況の判明後遅滞な

ｂ 計算期間又は営業期間の変更により猶予

期間の最終日が計算期間又は営業期間の最

終日に当たらない上場不動産投資信託証券

の発行者は、当該猶予期間経過後３か月以

内で資産の運用状況の判明後遅滞なく、当
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く、当取引所所定の様式による資産の運用

状況表を当取引所に提出するものとする。

取引所所定の様式による資産の運用状況表

を当取引所に提出するものとする。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（８）～（１５） （略） （８）～（１５） （略） 

  

９．上場廃止前の取扱い（不動産投信特例第１０

条関係） 

９．上場廃止前の取扱い（不動産投信特例第１０

条関係） 

（１） 「当取引所が必要があると認めた時」

の取扱い 

（１） 「当取引所が必要があると認めた時」

の取扱い 

  第９条に該当することとなった上場不動産

投資信託証券は、原則として「当取引所が必

要であると認めた」ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｅまでに該当する上場不動

産投資信託証券については、当該ａからｅま

でに定めるところに従って上場廃止する。 

  第９条に該当することとなった上場不動産

投資信託証券は、原則として「当取引所が必

要であると認めた」ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｅまでに該当する上場不動

産投資信託証券については、当該ａからｅま

でに定めるところに従って上場廃止する。 

ａ 第９条第１項第３号ａの（ａ）のうち、

他の投資法人と合併し解散する場合（合併

後に存続する投資法人又は合併により設立

される投資法人の発行する投資証券が、第

４条第２項の規定の適用を受け、速やかに

上場される見込みのある場合に限る。）に

該当する上場投資証券 

ａ 第９条第１項第３号ａの（ａ）のうち、

他の投資法人と合併し解散する場合（合併

後に存続する投資法人又は合併により設立

される投資法人の発行する投資証券が、第

４条第２項の規定の適用を受け、速やかに

上場される見込みのある場合に限る。）に

該当する上場投資証券 

  原則として、合併に係る投資証券提出期

間満了の日の３日前の日（投資証券提出期

間満了の日が休業日に当たる場合には、投

資証券提出期間満了の日の４日前の日）に

上場廃止する。 

  原則として、合併期日（被合併投資法人

が発行者である投資証券１口に対して１口

を超える数の新投資証券が割り当てられる

場合（旧投資証券と新投資証券の双方が上

場されることとなる場合を除く。）又は被

合併投資法人が発行者である投資証券１口

に対して１口に満たない数の新投資証券が

割り当てられる場合には、新投資証券の割

当てに係る基準日の３日前の日（当該基準

日が休業日に当たる場合には、当該基準日

の４日前の日））に上場廃止する。 

ｂ 第９条第１項第３号ａの（ａ）のうち、

規約で定めた存続期間の満了による解散の

場合に該当する上場投資証券 

ｂ 第９条第１項第３号ａの（ａ）のうち、

規約で定めた存立時期の満了による解散の

場合に該当する上場投資証券 
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  規約で定めた存続期間の満了となる日の

４日前の日（当該満了となる日が休業日に

当たるときは、当該満了となる日の５日前

の日）に上場廃止する。 

  規約で定めた存立時期の満了となる日の

４日前の日（当該満了となる日が休業日に

当たるときは、当該満了となる日の５日前

の日）に上場廃止する。 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

１０．新規上場料等の取扱い（不動産投信特例第

１１条関係） 

１０．新規上場料等の取扱い（不動産投信特例第

１１条関係） 

  新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追

加上場料及び年間上場料は、次の各号に定める

ところによるものとし、消費税額及び地方消費

税額を加算して支払うものとする。この場合に

おいて、３．（１）の規定はこの１０．に規定

する「純資産総額」の算定において使用する各

資産の額について、３．（８）の規定はこの１

０．に規定する「純資産総額」について、それ

ぞれ準用する。 

  新規上場料、追加発行時又は追加信託時の追

加上場料及び年間上場料は、次の各号に定める

ところによるものとし、消費税額及び地方消費

税額を加算して支払うものとする。この場合に

おいて、３．（１）の規定はこの１０．に規定

する「純資産総額」の算定において使用する各

資産の額について、３．（８）の規定はこの１

０．に規定する「純資産総額」について、それ

ぞれ準用する。 

（１） 新規上場料 （１） 新規上場料 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 新規上場料は、当該不動産投資信託証券

の上場日から起算して７日目の日までに

（不動産投信特例第３条第７項の規定に基

づき上場申請した場合には、同日以後の日

で設立後直ちに）支払うものとする。 

ｃ 新規上場料は、当該不動産投資信託証券

の上場日前に（不動産投信特例第３条第７

項の規定に基づき上場申請した場合には、

同日以後の日で設立後直ちに）支払うもの

とする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から施

行する。 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成１７年法律第８７号）第１９２条

第２２項の規定によりなお従前の例によるとさ

れた合併に伴う投資証券の上場及び上場廃止並

びに当取引所への書類提出の取扱いについて
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は、なお従前の例による。 
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不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（不動産投資信託証券の発行に関する規制の

取扱い） 

（不動産投資信託証券の発行に関する規制の

取扱い） 

第６条 不動産投信上場前公募等規則第１４

条第１項に規定する「不動産投資信託証券

を発行している」かどうかの認定は、払込

期日又は払込期間の最終日を基準として行

うものとする。 

第６条 不動産投信上場前公募等規則第１４

条第１項に規定する「不動産投資信託証券

を発行している」かどうかの認定は、受益

証券にあっては払込期日を、投資証券にあ

っては投資口発行の効力発生日を基準とし

て行うものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から

施行する。 
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株価指数連動型投資信託受益証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取扱

い） 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取扱

い） 

第６条 受益証券特例第８条第１項又は第２項に

規定する通知は、同条第１項第１号のａ若しく

はｂ、同項第２号のａ若しくはｂ又は第２項に

掲げる事項について決議又は決定（取締役会で

決議したこと（代表取締役の専決事項である場

合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い

決定したことをいい、委員会設置会社にあって

は、執行役が決定したことを含む。）をいう。

以下この条において同じ。）を行った後、直ち

に取締役会決議通知書（代表取締役又は執行役

が決定した場合は、決定通知書）を提出するこ

とにより行うものとする。 

第６条 受益証券特例第８条第１項又は第２項に

規定する通知は、同条第１項第１号のａ若しく

はｂ、同項第２号のａ若しくはｂ又は第２項に

掲げる事項について決議又は決定（取締役会で

決議したこと（代表取締役の専決事項である場

合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い

決定したことをいい、株式会社の監査等に関す

る商法の特例に関する法律（昭和４９年法律第

２２号）第１条の２第３項に規定する委員会等

設置会社にあっては、執行役が決定したことを

含む。）をいう。以下この条において同じ。）

を行った後、直ちに取締役会決議通知書（代表

取締役又は執行役が決定した場合は、決定通知

書）を提出することにより行うものとする。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（削る） 

 

 

（別表） 売買申告・照合書の様式 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 
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債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．上場申請の取扱い（債券に関する有価証券

上場規程の特例（以下「債券特例」という。）

第２条関係） 

１．上場申請の取扱い（債券に関する有価証券

上場規程の特例（以下「債券特例」という。）

第２条関係） 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第２条第５項に規定する「当取引所

が定めるもの」とは、当該上場銘柄と初期

利子の支払額を異にするものをいうもの

とする。 

 

（新設） 

６．債券の上場廃止の取扱い（債券特例第７条

及び第８条関係） 

６．債券の上場廃止の取扱い（債券特例第７条

及び第８条関係） 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３) 第７条又は第８条に該当することと

なった銘柄の上場廃止日は、次のとおりと

する。 

（３) 第７条又は第８条に該当することと

なった銘柄の上場廃止日は、次のとおりと

する。 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ 第７条第１項第２号又は第８条第２

項に該当することとなった銘柄のうち、

吸収分割又は新設分割により上場銘柄に

係る債務が他の会社に承継される銘柄に

ついては、分割期日から起算して４日前

の日 

ｆ 第７条第１項第２号又は第８条第２

項に該当することとなった銘柄のうち、

他の会社へ営業を承継する吸収分割又は

新設分割により上場銘柄に係る債務が承

継される銘柄については、分割期日から

起算して４日前の日 

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略） 

 （４） （略） 

 

（４） （略） 

７．新規上場料及び年間上場料の取扱い（債券

特例第９条関係） 

７．新規上場料及び年間上場料の取扱い（債券

特例第９条関係） 

新規上場料及び年間上場料は、次の各号に

定めるところによるものとし、消費税及び地

方消費税を加算（債券を上場申請する発行者

又は上場債券の発行者が外国又は外国法人

である場合を除く。）して支払うものとする。

新規上場料及び年間上場料は、次の各号に

定めるところによるものとし、消費税及び地

方消費税を加算（債券を上場申請する発行者

又は上場債券の発行者が外国又は外国法人

である場合を除く。）して支払うものとする。
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（１) 新規上場料 

残存年数１０年未満のもの 

１銘柄につき ３０万円

（１） 新規上場料 

残存年数１０年未満のもの 

１銘柄につき ３０万円

残存年数１０年以上のもの 

１銘柄につき ４０万円

残存年数１０年以上のもの 

１銘柄につき ４０万円

ただし、国債証券は１銘柄につき１５万

円とする。 

ただし、国債証券は１銘柄につき１５万

円とする。 

ａ 上場会社以外の上場有価証券の発行

者の発行する社債券の新規上場料は、上

場銘柄が２銘柄以上となる場合を除き、

５０万円を加算した額とする。 

ａ 普通株が当取引所に上場されていな

い者の発行する社債券の上場（上場銘柄

が２銘柄以上となる場合の上場を除く。

）に際する新規上場料は、５０万円を加

算した額とする。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

ｄ 第２条第５項の規定により上場申請

のあった債券の新規上場料は、これを免

除する。 

（新設） 

（２) 年間上場料 

上場会社が発行するもの 

１銘柄につき １０万円

（２) 年間上場料 

上場会社が発行するもの 

１銘柄につき １０万円

ただし、上場銘柄が２銘柄以上のとき

は、 

        そのうち１銘柄は １０万円

その他の銘柄は１銘柄につき  ５万円

ただし、上場銘柄が２銘柄以上のとき

は、 

そのうち１銘柄は １０万円

その他の銘柄は１銘柄につき  ５万円

上場会社以外の上場有価証券の発行者

が発行するもの１銘柄につき   ２０万円

上場会社以外の上場有価証券の発行者

が発行するもの１銘柄につき   ２０万円

ただし、上場銘柄が２銘柄以上のとき

は、 

そのうち１銘柄は ２０万円

その他の銘柄は１銘柄につき   ５万円

ただし、上場銘柄が２銘柄以上のとき

は、 

そのうち１銘柄は ２０万円

その他の銘柄は１銘柄につき   ５万円

ａ （略） 

ｂ 新規上場の際の年間上場料について

は、新規上場料等に関する規則第４条第

２項第１号ａ又は同項第２号ａの規定

を準用する。この場合において同項第１

号ａの(ａ)中「上場日における上場時価

総額による年間上場料の１２分の１の

ａ （略） 

ｂ 新規上場の際の年間上場料について

は、新規上場料等に関する規則第４条第

２項第１号ａ又は同項第２号ａの規定

を準用する。この場合において同項第１

号ａの(ａ)中「上場日における上場時価

総額による年間上場料の１２分の１の
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額に年間上場料の半額を加えた額」とあ

るのは「年間上場料の１２分の７の額」

と読み替える。 

額に年間上場料の半額」とあるのは「年

間上場料の１２分の７の額」と読み替え

る。 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ 第２条第５項の規定により上場申請の

あった債券の年間上場料は、これを免除

する。 

（新設） 

 

 （３） （略） （３） （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年５月１日から施

行する。 
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転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

３．上場廃止基準の取扱い（転換社債型新株予約

権付社債券特例第４条関係） 

３．上場廃止基準の取扱い（転換社債型新株予約

権付社債券特例第４条関係） 

（１） 第４条第１項第３号に該当する日は、

上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者

から当該株式交換又は株式移転に関する株主

総会決議についての書面による報告を受けた

日（当該株式交換又は株式移転について株主

総会の決議による承認を要しない場合は、取

締役会の決議（委員会設置会社にあっては執

行役の決定を含む。）があった旨及び株主総

会の決議を行わないこととなった旨について

書面による報告を受けた日）とする。 

（１） 第４条第１項第３号に該当する日は、

上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者

から当該株式交換又は株式移転に関する株主

総会決議についての書面による報告を受けた

日とする。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 第４条第２項第２号に規定する「新株

予約権の行使期間が満了となる場合」には、

転換社債型新株予約権付社債に係る社債の全

額について最終償還期限を繰り上げて償還す

ることとなる場合又は転換社債型新株予約権

付社債に係る新株予約権の全部を当該銘柄の

発行者が取得することとなる場合を含むもの

とする。この場合において、当該銘柄の発行

者から、当該償還又は取得を行う旨の取締役

会決議通知書（代表取締役又は執行役が決定

した場合は、決定通知書）による報告を受け

たときに、第４条第２項第２号に該当するも

のとして取り扱う。 

（３） 第４条第２項第２号に規定する「新株

予約権の行使期間が満了となる場合」には、

転換社債型新株予約権付社債に係る社債の全

額について最終償還期限を繰り上げて償還す

ることとなる場合又は転換社債型新株予約権

付社債に係る新株予約権の全部を消却するこ

とにより新株予約権の行使期間が終了するこ

ととなる場合を含むものとする。この場合に

おいて、当該銘柄の発行者から、当該償還又

は消却を行う旨の取締役会決議通知書（代表

取締役又は執行役が決定した場合は、決定通

知書）による報告を受けたときに、第４条第

２項第２号に該当するものとして取り扱う。

（４） 第４条第１項又は第２項の各号のいず

れかに該当することとなった銘柄の上場廃止

日は、次のとおりとする。 

（４） 第４条第１項又は第２項の各号のいず

れかに該当することとなった銘柄の上場廃止

日は、次のとおりとする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ 第４条第２項第２号に該当することとな

った銘柄のうち、転換社債型新株予約権付

社債に係る社債の全額について最終償還期

ｄ 第４条第２項第２号に該当することとな

った銘柄のうち、転換社債型新株予約権付

社債に係る社債の全額について最終償還期
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限を繰り上げて償還することとなる又は転

換社債型新株予約権付社債に係る新株予約

権の全部を当該銘柄の発行者が取得するこ

ととなる銘柄については、次の（ａ）又は

（ｂ）に掲げる銘柄の区分に従い、当該

（ａ）又は （ｂ）に定める日とする。た

だし、当取引所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。

限を繰り上げて償還することとなる又は転

換社債型新株予約権付社債に係る新株予約

権の全部を消却することにより新株予約権

の行使期間が終了することとなる銘柄につ

いては、次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる銘

柄の区分に従い、当該  （ａ）又は

（ｂ）に定める日とする。ただし、当取引

所が速やかに上場廃止すべきであると認め

た場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

ｅ～ｇ （略） ｅ～ｇ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 

 

  

 




